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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１１月２７日

自  午後 １時３０分

至  午後 １時３５分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 坂本  浩 君

副 委 員 長 石本 政弘 君

委   員 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

    〃 饗庭 敦子 君

３、欠席委員の氏名

   委   員     八江 利春 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午後 １時３０分 開会 ―

【坂本(浩)委員長】 ただいまから、環境生活委
員会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、外間委員、中村(和)委員
のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和元年11月定例会におけ
る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３１分 休憩 ―

― 午後 １時３４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の環境生活委員会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

― 午後 １時３５分 散会 ―
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第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１０日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ３時３３分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂本  浩 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委 員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 岩見 洋一 君

土 木 部 技 監 藤田 雅雄 君

土 木 部 次 長 天野 俊男 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

村上 真祥 君

監 理 課 長 井上 和広 君

建設 企画課 長 川添 正寿 君

建設企画課企画監 松園 義治 君

新幹線事業対策室長
（ 参 事 監 ）

大塚 正道 君

都市 政策課 長 植村 公彦 君

道路 建設課 長 馬場 一孝 君

道路 維持課 長 馬場 幸治 君

港 湾 課 長 平岡 昌樹 君

港湾 課企画 監 松永 裕樹 君

河 川 課 長 浦瀬 俊郎 君

河川 課企画 監 松本 憲明 君

砂 防 課 長 鈴田  健 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 平松  彰 君

住 宅 課 長 高屋  誠 君

住宅 課企画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（環境生活分科会）

第119号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第4号）
（関係分）

議案第120号
令和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第3号）
議案第121号
令和元年度長崎県流域下水道特別会計補正予

算（第1号）
議案第122号
令和元年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第1号）（関係分）
議案第123号
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
（関係分）

議案第124号
令和元年度長崎県流域下水道特別会計補正予

算（第2号）
議案第125号
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令和元年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第2号）（関係分）

７、付託事件の件名

〇環境生活委員会

（1）議 案

第129号議案
長崎県建築関係手数料条例の一部を改正す

る条例

第130号議案
長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条

例

第136号議案

財産の処分について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・要望書（高田南土地区画整理事業の整備促進

について）

・要望書（高田南土地区画整理事業の整備促進

について）

・国道207号多良見町佐瀬拡幅（多良見町佐瀬
～長与町岡郷間）の事業延伸について

・県の施策に関する要望書（豪雨被災箇所の早

期復旧について 外）

・要望書（島原半島の地域高規格道路の整備に

ついて 外）

・要望書（雲仙市愛野町から小浜町までの幹線

道路の整備について 外）

・要望書（地域高規格道路「島原天草長島連絡

道路」の早期事業化について 外）

・要望書（福祉医療制度の助成対象範囲の拡大

について 外）

・要望書（空港の整備等について 外）

・長崎県に対する要望書

・要望書（有明海沿岸道路西部地区の整備促進

について 外）

・要望書（半島振興対策の充実について 外）

・令和2年度 離島・過疎地域の振興施策に対

する要望書

・令和2年度 簡易水道の整備促進に関する要

望書

・西九州自動車道の建設促進に関する要望書

・要望書（国道205号佐世保市～東彼杵町（東
彼杵道路）の早期整備を求める要望）

・要望書（主要地方道「佐世保日野松浦線」及

び一般県道「佐世保世知原線」の整備促進に

ついて）

・要望書（「利水の佐世保市は、南部水系下ノ

原ダムのかさ上げと、佐々川の取水で対応し、

治水の川棚町の水害対策は、石木ダム建設を

中止し、川棚川の河川改修すること」を陳情

します。）

・要望書（道路の整備について 外）

・要望書（高田南土地区画整理事業の整備促進

について 外）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【坂本(浩)委員長】 おはようございます。
ただいまから環境生活委員会及び予算決算委

員会環境生活分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

129号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部
を改正する条例」ほか2件であります。
そのほか、陳情20件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、
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環境生活分科会において審査することになって

おりますので、本分科会として審査いたします

案件は、第119号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第4号）」のうち関係部分ほか6
件であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

これより、土木部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【岩見土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の土木部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第120号議案
「令和元年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第3号）」、第122号議案「令和元年度長
崎県港湾整備事業会計補正予算（第1号）」の
うち関係部分、第123号議案「令和元年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分、第125号議案「令和元年度長崎県港湾整備
事業会計補正予算（第2号）」のうち関係部分
であります。

このうち、第119号議案「令和元年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち土木部関
係の歳入歳出予算は、記載のとおりであります。

2ページをご覧ください。
補正予算の主な内容としましては、本年8月

の集中豪雨や台風17号による被災施設の復旧
に要する経費として、公共事業25億281万円の
増、単独事業5,700万円の増、また職員給与関係
既定予算の過不足の調整に要する経費として、

7,926万円の減を計上いたしております。
このほか、繰越明許費及び債務負担行為につ

いては、記載のとおりであります。

また、第120号議案「令和元年度長崎県港湾
施設整備特別会計補正予算（第3号）」、第122
号議案「令和元年度長崎県港湾整備事業会計補

正予算（第1号）」のうち関係部分、第123号議
案「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分、第125号議案「令和元
年度長崎県港湾整備事業会計補正予算（第2
号）」のうち関係部分については、記載のとお

りであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)分科会長】 次に、監理課長より補足
説明を求めます。

【井上監理課長】お手元の環境生活分科会課長

補足説明資料の1ページをお開きください。
繰越明許費について、補足してご説明いたし

ます。

表の一番下の土木部合計の欄をご覧ください。

今回お願いいたしておりますのは、合計47件、
66億200万円であります。
繰越縮減については、個別の案件ごとに年間

の執行計画を作成し、早期発注に向けた発注目
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標を立てるとともに、本庁各課及び各地方機関

に繰越縮減のための推進員を置き、毎月の進捗

状況や課題等の把握を行うなど、部の重点目標

に掲げ、鋭意取り組んでおりまして、本年度に

ついては、上半期の執行率8割以上の目標を掲
げ、達成したところでございます。

しかしながら、今回お願いする繰越明許費に

つきましては、地元調整の遅れや用地補償交渉

の難航などにより、やむを得ず発注時期がずれ

込み、3月末までに適正な工期が確保できない
ものであるため、あらかじめ繰越承認をいただ

き、翌年度にまたがる適正な工期を確保して発

注しようとするものであります。

一般会計及び特別会計の件数及び金額の内訳

については、道路橋りょう費30件、29億700万
円、河川海岸費7件、6億3,000万円、港湾空港
費1件、4億5,000万円、都市計画費4件、2億6,200
万円、住宅費3件、4億8,000万円、公共土木施
設災害復旧費1件、18億2,300万円、港湾費1件、
5,000万円となっております。
予算については、本来、年度内に執行すべき

ものであり、事業効果の早期発現のため、引き

続き事業の早期執行に努力するとともに、安易

な繰越とならないように、今後とも、繰越額の

縮減に努めてまいります。

続きまして、資料の2ページをご覧ください。
ゼロ県債の設定について、補足してご説明を

いたします。

制度としましては、来年度に予算化する事業

について、今年度に支出を伴わず前倒しをして

発注するため債務負担行為を設定しようとする

ものであります。

ゼロ県債については、平成27年度から取り組
んでおりますが、平成28年度からは、県単独事
業に加え、交付金事業にもゼロ県債を適用し、

4月から6月の端境期の事業量を確保するなど、
発注の平準化を図ることといたしております。

平成30年度の4月から6月の発注工事量は、ゼ
ロ県債設定前の平成27年度と比較して64％の
増となっており、平準化の取組効果があらわれ

ているところでございます。

今年度は、交付金事業で22億1,890万円、県
単独事業で21億4,050万円の合計43億5,940万
円のゼロ県債を設定しようとするものであり、

事業課別の設定金額は、記載のとおりでござい

ます。

内容は、前倒し可能な事業や雨期を避けて実

施すべき事業について設定をしております。

以上で説明を終わらせていただきます。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中山委員】先ほど監理課長から説明があった

繰越明許費の中で、6番の住宅整備費 3件でご
ざいますが、住宅については、用地交渉も要ら

ないのじゃないかという気もするし、地元の調

整も必要ないんじゃないかという気がしている

んですが、備考の欄を見ますと、資機材・人材

ひっ迫、入札の不調不落等によってということ

で繰り越しているので、これの中身を教えてく

れますか。

【高屋住宅課長】 住宅整備費につきましては、

これは住戸改善の工事、エレベーターを付ける

工事になっております。全国的にエレベーター

を設置する技術者が非常に不足をしておりまし

て、3 団地ありますけれども、そこの技術者の
確保が難しいというところで、今回、繰越をお

願いしているところでございます。

【中山委員】そうすると、エレベーターの技術

者がいないということは、これは種類分けでい
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くと不落ということで繰越になっているのです

か。その理由。1回も入札していないのですか。
【平松営繕課長】営繕課で発注の取組をやって

おりまして、発注する前にメーカーに、どうい

う状況か確認しましたところ、年度末までは人

手が確保できないということがわかりましたの

で、繰越をお願いしているところであります。

【中山委員】それじゃ、契約自体はやっておっ

て、その途中で、どうしても技術員が足らない

ので工期を延ばしてほしいということですか。

【平松営繕課長】事前に発注する前にそういう

状況がわかりましたので、必要工期が足りませ

んので、繰越をお願いしている状況でございま

す。

【中山委員】それじゃ、発注はやっていないの

ですか。

【平松営繕課長】契約はまだ行っておりません。

繰越の承認をいただいてから入札手続に入りま

して、それから契約して、年度をまたいだ形で

工期を設定したいと考えております。

【中山委員】それじゃ、ここで承認いただいて

から、年度内に契約をして工期を延ばすという

ことですね。理解しました。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【中村(和)委員】 お尋ねをしたいんですけれど
も、資料の 2ページ、下のほうに、8月の集中
豪雨や台風 17 号による被害ということで、25
億 281万円の増とか、単独事業等ついているん
ですけれども、今回、全国的にこの 8月の豪雨、
そしてまた、その後の台風ということで、17号、
あと 19号、21号とか、全国各地で被害を出し
ましたよね。その台風被害によって、例えば、

国が激甚災害とかに指定をして特別予算を出し

ている部分、そのほかには、災害救助法とか、

いろんな関連で特別予算を組んでいるところが

あると思うんだけれども、長崎県に対してのこ

の 8 月の集中豪雨とか、台風 17 号による被害
については、国の特別な予算というのは計上さ

れていないのですか。

【浦瀬河川課長】激甚指定についてのご質問だ

と思います。本県におきましては、土木施設災

害につきましては、被害額がほかの県よりも少

なくて基準を満たさないということで、激甚の

指定にはなっておりません。ちなみに、8 月か
ら 9月の佐賀県多久市、大町町については、局
激の早期の激甚指定、また台風 19 号について
は、先ほどの説明では本県は受けていないと言

いましたけれども、全国が本激の指定を受けて

いるんですけれども、結果的には、長崎県の土

木施設災害については、被害額がそこまで多く

ないということで、補助の嵩上げとか、そうい

うものの対象にならないと考えております。

【中村(和)委員】 ということは、土木部として
は、今年のいろんな大雨、台風によっての被害

について、国に対して予算を請求したという経

緯がないということですね。ほかの土木以外で

は、ある可能性もあるということなんですか。

【浦瀬河川課長】正確な情報ではないかもしれ

ませんけれども、農林関係については、一部激

甚の指定になるということを聞いております。

ただ、局激の指定というのは各地域によって決

まりまして、最終的には、災害の決定額によっ

て決まります。ただ、今の段階では、やはりそ

こについてもちょっと厳しいと思っています。

ただ、災害復旧については、今年度、かなり多

く申請をしておりまして、それについては順次

査定を受けているところでございます。

【中村(和)委員】 先ほど言われたように、農水
関係は結構それで国のほうに申請を出してくだ
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さいという話を聞いたものだから、土木のほう

にはなかったのかな、この間、幸いにして松浦

の災害現場を見に行くことができたものですか

ら、ああいう物件に関しては、国に対して特別

にそういう予算を計上してもらうような申請は

できないのかなと思ったものだからお聞きした

んです。その辺については、どうなんですか。

不可能なんですか。

【浦瀬河川課長】 激甚の指定につきましては、

まず、それに当たるかどうかというのを 10 日
以内に災害の被害額というのを国に報告します。

その段階で、明らかに多ければ、国のほうから

もそういう指定の話があるんですけれども、今

回については、残念ながら、本県の土木施設に

ついては、激甚のＡ、Ｂと基準がありまして、

例えば、Ａの基準というのは、全国の査定の見

込み額が全国の標準の税収入の 0.5％よりも大
きい、局激についても、市町村ごとの査定額で

決まるんですけれども、要は、税の収入額との

比率で決まりまして、災害査定額がそこに至っ

ていないということでございます。

【中村(和)委員】 わかりました。後で詳しく教
えていただけますか。

【鈴田砂防課長】砂防課のほうから補足させて

いただきます。

激甚災害については、今回、採択はなってお

りませんけれども、砂防課のほうで、松浦地区

とか平戸地区で、災害関連の緊急地すべり事業、

災害関連の緊急の急傾斜事業、こういうものを

国のほうに申請しまして、採択をいただきまし

て、これから取り組もうとしているところでご

ざいます。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【饗庭委員】繰越明許費のところでお尋ねした

いと思うんですけれども、石木ダムに関する繰

越明許費の総額が幾らになるのか、それが先ほ

ど言われた中で、どこに当たるかがはっきりわ

からないところがあるので、その部分も教えて

ください。

【松本河川課企画監】石木ダム事業につきまし

ては、今回は繰越明許費には計上いたしており

ません。

【浦瀬河川課長】今の段階では繰越はしていな

いんですけれども、今現在、現場のほうでは工

事の進捗に最大限努力しておりまして、工事の

進捗次第で、2月定例県議会で明許繰越という
のを計上させてもらうことになるかと思ってお

ります。

【饗庭委員】 今の段階で、なかなか進まない、

工事の進捗状況が遅れているように感じるんで

すけれども、それが今回ではなくて2月に出す
ということかというふうに理解したんですけれ

ども、その2月に出す理由というのは、どんな
ところがあるのか教えてください。

【松本河川課企画監】石木ダム事業につきまし

ては、現在、付替道路工事及び本体関連の準備

としての掘削等を進めておりまして、妨害行動

等は起こっていますけれども、県職員の応援態

勢等を整えまして、今、一生懸命事業を進めて

いるところでございまして、今後の進め方、状

況等によって、繰越額についても確定をするか

と思いますので、とにかく今は早期に事業を進

めるということで努力しているところでござい

ます。

【坂本(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 ほかに、質疑がないよう
ですので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分、第120号議案、
第122号議案のうち関係部分、第123号議案のう
ち関係部分、及び第125号議案のうち関係部分
については、原案のとおり、それぞれ可決する

ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【坂本(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より総括説明をお願いいたし

ます。

【岩見土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

環境生活委員会関係議案説明資料、土木部を

お開きください。また、これに加え、追加 1及
び追加 2をお配りしておりますので、そちらも
あわせてご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第 129号議案「長崎県建築関係手数料条例の一
部を改正する条例」、第 136 号議案「財産の処
分について」で、その内容は、記載のとおりで

あります。

なお、どちらの議案も補足説明資料を配付さ

せていただいております。

次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

て、ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、和解及び損害

賠償の額の決定について、契約の締結の一部変

更について、起訴前の和解及び訴えの提起につ

いて、公共用地の取得状況についてで、その内

容は、記載のとおりであります。

次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。

今回、ご説明いたしますのは、令和 2年度の
重点施策、これは追加 1でございます。石木ダ
ムの推進について、これは追加 2で修正をして
おります。幹線道路の整備について、九州新幹

線西九州ルートの建設推進について、ＪＲ長崎

本線連続立体交差事業について、長崎港松が枝

岸壁 2バース化の新規事業化について、公共事
業の再評価、事後評価について、長崎県総合計

画チャレンジ 2020 の数値目標の進捗状況につ
いて、事務事業評価の実施について、長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の数値目標の進

捗状況について、地方創生の推進についてで、

その内容は記載のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)委員長】 次に、建築課長より補足説
明を求めます。

【三原建築課長】今回、改正を提案しておりま

す条例案について、補足してご説明いたします。

資料の 1ページをご覧ください。
第 129号議案「長崎県建築関係手数料条例の
一部を改正する条例」は、「建築士法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関す

る政令」の公布に伴い、二級建築士試験または

木造建築士試験において、実務経験を審査する

事務が試験事務を行う者から登録事務を行う者
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に移管されることや実務経験の審査手続が厳格

化されることにより、各建築士試験の受験手数

料及び各建築士の免許登録手数料を改定するも

のです。

資料の 2ページで事例をお示しいたします。
従来、二級木造建築士試験を受験する場合、

工業高校で必要単位を取得して卒業し、実務経

験 3年が必要でしたが、改正後は、工業高校卒
業後すぐに建築士試験の受験ができ、試験合格

後、免許登録時点までに必要な実務経験を有し

ていればよいこととなります。実務経験が受験

の要件から、免許登録の要件に変更されたとい

うことになります。

なお、二級木造建築士試験においては、実務

経験のみでの受験も可能であり、当該規定につ

いては、従前のとおりでございます。

資料の 1ページにお戻りください。
手数料額の設定については、「地方公共団体の

手数料の標準に関する政令」も改正をされてお

り、免許登録手数料については 1万 9,300円を
2 万 4,400 円に、受験手数料につきましては 1
万 7,900円を 1万 8,500円に改定されておりま
すので、その額に合わせております。

公布につきましては、「建築士法の一部を改正

する法律」の施行日に合わせて、令和 2年 3月
1日としております。
以上で補足説明を終わります。

委員各位のご審議を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。

【坂本(浩)委員長】 次に、港湾課長より補足説
明を求めます。

【平岡港湾課長】 第 136 号議案「財産の処分
について」、補足して説明いたします。

お手元にお配りしております環境生活委員会

説明資料の課長補足説明資料 3ページをお開き

ください。

川棚港都市再開発用地につきましては、川棚

町が下水処理場整備を計画し、県へ土地造成の

要請があったため、県が都市再開発整備事業で

約 3.7 ヘクタールを造成した土地でございます。
その結果、一部竣工した約 1.6 ヘクタールを平
成 7年に川棚町へ売却しました。現在、その土
地は川棚町の下水処理場となって稼働されてお

ります。

今回、残りの約 2.1 ヘクタールを予定どおり
川棚町へ売却しようとするものでございます。

川棚町は、その土地を地場企業用地として利用

する計画であると伺っております。

売却価格は、この土地が港湾施設整備特別会

計の用地であり、土地造成原価を回収する必要が

あるため、土地造成にかかった費用で売却するこ

ととなっております。面積は 2万 1,266.20平方メ

ートル、売却価格は 3億 4,213万 1,000円で、川

棚町への売り払いを予定しております。

本案件につきましては、予定価格が 7,000万円

以上かつ 2万平米以上の土地の売り払いであるた

め、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例」第 3条の規定に基づく議決

事件に該当いたしますことから、県議会の議決を

得ようとするものでございます。

説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。

【坂本(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 それでは、質疑がないよう
ですので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第129号議案及び第136号議案については、原
案のとおり、それぞれ可決することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【井上監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき本委員会に提出いたしまし

た土木部関係の資料についてご説明いたします。

提出しております内容は、1,000万円以上の契
約状況一覧表、陳情・要望に対する対応状況、

附属機関等会議結果報告となっております。

なお、今回の報告対象期間は、令和元年9月
から令和元年10月までに実施したものでござ
います。

初めに、資料の１ページをお開きください。

1,000万円以上の契約状況について、建設工事
関係の委託、建設工事、その他の3つに区分し、
契約状況一覧表、入札結果一覧表を添付してお

ります。1ページから47ページまでが建設工事
関係の委託、48ページから355ページまでが建
設工事、356ページから364ページまでが、その
他となっております。

次に、資料の365ページをお開きください。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

最後に、415ページから426ページまで、附属
機関等の会議結果を記載しております。

なお、427ページから最終ページまでは、令
和元年5月から8月までに開催した会議の結果
ですが、6月定例県議会及び9月定例県議会での
報告を失念しておりましたため、今回、改めて

ご報告するものです。今後このようなことがな

いように注意してまいります。大変申しわけあ

りません。

以上で、説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】以上で、説明を終わります。
次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号、52、53、
55から 59、それから 61、63から 66、69、71
から 73、75から 77の合計 20件になっており
ます。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【山口(初)委員】陳情書番号でいいますと55番
になります。6月定例県議会一般質問でも取り
上げましたが、先日、地元の協議会から知事要

請も行わせていただきまして、またここに陳情

書として「国道207号多良見町佐瀬拡幅の事業
延伸について」ということで、地元の整備促進

協議会会長から陳情が出ているところでありま

す。これは土木部長はじめ関係皆様にはいろい

ろとご努力もいただいていると思いますけれど

も、いよいよ予算編成の時期にも入ってきまし

て、今現在どういう状況にあるのか、このこと

をご報告いただければと思います。
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【馬場道路建設課長】 国道207号多良見町佐瀬
拡幅で事業化された区間についてのご要望でご

ざいます。この件につきましては、地元、協議

会等から大変熱い要望をいただいているところ

でございます。我々としましても、現在事業中

の佐瀬拡幅工事につきまして、早期に完成を目

指しているところでございます。完成に必要な

予算要求につきましては、要望をさせていただ

いているところでございます。

それから、未着手の区間、多良見町崎辺田か

ら長与町岡郷の約6キロメートルの未改良区間
でございますけれども、この点につきましても、

事業区間と比べますと交通量が少ないというこ

とで、国の補助事業を活用できるかどうかとい

ったところの課題がありまして、補助事業の活

用ができない場合どうしたらいいかと、そうい

ったところも含めて検討を進めているところで

ございます。まだ具体的に結論といったところ

までは至っていませんが、現地の状況等を確認

等もしているところでございます。

【山口(初)委員】この地域は、ご承知のように、
240年の歴史あるみかんの生産地域でありまし
て、今まさに、その収穫の最盛期です。そうい

うことで、それぞれ収穫したみかんをセンサー

選果機があるところまで運ばなければならない

ということもありまして、非常に狭隘な道路の

離合が十分でないために、地元の農家の方も、

また一般の皆さんもここを利用して、生活道路

でもあるわけでありまして、非常に危険の伴う

状況の中で作業をされています。そういうこと

で、これを安全対策含めても、ぜひ産業道路と

して、きちっとした対面交通ができる状況は早

くつくらなければいけないと思っております。

大村湾を一周する国道の中で、この残り6キロ
メートルだけが中央線がない、いわゆる離合が

ままならない、大型同士であれば、どっちかが

待っておかなければいけない不便な状況を強い

られていることもございますので、ぜひここの

ところは早く工期を設定していただいて、現在

やっている部分については、もう予算も確保し

ていただいておりますから、来年度いっぱいで

完成をさせていただいて、早期に次の残り6キ
ロメートルの工区の設定について、ぜひ県を挙

げてご努力をいただきたいと思っておりますの

で、いま一度、その辺のところをお気持ちをお

聞かせいただきたいと思います。

【馬場道路建設課長】 未着手区間の 6 キロメ
ートルにつきましては、幅員が大変狭小である

といったところにつきましては、私どもも十分

承知をしているところでございます。当区間に

つきましては、道路の利用状況あるいは整備コ

スト等を考えながら、道路はどういった構造が

よろしいのか、あるいは整備手法として、どう

いったところが可能なのかといったところを地

方機関であります県央振興局あるいは地域の皆

さんとともに一緒に考えていきたいと思ってい

るところでございます。

【山口(初)委員】 この要望の趣旨を十分お酌み
いただいて、ご努力をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

【中村(和)委員】 今、山口(初)委員からもあり
ましたけれども、国道 207号は、先ほど、特産
物のみかんのためにということもあったんだけ

れども、それ以外にも、あの道路を何とかして

やらないと地域の発展が途絶えてしまう。道路

がなければ地域の発展はまずあり得ないという

ことなんです。ぜひ、継続で事業を行っていた

だくように要望したいと思うんだけれども、た

だし、いつも回答の中に、交通量の問題とかそ

ういうところがあって、なかなか厳しいという
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話です。ただしかし、その交通量も、少ないか

らだめだという、それは考え自体がおかいと私

は思っているんだけれども、道路が悪いから交

通量が少ないのであって、道路がよくなれば、

交通量は増えてくると思います。だから、そう

いう考え方をもとにして、県のあなたたちが、

どういう考えを持って国のほうに申請を出すか

わかりませんけれども、何らかの形で、今、「地

域の衰退」、「地方創生」という言葉をだんだん、

だんだん使っていますから、そういうところを

もっと大きな視点に持っていって頑張っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

それと、諫早市からの要望で上がっているん

ですけれども、64です。この中に「有明海沿岸
地域の幹線道路整備について」ということで計

上してあるんですけれども、これは沿岸道路の

ことだと私たちも思っているんですけれども、

どうしてもこの整備が、鹿島市までは、もうほ

とんどでき上がるような状況までなっているわ

けですけれども、鹿島市から太良町、そしてま

た太良町から諫早まで、この区間が全くの無計

画なんです。まず、これはどういう理由からこ

うなっているのか、現状でわかっているところ

でいいですからお知らせいただきたいと思いま

す。

【馬場道路建設課長】佐賀県鹿島市から諫早市

までの有明海沿岸沿いの道路整備についてのお

尋ねでございますけれども、現状としましては、

県のほうで重点的に整備をしております地域高

規格道路、島原道路であるとか、西彼杵道路を

重点的に整備を行っているところでございます

けれども、このほかにつきましては、地域高規

格道路の計画路線になっていない、また島原天

草長島連絡道路のように候補路線という形にも

なっていないということで、今後、その区間に

ついて整備をしていくためには、将来、地域高

規格道路計画路線等になるような形に持ってい

く必要があるかと思っておりまして、そういっ

たところを今後、国のほうでは、将来の広域交

通計画というようなところをまとめようとして

おりますので、その中で、しっかり位置付けが

できればというようなことで検討を進めている

ところでございます。

【中村(和)委員】 佐賀県、福岡県からすれば、

多分、長崎県がその辺の対策について遅れてい

たんだと思うんです。だから、今までそういう

申請がなかったから、この取組がなかったとい

うことであって、この辺については県としても、

道路整備、先ほど言ったように、207 号と同じ
ですけれども、やっぱり道路がちゃんと整備さ

れてなければ地域が発展しないということです

から、ぜひ強く申し入れをしていただきたい。

それと、現在、鹿島市から私の地元でありま

す小長井町までは、すごくいい農道が整備され

ているんです。普通、農道というのは、島原に

もありますけれども、余り高架橋を使わないで、

狭い道路がちょっとうねった感じで入っている

んです。ところが、小長井から鹿島市までは、

本当に高速道路みたいな農道なんです。だから、

例えば、小長井から諫早市まで現状の農道とい

うのをもっと高架橋を使って直線的なルートで

結んでいけば、すばらしい農道になると思うし、

またこれが有明海沿岸道路に似たような感じに

もできると思うんです。だから、何らかの形で

農道と国道、いろんな区別があると思うんです

けれども、なかなか難しい問題だと思うんだけ

れども、ただしかし、ここ数年前から農道の規

格というのが変わってきましたよね。だから、

そういうところを考えた時に、私は、なぜ長崎
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県というのは農道に対しても何らかの形で変革

を求めないのかなという気持ちがあったもので

すから。あの佐賀県の農道を見た時に、びっく

りしますよ。

早く言えば、先ほど山口(初)委員が言った国
道 207号、1つは、私たちの前のちゃんと整備
された国道 207号、もう一方は、多良見町のあ
の狭い 207号、全く一緒だと思うんです。だか
ら、そういうところは県の方たちにも、もう少

し自主的に気づいていただいて、あの道路を何

とかもう少し今の規格に合わせたようなものに

できないのかとか、そういうところを考えてい

けば、新たな道路を整備していく事業費よりも、

例えば、今の農道を利活用して、それを拡張し

ていくとか、そういうことを考えても 1つの方
法でできるんじゃなかろうかと思っているんで

す。

そういうところを含めながら、ぜひいろんな

方向から探っていただいて、有明海沿岸道路と

いうのは最終的に諫早市まで整備ができるよう

な体制をぜひ強く望んでいますので、もちろん

諫早市の宮本市長も、これはずっと思っていま

すので、ぜひともお願いをしたいと思います。

この先は多分、八江委員が言ってくれると思う

ので、よろしくお願いいたします。

【八江委員】前回の委員会で今のお話、有明海

沿岸道路については強く求めておりましたし、

土木部長の力強い答弁をいただいておりました

から、今現在、それを胸にして、ずっと喜んで

おりますけれども、それが実施されるかされな

いかということになると、当然ながら、計画決

定、そしてまた予算化等になります。そのため

には、佐賀県との連絡、協調が必要ではないか

と思っております。

特に、佐賀県の場合は、長崎県に言いにくい、

あるいは長崎県もしゃべりにくいというのが、

現状のいろいろな問題があります。諫干の問題

とか、新幹線の問題等がありますけれども、そ

れを言っていたら、この沿岸道路は遠ざかって

しまいますので、それはまた別として、特に、

沿岸の佐賀県側が求める柳川までの道路に接続

できるように、計画決定している鹿島市までの

問題と、先ほど中村(和)委員から話がありまし
た鹿島から諫早間の問題については、要望はし

ているけれども、なかなか手つかずという感じ

でありますから、それを早急に計画決定にして

ほしいということで、この前、やりますという

力強い返事をいただいておりましたけれども、

ここでも改めて確認しておきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

【馬場道路建設課長】本期成会から要望を受け

ておりまして、これまで期成会の皆様と一緒に

勉強会を実施してきております。その中で、佐

賀県も一緒に加わっていただきまして、地域の

課題であるとか、道路の果たす役割について議

論を行っているところでございます。

そして、この区間について、将来、規格の高

い道路等を整備していくためには、新たな広域

道路交通計画の中でしっかり位置付けしていく

ということがまず第一歩ではなかろうかと思っ

ているところでございますので、佐賀県としっ

かり連携をとりまして、国等にも働きかけをし

ていくということが必要かと考えております。

【八江委員】道路建設課長の言われるとおり頑

張っていただきたいと思いますけれども、同時

にもう一つ、その理由については、前回の時、

申し上げましたが、やっぱりこれは新幹線絡み

の大きな佐賀県対策の１つだと私は思っており

ます。沿岸には今、並行在来線問題も山積して

おります。沿岸側には道路も鉄道も非常に心配
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を醸し出すような問題もありますので、それを

佐賀県知事はじめ関係皆さん方が理解をするた

めには、どうしてもする必要があるんだという

ことで、協調し、それに理解をいただいて、土

木部長が答弁いただきましたこと、柳川までは、

正直言って政治力の問題もありましたが、これ

は福岡県の通称古賀道路と聞いております。こ

れがいいのかどうかは別として、そうすると佐

賀県、長崎県は何とか道路というのができない

かな。例えば、佐賀県知事が一生懸命やってい

ただけば山口道路、こっち側は中村道路とか、

中村は両方おりますから、中村知事との関係も

あって、そういうものができ上がって初めて早

期完成ができるのじゃないかと思いますので、

改めて土木部長、この間のことを、道路建設課

長からいただきましたけれども、そのことを含

めて答弁いただければと思います

【岩見土木部長】有明海沿岸道路につきまして

は、長崎県と佐賀県、いろんな課題があります

けれども、ここに関しては、一緒になってやっ

ていこうということで、非常にいい雰囲気とい

いますか、いい環境のもと、両県が力を合わせ

ているところでございます。先ほど道路建設課

長からありましたとおり、ここについて、きち

っとした計画上の位置付け、これをしっかりと

やっていきたいと考えておりますので、安心し

ていただけるように頑張ります。

【饗庭委員】 私も要望の 52、53、77で、地元
長与町からの要望でございますので、お尋ねし

たいと思います。

77に関しましては、先ほどから出ています国
道 207号については、長与町のほうもかかわる
ところでございますので、ぜひ進めていただき

たいと思います。

52、53、77 の中で、高田南土地区画整理事

業が要望されております。ここにも記載されて

いますとおり、既に 30 年以上経過しておりま
して、地元の方が仮住居に移転したまま、帰れ

ないまま亡くなっておられるという方も結構増

えておりまして、地元としては、この残工事一

括施工に期待をかけているところでございます。

その中で、どれくらい進んでいるのか。私が

地元長与町議でいた時には、来年度には施工が

決定するというふうな期待をされていたところ

でございますけれども、現在の進捗状況を教え

てください。

【高屋住宅課長】高田南の土地区画整理事業に

ついてお尋ねでございます。委員おっしゃると

おり、昭和 60年度から 30年以上かけて事業を
進めているところでございますけれども、今回、

残工事の一括施工ということで計画をいたしま

して、現在、入札の手続を進めているところで

ございます。入札の手続が終わりましたら、議

案として提出をさせていただきたいと考えてお

ります。

【饗庭委員】 では、その入札の手続を進めて、

工事の見通しが出るのがどれくらいになるのか

教えていただきたいのと、一括施工した場合に、

最終的に終了するのがどれくらいになるのか。

地元の方が、帰れるのかとご心配されているの

で、そのあたりを教えてください。

【高屋住宅課長】残工事につきましては、今年

度、契約を予定しておりまして、令和 6年度ま
でで工事を終了するということで考えておりま

す。

【饗庭委員】 令和 6 年度という、見えるとい
うか、それでもまだ今から約 6年あるので、地
元の方にぜひ説明をしながら、今後も、早くな

るものであれば、早く完成へと向かっていただ

ければと思います。
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【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【外間委員】 陳情番号 72 番、「国道 205号佐
世保市～東彼杵町（東彼杵道路）の早期整備を

求める要望」についてでございます。先般、12
月 7日、中村知事、土木部長にもご出席をいた
だきまして、1,000 人規模で大学の体育館をお
借りして、各路線の首長さん、議会議員、そし

て北村大臣、谷川代議士、金子参議院議員ら国

会議員の方々もご参加いただいての大きな東彼

杵道路の建設促進総決起大会をさせていただい

たものでありますが、機運の醸成がかなり高ま

ったものと理解をしておりますし、またこの道

路は、島原道路や西彼杵道路よりももっと早く

要望をした、40年以上たつ悲願の道路でもあり
ます。

今日における東彼杵道路の候補路線としての

この要望が、これからの状況として、どのよう

なものになっていくのか、今までやってきた要

望に対する土木部長としての手応えといいます

か、今後、この道路に関する思いというものを

ぜひともお聞かせをいただきたいと存じます。

【馬場道路建設課長】 国道 205 号東彼杵道路
の建設に関するご質問でございますけれども、

委員お話しのように、先般 12 月 7 日には、東
彼杵道路建設促進期成会の総決起大会というこ

とで、500 名規模で大変盛り上がりがあった決
起大会を実施されました。その中でも、地域の

今後の整備に対する期待というものは非常に大

きいものと、我々としても十分認識をしている

ところでございます。

東彼杵道路の早期事業化に向けましては、事

業化の前提となります事務手続の第 1段階とな
ります計画段階の評価への着手といったところ

がその最初のステップということになります。

その手続をぜひ来年度から着手いただけるよう

に、今、国に対して、期成会とともに我々も要

望を行っているところでございます。手応えと

しても、我々としては、可能性も十分あるとい

うふうに見込んでいるところでございますけれ

ども、国に関するところということでございま

すので、そのあたりは国にしっかり要望をして

いきたいと思っているところでございます。

【外間委員】土木部長にも、ぜひ手応えについ

ての見解をいただきたいところですが、ＩＲの

誘致、国際クルーズ船の寄港の増加等、観光振

興策にも大変必要な道路でもありますし、また

再三にわたって、防災・減災、災害対策として、

この道路が命の道路としてでも必要ですし、ま

た高速交通体系の充実を図るために、私たちは、

佐賀県を通って佐世保へ入るというふうなこと

で、県内できっちりとしたこういった命につな

がる道路をつくっていくことも極めて重要であ

り、今、いろんなことが重なって、東彼杵道路

の重要性がここ数年間、ずっと上がってきてお

りますので、どうしてもこの道路を早急に国に

向け、要望を強く申し上げたいところでありま

すが、改めて土木部長からのお言葉をいただき

たいと存じます。

【岩見土木部長】東彼杵道路は、西九州道路と

一体となって県北地域の発展、なかんずく長崎

空港へのアクセスの改善に大きな力といいます

か、なくてはならない道路だと思っております

し、近年、浦頭港へのクルーズ客、この観光客

の定時性の問題、それから何といっても、ＩＲ

誘致に向けて交通アクセスの強化を図っていか

なければいけないということで、非常に重要な

道路でございます。

昨年から、国から、これは有料道路の制度を

活用してやってはどうかという呼びかけもあり
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まして、地元でも、有料でもいいということで

合意がとれましたので、これにつきまして国に

対して要望してきたところでございます。

私としましては、東彼杵道路といいますのは、

本年度、力を入れて国へお願いをしている中の

1 つでございまして、ぜひとも計画段階評価に
上げていただきたいと。西九州道路の整備とあ

わせて、今後、東彼杵道路も準備をしていかな

ければいけない重要な時期になってきていると

思います。

委員から、手応えというお話がございました

けれども、私としては、今は、本当に力を入れ

るべき時だと思っておりまして、気を緩めるこ

となく、ぜひ国に計画段階評価に上げていただ

けるように、これからも全力で要望していきた

いと、手応えというよりも、そう決意をしてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

【外間委員】結構です。ありがとうございまし

た。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【石本副委員長】 1点、陳情71番に関連しまし
て、西九州道の建設促進に関する件です。これ

もさきの一般質問でもしておりましたけれども、

その後の松浦佐々道路の進捗状況、特に、土地

の買収関係、それから伊万里道路の佐賀県側と

の協議の進捗状況、もう一点は、事業費の大幅

な上昇が考えられるという話を聞いているんで

すけれども、それは排土処理の関係で、地元に

その排土を利活用する計画がなくて遠くに持っ

ていくために、600から800億円程度の事業費の
拡大があるのではないかという話を耳にしたん

ですけれども、そのことについて確認をしたい

と思います。よろしくお願いします。

【馬場道路建設課長】西九州自動車道の整備に

ついてのご質問でございます。

現在、国のほうで実施をいただいております

松浦佐々道路につきましては、松浦から江迎ま

での区間について重点的に整備をなされている

ところでございます。トンネルの発注も進んで

おりまして、本格的な工事がなされているとい

うふうなところでございます。用地につきまし

ても、90％を超える確保ができておりまして、
さらなる事業費の増加といったところを我々と

しても国に要望しまして、来年度以降の早期完

成に向けての整備が着実に図られることを期待

しているところでございます。

また一方、佐賀県内の伊万里道路等の整備に

つきましても、佐賀県に早期整備についてお願

いをしているところでございます。先般、10月
30日に、東京のほうで福岡県、佐賀県、長崎県
の3県、また沿線の市町村も含めまして東京大
会を開催させていただいたところであり、国の

幹部の皆様も来ていただきまして、早期完成に

ついて決議をなされたところでございます。今

後も予算要求をしっかり要望していきたいと思

っております。

それから、西九州自動車道の事業費の増とい

うことで、先般、国のほうから事業評価をなさ

れたということで、事業費は増額になっている

ところでございます。先ほど副委員長からご指

摘ありましたように、残土等の処理といったと

ころの増額等もございまして、約100億円程度
増額になっているところでございます。我々と

しましては、事業継続といったところもまずも

ってありがたく評価をさせていただいていると

ころでございますけれども、事業費が増えたと

しても、早期完成といったところにつきまして、

しっかり要望していきたいと思っているところ

でございます。
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【石本副委員長】 回答ありがとうございます。

2番目の伊万里側の検討ですけれども、東京
大会はありましたけれども、東京大会も要望も

同じですけれども、具体的にその後の進捗とい

うのが、私が聞いていないだけかもわかりませ

んけれども、要するに、今、伊万里側の地元の

協議の進捗状況については全く情報が入ってこ

ないんですけれども、そこら辺はどうなってい

るかということと、排土については、まだこれ

からでも、例えば、地元での埋め立てに使うと

か、そういった利活用の可能性があるのかない

のか、そこについてお伺いします。

【馬場道路建設課長】佐賀県内の伊万里松浦道

路あるいは伊万里道路で整備をなされていると

ころでございますけれども、今年度、両路線で

約25億円を超える予算がついております。本県
内部では、今年、松浦佐々道路に60億円という
予算をいただいているところでございますので、

佐賀県内におきましても、予算の増額といった

ところを我々としても要望をさせていただいて

いるところでございますが、佐賀県のほうとし

ましては、概ね着実に整備促進を図っていると

いうようなことをお聞きしているところでござ

います。

それから、残土の流用のお話でございますけ

れども、現在は、西九州自動車道のトンネル等

の残土につきましては、伊万里のほうに捨て土

をされているところでございます。公共事業と

いうことで、経済的な箇所に捨てるというよう

なことになっております。伊万里市内で捨てる

場所があれば一番好ましい状態かと思いますけ

れども、現在は、そういったところがないため

に、今の中で近いところの伊万里に持っていか

れるというようなことでございますが、今後、

もろもろの計画があって、より近いところ、あ

るいは松浦市内に流用ができるようなことがあ

れば、しっかり我々も情報交換しながら、そう

いった努力をしていきたいと思っているところ

でございます。

【石本副委員長】最後の残土の問題ですけれど

も、それはまだ松浦市のほうで何らかの具体的

な計画が出てくれば、今々伊万里に持っている

残土についても、例えば、松浦市内で利用でき

る可能性があるというのか、利用する可能性は

あるということでいいんですか。

【馬場道路建設課長】距離が近くなれば経済的

になりますので、当然、そういったことがあれ

ば、十分可能性はございます。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問がないようで
すので、陳情につきましては、承っておくこと

といたします。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【石本副委員長】 入札関係で2点ほど確認です。
1つは、57ページの一番下、建設工事の番号

の150番、志佐川の自然災害防止工事というこ
とで、前回か前々回の大雨による志佐川の一部

崩れたところを補修している工事なんですけれ

ども、つい最近、そこの根元のほうを工事して

いたら地盤が沈下して、上の仮設の農道が崩れ

て、今、工事を中断している状況にあります。

これも現状から見ると工事費が増加するようで、

今、地盤沈下したために設計を見直していると

いうことですけれども、予算でいえば、既に契
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約金が1,500万円ということで入っていますけ
れども、これが少し上昇しても、そこら辺は影

響がないのかどうか、例えば、市の負担、地元

負担とかそういうものが出てくるのかどうか、

確認です。

【浦瀬河川課長】工事の増額については、規模

にもよりますけれども、変更できる範囲であれ

ば、今の工事の中でやっていきたいと思ってい

ます。ただ、変更の限度がございますので、も

し変更の限度を超える場合においては、また別

途契約も考えなければいけないと思っています。

それと、地元の負担については、ありません。

【石本副委員長】変更が可能ならば、今の予算

内でということですよね。

【浦瀬河川課長】増額の詳しい規模というのは

まだ把握しておりませんけれども、多少の変更

であれば、何とか今年度の予算をかき集めてや

っていければと思っています。

【石本副委員長】 よろしくお願いします。

もう一点、2ページの24番ですけれども、調
川地区全体が地すべり地帯ということで、今、

その地すべりの状況等の調査をするという委託

がなされていますけれども、これについて今後

の進行状況について、どういうやり方でやるか

ということだけ1点お伺いします。
【鈴田砂防課長】松浦市内、立岩地区に限らず、

地すべりの多い地区でございます。立岩地区に

つきましても、もう結構な年数、地すべり対策

をしているところでありますけれども、今まで

の整備に加えた工事の必要性、また工事をどの

ようにしていくかということで、この24番につ
きましては、調査観測委託ということで、ボー

リング調査とか、ボーリング調査の後の地下水

だとか、すべりの観測、そういうものをこの委

託では発注しておりまして、今後の工事につな

げていこうということでございます。

【石本副委員長】この調査については、年度内

に実施するということで考えていいのですか。

【鈴田砂防課長】現時点では、年度内の完成を

目指してやっているところでございます。

【石本副委員長】 よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。

【八江委員】新幹線の建設推進についてお尋ね

いたします。県内土木工事が 40工事が 15工事
竣工して、そしてまた 9月末には約 90％に達し
たということの報告はいただいておりますので、

順調にいっていることだと思うし、我々も諫早

に住んでいる中では、しっかり見届けさせてい

ただいておりますけれども、残りのことをしっ

かり進めていただきたいと思います。

そして、その中で、諫早駅の着工は、順次増

設も含めてやっておりますけれども、つい先日、

新大村駅の着工がなされたということも聞いて

おります。そして、いろんな新聞、テレビ報道

などでは、車両基地の関係の建設等も順調に進

んでいるということはお聞きいたしております

けれども、そのことについて一部ご報告部分が

ありましたら、駅の分、それから車両基地の現

況、そういったことについての質問をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

【大塚新幹線事業対策室長】委員からございま

したのは、長崎県内 3つの駅の進捗、それと大
村で建設が始まっております車両基地に関して

でございますけれども、まず北のほうから、新

大村駅でございますけれども、先ほど委員から
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お話がございましたとおり、先日、安全祈願を

行いまして、年明けから新大村駅の建築工事に

実際に入っていくという計画でございます。

それと、諫早駅でございますけれども、進捗

が一番進んでおりまして、既に建築工事に入っ

ておりまして、鉄骨の建方については、ほぼ半

分ぐらい終わっている状況でございます。

それと、長崎駅でございますが、ご覧になっ

ておわかりと思うんですけれども、現在、在来

線の新駅の工事が佳境に入っておりまして、そ

れに隣接して新幹線の土木工事も進んでおりま

す。駅の建築工事に関しましては既に発注を終

わっておりますが、まだ土木工事のほうが進ん

でおりますので、在来線の駅が完成した来年度

に入ってから建築のほうは着手をすると聞いて

おります。

それと、大村の車両基地につきましては、現

地のほうをご覧になっていただいて、おわかり

かと思うんですけれども、土木工事につきまし

ては、ほぼ完成した状況の中で、新幹線の設備

が入る施設、それから建築の工事、こういった

ものに順次入っておりまして、既に建設が進ん

でいるという状況でございます。

【八江委員】ありがとうございます。順調に工

事が進んでいるということですね。そして、令

和 4年の開業までにはすっかり完成するものと、
間違いないと思いますけれども、しっかり進め

ていただきたいと思います。

そして、その中で、沿線の中で、トンネル工

事などで、水問題等もまだ未解決のものもある

のではないかと思いますけれども、そういった

トラブル的な問題があったことは、順次、鉄道・

運輸機構等で解決はしていただいていると思い

ますけれども、そのことについては、何件あっ

て、何件おさまっているのかと、大方でいいん

ですけれども、そういう状況はわかりますか。

【大塚新幹線事業対策室長】委員ご指摘の減渇

水問題でございますが、新幹線は、ご存じのと

おり、県内だけでもトンネルが 22 本ございま
して、長崎県内の区間の 3分の 2がトンネルで
あるという状況の中で、従前から、これについ

てはご報告もさせていただいておりますけれど

も、そのうち 10 個のトンネルで、大なり小な
りの減渇水問題の事案が発生をいたしておりま

す。

大村市内、諫早市内、それから長崎市内、各

自治体において発生しているんですけれども、

それぞれにおいて、発生した段階で、鉄道・運

輸機構のほうで因果関係を調査して、トンネル

掘削の原因によるものだと判断した場合には、

即、応急対策、それから最終的には恒久対策と

いうことで、現場のほうでそれぞれ対応してい

ただいております。

特に、新聞紙上等で大きく取り扱われました

諫早市内の井樋ノ尾地区、それから長崎市内に

おきましても、船石地区、中里地区、それから

現川地区、こういったところでは比較的頻繁に

地元のほうと会を持たせていただきながら対応

を進めているという状況でございます。それか

ら、大村市内でも何カ所かありますけれども、

大村市内に関しては、トンネルではなくて盛土

によるものだということもありまして、因果関

係がちょっと薄いんじゃないかということで、

調査だけを継続していると、そういった箇所も

ございます。

全体的には、鉄道・運輸機構さんのご尽力も

ございまして、地元のほうと密に話をさせてい

ただきながら対応を進めさせていただいている

という状況でございます。

【八江委員】誠意ある仕事をしていただくため
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には、県が長崎県ですから、国と地権者の皆さ

ん方の間には、もちろん市町も入ると思います

けれども、長崎県がやっぱりしっかりそこのサ

ポートをしながら、十分納得のできる解決をし

ていただきたいと思います。

トンネルの水の問題のみならず、沿線にかか

わる土地問題、それに土地に絡んで、そこには

また水の問題等、排水、それぞれの問題も諫早

市も栄田地区なんかでもあります。たくさんの

要望があっておりますけれども、要望しながら

も、なかなかどれが因果関係があるかというの

はわかりにくい部分がありますけれども、その

点は、県の中でしっかり受け止めながら、国に

対する対応をしっかりサポートしていただきた

い部分もあるなという気もしますので、その点

は私からも強く要望しておきたいと思います。

【大塚新幹線事業対策室長】委員からご指摘を

いただいたんですけれども、すみません、先ほ

ど説明をし忘れておりましたが、減渇水、それ

から例えば、地域の舗装が悪くなった、粉じん

が発生しているとか、そういう情報が入った場

合には、基本的には、私ども、それから地元の

市、一緒になって説明会、それから立ち会い等

にも同行させていただくということは継続して

やっておりますので、今後とも引き続き、そう

いう形でしっかりと取り組んでまいりたいと思

います。

【八江委員】私たちも新幹線のことについては、

県議会も特別委員会をつくり、そしてまた県も

挙げてフル規格を何とか中央につなぎたいとい

う思いで県民挙げてやっておりますし、しっか

りと新幹線の促進については努めておりますけ

れども、しかし、中身のいろんな問題は、やっ

ぱり鉄道・運輸機構をはじめ、国がしっかりサ

ポートして解決をしていただきたいと、これは

先ほど申し上げるように、強く強く求めておき

たい、要望しておきたいと思います。よろしく

お願いをいたします。

それから、道路の関係で、令和 2年に新設を
いただくように、特に、私たち諫早の者として

朗報をいただきました。それは主要地方県道諫

早飯盛線の土師野尾飯盛工区と、それから有喜

本諫早停車場線の松里工区、そして田結久山線

の飯盛工区、これまで長い長い懸案でありまし

たものが、一緒にして、途中までできておった

ものが先へ進まなかったものを、ようやく最終

の国道251につないでいただくことになるとい
うことであります。いずれも 10 億円余りの予
算をつけていただくようになって、スタートは

しますけれども、この資料には、いつぐらい完

成ということも書いてありますけれども、その

ことをもう一度、やってほしいというのをよろ

しくお願いをいたしたいと思います。

【馬場道路建設課長】先般公表されました公共

事業の新規箇所の事業評価ということで、ご指

摘いただきました主要地方道諫早飯盛線、土師

野尾から飯盛工区、主要地方道有喜本諫早停車

場線の松里工区、それから一般県道田結久山線

の飯盛工区の 3カ所につきましても、評価をし
て、県内では、来年度新規事業に向けて国のほ

うに予算要求をしていくということで公表をさ

せていただいたところでございます。

現在、国のほうに要求もさせていただいてい

るところでございまして、まず新規化になるよ

うに、しっかり要求をしてまいりたいと思って

おります。

それから、その整備につきましては、先ほど

ご指摘もいただきましたけれども、10億円から
15 億円程度の事業費を要するものになってお
ります。まず、測量、設計等をしっかりやって、
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計画をして、その後、用地を協力をいただいて

進めていくというふうな形になりますので、そ

ういった用地等も入るようになれば、しっかり

地元の皆様にも協力をいただきながら、早期完

成に努めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。

【八江委員】今、道路建設課長からお話があり

ましたように、その 3工区、これも計画はでき
ても、なかなか予算、用地買収等がうまくいか

ないで進まないということがたびたびあります。

その 1つの大きな例は、皆さん方にお願いして
おった、4～5年前に答弁で、やります、ちゃん
と予算もつけますということでやっていただい

た、久山港線の問題があります。そして、もう

一つは、正久寺～猿崎間の問題があります。こ

の 2つは同時に発表いただいてスタートしたん
です。それで、今、どこかやっているかなと見

たら、全く見えないんです。見えないというこ

とは、用地買収を進めていただいているという

ことの問題が 1つあるのと、予算がついていな
いということもあるものだと思います。

だから、どこに、どういう責任があるかと思

いますけれども、一旦発表いただけば、地元民

としては、そしてまた我々の立場では、「もうす

ぐです。待ってください」、「用地買収も加勢し

てください」と、こう盛んに言っているんです

けれども、なかなか一歩一歩前進もしていない

です。だから、先ほどの 3カ所は、間違いない
ように計画をスタートさせていただくというこ

とも 1つ、これへの確認をとりたいということ
と、もう一つは、2 線のことがどうも気になっ
ておりまして、そのことも関連して確認したい

と思いますけれども、いかが答弁いただけます

か。

【馬場道路建設課長】新規になったものの、な

かなか用地等、あるいはお金がつかなくて整備

が進まないというふうなことで、我々としまし

ても、しっかり予算を確保しながら、あるいは

用地取得を早期に進めて、早期完成を目指して

いるところではございます。

ご指摘いただきました久山港線と207号の東
長田工区等につきましても、しっかり進めてい

きたいと思っているところでございます。

今回、新規で 3 カ所要求しているところも、
予算の枠としましては、社会資本整備総合交付

金の枠の中で整備を行っていくというふうな形

になりますので、その交付金をしっかり増やし

てつけていくというようなことになろうかと思

います。これにつきましては、やはり国の予算

がしっかり確保されなければいけないというふ

うなところもございまして、国のほうには、そ

ういった交付金の増額等もお願いをしていると

ころでございます。

しかしながら、まずもって用地をしっかり進

めていくということが、事業推進には我々がで

きる一番のことかと思いますので、そのあたり

は沿線市町あるいは地域の皆様方との協力を図

りながら進めていきたいと思っているところで

ございます。

【八江委員】もう大分待たされて、用地を提供

できる人も、まだ来ないのか、いつ来るのかと

か、こういう話もあると同時に、なかなか代替

地を見つけてくれないとか、そういうのは我々

も十分わかります。わかりますけれども、決定

して進めていく以上は、何とか総力を挙げて進

めてほしいと思います。

この 3線についても、非常に期待される諫早
市から南に通じる 251号、57号、34号からつ
ながる道路でありますので、しっかりお願いし

たいと思いますし、また諫早市内の動きが大型
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の工業団地、商業団地、そういったものをする

と同時に、地域に交通アクセスの問題が大きく

そこにのしかかってきます。それをするために

は、一日も早く開通していただくことが必要だ

と思いますけれども、そのことをひとつお願い

することと、もう一つ、田結久山線の中で今計

画されている 2キロメートル、幅員が 6メート
ル、それから事業費が 16 億円でありますけれ
ども、ここのところが話を確認すると、歩道が

設置されていないと。ほかのところは、手前も

花ノ木トンネルから下っていって木場の詰め所

の近くまでは歩道がありますけれども、その後、

国道 251に通じるところまでが今、拡幅の 2キ
ロメートル区間。そのところは急傾斜のいろん

なこともありますけれども、6 メートルの幅員
でありますけれども、通学道路等になっていま

すから、歩道設置は何とかならないのですかと

いう話を聞いておりますけれども、そのことの

見直し等について今後お願いをしたいと思いま

すが、その点、道路建設課長、いかがでしょう。

【馬場道路建設課長】一般県道田結久山線の飯

盛工区ということで、全体計画延長 2キロメー
トル、幅員としましては 3メートルの 2車線で
6メートル、それから路肩が 0.75メートルとい
うことで、全幅で 7.5 メートルという計画をし
ているところでございます。ご指摘のとおり、

歩道整備については、現在のところ予定はして

おりません。

現在、2 車線あるけれども、車両の通行に支
障を来しているところであり、また中核工業団

地とか、沿線のそういった計画に伴って交通量

も増加していくといったことから、この工区に

ついて整備を進めたいと思っているところでご

ざいます。

歩道整備につきましては、通学路というふう

なお話もいただいて、数は多くはないと思いま

すが、そういった歩行者もおられるかと思いま

す。そういった方々に対する安全性の確保とい

ったところは考えていきたいと思っているとこ

ろでございますけれども、今の時点としては、

歩道はないような計画をしております。

【八江委員】ないようなことで計画しておられ

るのを、今後、通学道路を含めて、そこの部分

だけ途切れてしまう、ほかはみんな 3線ともに
歩道を設置いただくようなことで進めていただ

いておりますので、その部分だけ、費用等の問

題はもちろん絡んでくるとは思いますけれども、

再度検討いただくよう要望しておきたいと思い

ます。

それから、運動競技場の問題になりますけれ

ども、長崎県立総合運動公園の中にサッカー場、

陸上競技場ができました。我々は競技団体の 1
人として、野球広場というのが広大な芝生で立

派に 4コートできて、その隣のところにありま
したラグビー・サッカー場を移設してテニスコ

ートをつくろうじゃないかということでの要望

が出ておりました。それは市のほうの強い要望

もありましたし、我々は前からお願いしておっ

たことだったんですけれども、市が、予算をつ

けて自分たちがつくるからと。あるいはサッカ

ー場はどこかに出してつくるか。これは久山港

の埋立地のところにサッカー場ができて、来年

の 3月に総合落成をするわけですけれども、現
在、供用しております。そうなりますと、ラグ

ビーは森山地区で盛んにやっています。じゃ、

いつ移るのかなということをいろいろ聞いてい

ると、私たち諫早市選挙区選出の 3名が諫早市
の予算説明をいただくんですけれども、予算は

早く説明をもらっておりました。設計その他の

予算等々含めて、いつ、どのようになっていく
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のかというのを、この際、担当課長としてしっ

かり答弁いただければと思います。

【馬場道路維持課長】諫早の県立総合運動公園

のテニス場の増設のお尋ねでございます。

まず、先ほど委員のお話のとおり、諫早の県

立総合運動公園のテニスコートにつきましては、

利用者が多いということから、諫早市より、増

設の要望をされていたところでございます。今

年の 3月に、諫早市のほうが市の予算でテニス
コートを整備したいというお話がございました

ので、諫早市とテニス場整備に関する覚書を締

結したところでございます。

その内容につきましては、委員からお話があ

ったとおり、現在利用しているサッカー場を廃

止しまして、そこに新たなテニスコートを市が

整備するという内容でございます。また、市が

テニス場を整備することに伴い廃止するサッカ

ー場につきましては、その機能は、8 月に市が
整備しました久山町のスポーツ広場のサッカー

場を充てるということで、そこにつきましては

県民が平等に利用できるものということにして

いるところでございます。

現在の進捗状況につきましては、今年度、諫

早市のほうでテニス場の設計をやっているとこ

ろでございまして、今後は、令和 2年度にテニ
ス場の整備を行って、令和 3年度から供用を開
始する予定としております。

また、テニス場を増設するに当たりまして、

隣接するサッカー場を廃止するということがあ

りますので、来年の 2月定例県議会に、サッカ
ー場の廃止について、長崎県立都市公園条例の

改正議案を提案させていただきたいと思ってい

るところでございます。

【八江委員】 テニス場の予算を調べてみたら、

諫早市のテニス場の整備実施計画として 2,156

万円、テニス場の管理棟ほか設計業務として

1,518 万円、合計 3,674 万円を諫早市として計
上して進めていくと聞いておりますので、もう

市は決めてやっているわけですけれども、ただ、

引き継ぎその他、県がいろんな条例の廃止、そ

の他がいろいろ出た時に、手遅れにならないよ

うにしていかないと、せっかく決めて、移って

しまったけれども、途中、半年、１年あいてし

まったということにならないように。テニスの

人口は非常に多くて、今、県立総合運動公園の

中の最優等生の利用価値を高めている。今度の

計画では、そこが 8面をつくっていただくよう
になっております。前、8 面あったと思います
から 16 面。それでも足らないわけですけれど
も、隣の教務所を買収する計画を以前の都市計

画課長と検討しておりましたが、諫早市の反対

で、その時はできませんでした。諫早市も反対

したんですよ。そして、今頃になって、くれろ

というところもあるんですけれども、それはそ

れで、もう過ぎた話ですけれども、そうなれば

決勝を行うような屋根付き、あるいはプロ選手

等が来てできるようにして、今、諫早市には、

あきやま病院にプロテニスチームができており

ます。練習もここでやっているんです。それで、

大勢の選手がここに出入りができるようになっ

てくると、長崎県大会、九州大会等が開かれる

ようになってきますけれども、もう一つは駐車

場等の問題もありますので、含めて、そこでつ

くっていただけばいいということのみならず、

そういったことの受け皿もしっかりつくってい

ただきたいと思いますけれども、そのことにつ

いて何かご意見があれば、お願いしたいと思い

ます。

【馬場道路維持課長】諫早市のテニスコートの

増設の件ですけれども、屋根付きのということ
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でございますが、市のほうでクラブハウスを整

備すると聞いておりまして、駐車場につきまし

ても、87台が駐車できると聞いております。そ
れをもちまして、県としましても、諫早市の進

めているテニス場の整備に支障を来さないよう

に、連携して手続等をしっかり進めていきたい

と思っております。

【八江委員】テニス場は、県立総合運動公園の

中につくってもらう、つくるのは、諫早市が予

算を出してつくっていただく。そうすると、ど

この所管で、どういうことの運営がなされるの

かと、その管理権等については、県はどのよう

に進められているのか、それを確認したいんで

すけれども、いかがですか。

【馬場道路維持課長】管理運営の件でございま

すが、同じ公園内に県の整備したテニス場と市

が整備したテニス場が併設するということです

が、利用者にとっては不便、戸惑うようになり

ますので、諫早市から県が事務委託を受けて、

既存のテニス場と一体となって県が管理運営す

る予定としております。その辺につきましても、

関係議案が必要となることから、今後、そうい

ったことにつきまして、議会に提案させていた

だきたいと思っております。

【八江委員】 よろしくお願いします。

もろもろ、特に、スポーツのまち諫早、ある

いは長崎県もスポーツを振興しようということ

で、大きな飛躍を狙っている県民の 1人として
は、ぜひひとつ完備をしていただきたいと思い

ますので、お願いをいたしたいと思います。

時間がありませんので、あとは午後からお願

いしたいと思います。以上で私は終わります。

【坂本(浩)委員長】 それでは、午前中の会議は
これにてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま

す。

― 午前１１時４２分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き審査を行います。

議案外所管事務一般について、質疑をよろし

くお願いいたします。

なお、委員１人当たり、一巡 20 分を目安に
質疑応答のほうをよろしくお願いいたします。

【中山委員】若者の県内定着は県の最重要課題

だというふうに考えておりますし、そういう意

味で、土木部、建設業界等、努力していること

は一定評価しますが、さらに一歩踏み込んだ取

組が必要じゃないかという観点で少し質問させ

てもらいます。

総合計画チャレンジ 2020で、平成 30年度の
数値目標の進捗状況で、戦略 6「産業を支える
人材を育て、活かす」、その中で、事業群として

は「建設業における人材の確保・育成に向けた

取組」という形で、その指標が建設技能労働者

の就職件数という形でございまして、平成 26
年度 881 件、これを基準年として、平成 28 年
度が 730 件、平成 29 年度が 729 件、平成 30
年度が 725 件という形で、約 82％という形に
なっているようでございますけれども、平成 27
年度からいろいろ取り組んでいるということで

ありますけれども、数字的には若干減っていま

すよね。取組はしているけれども件数は減った

ということでありますけれども、どのような取

組をしてきているのかというのが 1つと、あわ
せて、目標は 881件でございますが、令和元年
度のこれまでの実績はどういうふうになってい

るのか、まず 2点をお聞きしたいと思います。
【川添建設企画課長】 2点ご質問がありました。
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1 つは、目標値に対して県はどのように取り組
んできたかということと、令和元年度にどのよ

うな数字になっているかというようなご質問で

す。

県としては、881 件、これは新しく入ってく
る技能者の数を目標としたものです。もともと

離職する人が 890名ぐらいいたので、県として
は、新しく入ってくる人たちの数を 881として
設定したところでございます。

そうした中で、技能者ということで、ダイレ

クトに効く方法としましては、我々としては、

教育訓練システムで、まだ建設業界に入ってい

ない人たちに技能者として働いてもらうために

は、資格取得とか、あるいは技術の初歩的なこ

とが必要なので、例えば、鉄筋とか、型枠工、

重機オペレーター等の資格を取るような研修を

続けてきております。これまで約 50 名が県内
に就職していただいているというような状況で

す。

そのほかにも、長期的視点にはなりますが、

「土木の日」の開催や、あるいは中学校、高校

等を訪問して土木の技術の魅力を伝えて、ゆく

ゆくは業界に入ってもらうと、そういったこと

等をやってきております。ほかにも、技能者と

は異なりますが、技術者を育成するようなシス

テムにも新たにトライしたところでございます。

これはハローワークの数字をもとにして試算

はしていますが、令和元年度の数字はまだ出て

おりません。先ほど委員が言われました平成 30
年度の数字でいいますと 725名と、目標値に対
して150名ぐらい少ないというような状況でご
ざいます。

【中山委員】資格のための研修をしたり、学校

あたりにＰＲしたり、新しい人を求めるという

形でありましたけれども、そうすると今の話を

聞くと、881 件というのは、もともとは目標が
高過ぎたんだと、今の取組としては820件程度、
この辺が精いっぱいだというような聞こえ方も

するわけでありますけれども、あくまでもこの

目標 881件を目指して今、取り組んでいるのか
どうか、その辺をもう一度確認してみたいと思

います。

【川添建設企画課長】881件の目標が高かった
のかというご質問でございます。これは平成 26
年度の数字ですけれども、目標を 881件として
おります。その前にさかのぼりますと、4 年前
は 990件ぐらいありまして、そこから下がって
いまして、我々としては、880 件を何とか死守
したいというような気持ちでやってきました。

平成 26年の翌年の平成 27年に 800名まで落ち
込んでおります。90名下がっております。その
後は、平成 28年度、平成 29年度、平成 30年
度と、この数年間はほとんど 730 件、729 件、
725 件と、下げ止まりというか、今後、見通し
がよくわかりませんが、この 3年間ぐらいは落
ちついています。

我々としては、この落ちつくレベルで満足し

ているわけではございません。さっき言ったよ

うな取組に加えまして、入職するだけではなく

て、定着とかも担い手確保には大事だと思って

おります。一回入ってきた方を逃がさない、そ

ういったことも含めて強化して、ここ数年はや

っているというような状況でございます。

【中山委員】 それでは、平成 27年度に 881件
から 800件ぐらいにがくんと減ったと。ここの
要因はどういうふうなことが考えられるのです

か。

【川添建設企画課長】すみません、そこの要因

については、我々のほうでは分析しかねている

ところでございます。
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【中山委員】その辺の分析をしっかりやらない

と、今、881 件を目指すと言うけれども、具体
的な政策もないし、その辺はまずよくよく分析

してください。分析できますか。今後やってい

ただけますか。

【川添建設企画課長】入職者は、高卒から入っ

てくる技能者と一般から入ってくる技能者、そ

の数字をつかんで、我々はこの数字、目標を立

てております。一般のほう等は、基本的にハロ

ーワークの数字からきちんとわかるので、そこ

を引いた高卒者も含めて、そこら辺の数字の出

どころはしっかりつかむことはできますが、出

ていった人の理由をつかむのはわかるんですけ

れども、なぜ入ってこないかというところにつ

いては、正直言って、ちょっと難しいかなと思

っておりますが、一般と高校、どちらが弱いの

か、そういったところの分析等はできるかと思

っております。

【中山委員】 ぜひ、できる範囲の分析をして、

要因をある程度、絞り込まないことには、目標

を掲げているわけですが、対策に向けて取り組

むことがなかなか難しいのかなというふうな感

じがしますので、ぜひその辺は分析をひとつや

ってほしいと思います。

ただ、建設業を取り巻く環境は、かなりよく

なっているんだろうと思うんです。その 1つが、
公共工事建設労務単価等がかなり上がったと聞

いておりますが、この計画した平成 26 年度か
ら、平成 31 年度には、どのような形に単価が
上がっているのか、特に、主要 12 種目、特殊
作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、鉄筋

工、運転手（特殊）、運転手（一般）、型枠工、

大工、左官、交通指導員Ａ、交通指導員Ｂ、こ

の平均でいいですけれども、わかれば教えてく

れますか。

【川添建設企画課長】 最後のほうをもう一回、

すみません。

【中山委員】 12 種目の平均値でいいです。平
成 26 年度からの数字と平成 31 年度の数字と、
その差額ですね。

【川添建設企画課長】 12 職種では、平成 31
年 3月に改定がされております。平均では 5.6％
ということで、全国では 2位の上昇率になって
おります。ただ、単価自体は九州でも下位のほ

うにあります。単価自体は、12職種で申します
と、九州平均が 1万 9,187円に対して、長崎県
は 1万 8,767円というような状況でございます。
【中山委員】 平成 31年度は 1万 8,767円です
よね。私の資料は、基準年の平成 26 年度の 3
月が 1万 4,367円です。この間、4,300円ほど
単価アップされているわけですね。平成 26 年
度から平成 31 年度まで 4,300 円上がって 1万
8,767 円になっているわけです。そうすると、
この単価アップが元請業者と下請業者の賃金に

どのように反映しているのか、そのために、ど

のように指導して、どのような形で検証してい

るのか、その辺を教えてくれますか。

【川添建設企画課長】 委員ご指摘のとおり、

12種の平均ではなくて、例えば、下請等が関係
するので、わかりやすく普通作業員の単価で申

しますと、平成 24 年度の比では、既に 5 割以
上上がっているような状況です。

労務単価というのは、賃金の実態調査が行わ

れて、それがベースで決まるというような仕組

み、これは全国一律で法律上そうなっておりま

す。ここの賃金実態調査には、元請だけではな

くて下請の賃金も反映されているというような

結果なので、我々としては、下請のほうにも賃

金上昇の効果はいっているだろうというふうに

思っております。
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県としては、例えば、総合評価等は下請もた

くさん使うのですが、そういうところでは、設

計単価以上の労務賃金を下請まで含めて支払う

ことを誓約する会社を高く評価したり、下請と

元請が結ぶ契約書は、契約書だけではなくて、

その下請代金の内訳書まで提出させて、今年か

ら、そこには保険料まできちんと含まれている

かどうかもチェックするなど、そういった体制

強化に努めております。

【井上監理課長】監理課では建設業の指導の関

係をやっているものですから、補足で説明させ

ていただきます。

建設業法では、元請、下請企業が対等な立場

で書面による契約を求めるとともに、合意がな

い一方的な請負契約の締結や不当に低い請負代

金を禁止しています。この趣旨に基づきまして、

県のほうでは、建設業法等のセミナーを各地で

開催しております。あとは、国のほうと連携を

して、業者にも立入検査も実施をしているとこ

ろでございまして、今後については、この立入

検査についても回数を増やしていくようなこと

も考えております。

【中山委員】単価アップが賃金にスライドする

というのはなかなか難しいし、十分把握してい

ないような話のように聞こえてきたわけであり

ますけれども、平成 24 年度比で 5 割上がった
という話もさっきされたのでありますから、ピ

ンポイントでもいいと思うけれども、どのよう

な形で賃金に反映しているのか、この辺も今後

ひとつ、もう少し詳しく調査する必要があるの

ではないかと思いますので、ぜひ調査をしてほ

しいと思います。

あわせて、先ほど言ったように、平成 24 年
度からして 5割程度作業員の労賃単価が上がっ
たということでありましたけれども、この 3年

間を見ますと、引き上げ効果が就労者の雇用に

直接結びついていないような感じもするのです

が、その辺については、どのように捉えており

ますか。

【川添建設企画課長】確かに設計労務単価は上

がっております。ただ、例えば、長崎県の賃金

と他県、福岡あるいは東京と比べると、そちら

のほうがかなり高いというような中では、長崎

県の労務費単価は上がったとしても、そういっ

た大都市部のほうに職人さんは流れると。特に、

東京オリンピック等々では、かなりそちらのほ

うに技能者というか、そういった人たちは流れ

ているというような話をいろいろお聞きしてい

るところでございます。そういった意味からい

って、賃金を引き上げても、長崎県の雇用に直

接結びつくというようなところの事象はあらわ

れにくいというような状況にございます。

【中山委員】それでは、単価の引き上げが直接

雇用には結びついていないんじゃないかと、大

変残念でありますけれども、そういうことだろ

うということで今、お話を聞きました。

それでは、もう一つ、単価を上げたことによ

って、企業の経営状況はかなりよくなっている

んじゃないかと実は私は思っているんです。そ

こで、これに直接かかわるかどうかわかりませ

んけれども、建設業における平成 30 年度を起
点とした法人事業税の推移について、わかれば

教えてくれますか。

【井上監理課長】 建設業について、ここ 10年
間の推移を見てみますと、平成 20年度の 15億
円から一旦減少し、平成 24 年度の 7 億 5,000
万円を底として年々増加しております。平成 30
年度で 24億 5,000万円となっております。
【中山委員】この数字を見ますと、先ほど言っ

たように、平成 24 年度が一番底で 7 億 4,000
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万円程度ですね。それからすると、平成 30 年
度は約 3倍以上法人事業税が増えているんです
ね。ただ、これは公共事業だけじゃないという

ことは申し上げておかなければいけないけれど

も、この数字から見ると、実は、かなりいい状

況にあるのではないかと考えておりますので、

今、企業のほうも、ある程度、余裕があるよう

な状況であるし、ただ、言ったように、一般の

働く人、労働者については、賃金の単価の引き

上げが余り影響ないということでありますので、

そうすると、やはりもう一段、業界を含めたこ

こと行政とがもう一回知恵を出して、881 名と
いう目標を掲げておって、150 名ぐらい足らな
いわけでありますから、これについて、ひとつ

強力に、いま一歩踏み込んだ取組が必要だと考

えておりますが、何か具体的な取組が考えられ

ましょうか。

【川添建設企画課長】 業界とは、平成 27年頃
から、産学官連携して協議会を立ち上げており

ます。冒頭申しました技能者の育成システムと

か、技術者の育成教育システム、中学校・高校

向けのＰＲ、こういうものも全てそういった協

議会の中で議論しながら進めてきております。

こうした協議会の場は今日でも活発に動いてい

る状況の中で、今、委員がご指摘されたことも

踏まえまして、さらに連携して建設業界が健全

に発展するような方向性を目指していきたいと

思っております。

【中山委員】 今年、知事が、高校生の県内就職

を高めようということで、年明けてから長崎工

業に講話に行っているわけでありますが、それ

がすぐ効果になったかわかりませんけれども、

長崎工業自体の県内就職率が 58％をちょっと
超えるぐらいあるわけです。そこで、言いたい

のは、この中で建築科というのがあるんです。

これがこれまで 30％台でずっと推移しておっ
たんです。ところが、3 年生の担任の先生が今
年かわって、その担任の先生の取り組む姿勢が

よかったのだろうと思いますが、先般、校長先

生からその担任を紹介していただきまして、そ

の担任からお話を聞くことができましたけれど

も、何と、30％台から 50％台まで引き上げたと
いうようなことが話されまして、それを考えた

時に、建設企画課を中心とした担当者の皆さん

方、それと業界の担当の皆さん方と、もう一回

真摯に、取り組み次第では、もっといい効果が

上げられるんじゃないかと思います。これはあ

くまでもお互いの取り組む姿勢の問題だと思う

んです。

こういう機会に、業界、土木部一体となって、

技能者を確保して、これを活かして長崎県の活

力につなげていく、そういう思いを持って、ぜ

ひひとつ一歩踏み込んだ取組をしてほしいと考

えておりますので、先ほど答弁もありましたけ

れども、再度お尋ねしたいと思います。

【川添建設企画課長】知事も人口減少対策を一

番県政の課題に掲げております。我々も、業界

の今の担い手不足を解消するためにはどうして

いけばいいか、そういうことに対しては、委員

ご指摘のとおり、もう一歩踏み込んだ対策をこ

れからいろいろ考えて講じていきたいと思って

おります。

【藤田土木部技監】建設企画課長に補足して説

明しますけれども、今後、業界と長崎県、それ

と工業高校含めた中で議論をしながら、どうい

うことが不足しているのか、どうやっていくこ

とが求められるのか、そういうものを含めて議

論していきたいと考えております。

【中山委員】 よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
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か。

【西川委員】 同じく、「チャレンジ 2020 平成
30年度の数値目標の進捗状況」の 4ページと 5
ページの両方とも下段のほうで、まず歩道等の

整備延伸率が平成 30年度で 50％ぐらいという
ことで、その遅れの理由が、用地取得ができて

いないということなんですけれども、まずその

状況。そしてまた、中心街なのか、住宅街なの

か、また郊外なのか、そういう地域の状況も、

そういうところがどのような状況のところか教

えていただきたい。

それから、5 ページの下段の耐震化の推進で
すが、最近、佐世保の商店街、中心街で長らく

親しまれたボウリング場が解体されて、もう更

地になっています。それも耐震化に関係があっ

たのか、それとも会社が経営方針転換のために

建て直しを図っているのかがわかりませんけれ

ども、耐震化と関係があったのかと、それから

佐世保の老舗百貨店が建て替えなければならな

いというような話もありましたが、まだ建て替

え切れないとか、そういうことでいろいろうわ

さも立っているのですが、そのような多数の住

民、県民が出入りするようなところの大きな建

物の耐震化がまだできていないところとか、計

画を立てて、これからしようとしているところ

がどんなところがあるのか、固有名詞を使えな

いところは大ざっぱにいいですので、その 2点
をお知らせ願います。

【馬場道路維持課長】歩道の整備が遅れている

ということでございます。ここで言いますと、

目標を 19.7 キロメートルということで設定し
てやっているところでございますが、平成 30
年度末では、約 66％の進捗率でございます。こ
こに記載のとおり、用地取得の遅れでやってい

ますけれども、これにつきましては、特に、市

街地部の建物移転を伴うもの等がかなり多くご

ざいます。そういったことで遅れているという

ことが 1つでございます。それにつきましては、
用地取得、用地交渉に努めて、早期解決が図ら

れるよう努力してまいりたいと思っております。

【三原建築課長】建築物の耐震化について、ご

説明いたします。この資料の 5ページに書かれ
ているところにつきましては、いわゆる耐震診

断が義務付けられた大規模な建築物ということ

で、いろいろ用途とかでも違うんですけれども、

例えば、3 階建ての 5,000 平米以上とかという
ようなものが決まっておりまして、これに該当

しないものにつきましては、それに当たらない

ということでございまして、先ほどのボウリン

グ場につきましては、これに該当していないと

いうことでございます。

それと、もう一つの大店舗につきましては、

該当はしているんですけれども、これにつきま

しては、建築課で所管している分の大規模建築

物の支援事業で行うのではなく、別の補助を使

って行うと聞いております。

【西川委員】 それで、県内、また県北に耐震化

をしなければならない建物がほかにもどれくら

いあるのか、そういうところは把握しています

か。進捗状況も含めて、例えば、計画中である

とか、まだ計画が出ていないとか、県南にとか、

県央、県北に幾らあるとかを、固有名詞を出さ

れないでしょうから、大ざっぱにでもいいです

から。

【三原建築課長】先ほど申しました大規模建築

物につきまして、対象建築物となり得るのは 41
件ございまして、そのうちの 38 件が耐震診断
を行いまして、全て耐震性がなかったというこ

とでございます。その中から、既に 16 件につ
きましては、耐震性を有するように改修してお
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りますので、残りの 22 件については耐震性が
ないわけでございますが、これにつきましては、

現在工事をしているものが 2件ございます。そ
れと、設計を終わっていて、今から工事に入ろ

うというものが 6件ございます。設計中のもの
が 5件ございます。あと、その他として 9件残
っていますけれども、これにつきましては先ほ

どの大規模の店舗のように、別の補助金を使っ

てやったり、あるいは解体して、もうやらない

とか、そういうふうなものになっております。

【西川委員】県北は割方地震が少ないとは思い

ます。そして、長崎県全体的にも、よその県に

比べたら地震が少ないほう、またあっても弱い

ほうと思いますが、できるだけ早く耐震化につ

いての整備をしていただくように、強力にご指

導していただければと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【山口(初)委員】 お尋ねします。
チャレンジ 2020 の関係で、これが設定され

た時の状況が私はよくわかっていませんもので

すから、まずそのことでお尋ねしますが、7 ペ
ージの「生活に密着した道路の整備による道路

ネットワークの拡充」ということで、国県道の

供用延長累計ということになっていまして、平

成 28年度から令和 2年度までに 37.3キロメー
トルということで、各年度にそれぞれ目標値を

設定されてあるわけですが、本当に初歩的な質

問で申しわけないのですが、これはどのような

基準、あるいはどういう根拠、ルール等々で設

定されたのか、お尋ねします。

【馬場道路建設課長】国県道の供用延長累計と

いうことでございますけれども、平成 28 年度
から令和 2年度までの 5カ年の間に事業をやっ
ている箇所の完成した部分の延長を累計してい

くというふうなことでございます。目標につい

ては、この 5年間で 6.1キロメートルの国県道
の部分を新たに供用していくということになっ

ております。平成 30 年度までの目標値が 15.7
キロメートル、実績値としては 16.4キロメート
ルということでございます。ただ、期間を進め

る中で、当初予定していたものが用地が進まな

くて、まだ供用に至っていないものもあれば、

逆に、予定していなかったものが順調に進んで

供用に至ったものというふうなことで、当初設

定したものと入れ替え等はございますけれども、

その累計の延長というようなことでございます。

【山口(初)委員】 ということは、ある一定、今
からやろうとしていることをばあっと並べて、

その累計、今年度、ここと、ここと、ここはこ

れだけいくので、これだけだというようなこと

になっているわけですね。

そうした時に、それぞれ各年度の設定された、

平成 28年度から平成 29年度までの関係で言う
と、6.1 キロメートルが平成 28 年度、平成 29
年度の計画値が 9.2 キロメートルで、3.1 キロ
メートルなんですが、その次は、その差が 16.7
キロメートルと 9.2 キロメートルの関係でいく
と 6.5キロメートル、それが平成 30年度、令和
元年度では、ここが一番大きい差があるんです

けれども、15.7 キロメートルと 29.5 キロメー
トルでの 13.8キロメートル、そして 7.8キロメ
ートルということに年度間の差といいますか、

違いがあるんですけれども、要は、平成 30 年
度、令和元年度は 13.8キロメートル延びている
んですね。その延び代が、今度は逆に 7.8キロ
メートルに減ってしまうわけなんですが、これ

はただ単に単純足し算をしてこうなったのか。

それじゃないんじゃないかと思うんですが、ど

うなんですか。あと予算的なこととか、いろん
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な事情があると思うんですが、その辺を教えて

いただけますか。

【馬場道路建設課長】現在事業中の箇所、平成

28 年度当時の事業中箇所の一覧があるわけで
すけれども、その中にも大規模な事業もあれば、

小規模なものもある、大規模な予算が必要なも

のもあれば、小規模で済むものもあるというふ

うなことで、それぞれに事業を何年度から開始

して、何年度を目標に期間を設定して今、工事

を進めているところでございまして、予算のつ

きぐあいでもかなり前後すると思いますけれど

も、最初ある程度、例えば、平成 30年度には、
ここまで完成させましょうというふうな目標値

を積み上げて目標値を設定しております。それ

と、実際に進めている中で、供用できたり、で

きなかったりというふうなことでいろいろあり

ます。その年度に同じ延長がずっと完成してい

くというようなことではございませんで、大規

模なものがその年にできれば、その年は延長が

長くなりますけれども、そういった事業が少な

ければ短くなってしまうというふうなことで、

ばらつきがございます。

【山口(初)委員】 わかりました。要は、どうも
それぞれの年度で供用開始したものの累計にな

っているみたいですね。だから、今、工事をや

っているところは、ずっと頑張っているんだけ

れども数値には出てこない、そういうことです

ね。そういうことで、207 号線もこの中に早く
組み込んでもらうように、よろしくお願いしま

す。

次に、もう一点お尋ねします。次の 7ページ
の 2 つ目、「交流・物流の拠点となる港湾の整
備」の関係で、クルーズ客船と外航定期航路の

ための施設整備、これも累計となっているんで

す。これは数値が読みにくいんですけれども、

ここに長崎港と厳原港と比田勝港を記載されて

あります。そういうことで、平成 28 年度、1
港目標にして、1港整備が済んだ、平成 29年度
も 1港で、1港済んだ、平成 30年度は 1港で、
2 港済んだ、ただし、ここは長崎港を繰り込ん
でどうということが記述されてあるんですが、

これをずっと足していくと 9港になるんですが、
そういう読み方ではいけないんじゃないかと思

うんですが、ここの表の読み方を教えていただ

けますか。

【平岡港湾課長】委員からご指摘がございまし

た実績値の数の数え方でございますが、これは

対象としておりますのが、長崎港、厳原港、比

田勝港の 3港について書いております。基準年
が平成 26 年度を 0 港といたしまして、比田勝
港が 1 港、平成 27 年に完成しております。平
成 30年に長崎港が完成しているということで、
平成 28年度、平成 29年度は比田勝港の 1とい
う数字をここに挙げさせていただいております。

平成 30 年度について 2 というのは、比田勝港
と長崎港という形で 2港という形の記載をさせ
ていただいているような状況でございます。

【山口(初)委員】ということは、港湾の整備は、
ここで表示しているのは、あくまでも先ほどの

長崎、厳原、比田勝の 3港を記載されているわ
けですね。これからいくと全部で 9つぐらい港
があるように見えてしまうのですが、実態は、

そういう意味なんですね。わかりました。

【宅島委員】 お疲れさまです。

私からは、一般質問でも同僚議員が質問をし

ていたんですけれども、国土強靭化の各基礎自

治体が行う地域計画についてですけれども、現

状で、きちっとでき上がったところ、でき上が

っていないところ、そこの情報を教えていただ

きたいと思います。
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【川添建設企画課長】現在、まだでき上がって

いるところはございません。策定中のところが

13市町です。それと、策定予定が 7と聞いてお
ります。我々としては、何としても次の予算要

求までには、各市町につくっていただきたいと

思っているところでございます。

【宅島委員】 今、建設企画課長は 13市 7町と
言われたけれども、13市 8町あるんですけれど
も、1 町は、つくる気もないということでよろ
しいでしょうか。

【川添建設企画課長】 策定予定、7から 8に訂
正させていただきます。

【宅島委員】今の建設企画課長の答弁のとおり、

必ず年度内に策定をしていただいて、大事な大

事な各地域の公共インフラを整備していきたい

と思います。

それと、国土交通省の発注は大体試験的に始

まっているんですけれども、週休 2日制をとり
なさいというような政策を打ち出しているんで

すけれども、県としては、こういった週休 2日
制の取組をどう考えているのか、教えていただ

ければと思います。

【川添建設企画課長】 週休 2 日モデルという
のは、働き方改革の中で位置付けられていて、

建設工事でも行っているようなところでござい

ます。

本県では平成 27 年度から取り組んでおりま
して、要は、県のほうで工事をある程度、絞り

込みまして、発注者指定あるいは受注者希望と

いうような 2 つのシステムを織りまぜながら、
これまでずっと取り組んでいるところでござい

ます。ただ、発注者指定となると、義務化され

ているので業者さんも取り組まなければいけな

いんですけれども、受注者希望となると、受注

者のほうの状況次第によっては、取り組んだり、

取り組まなかったりしているようなまちまちが

ございます。

そういった中で、建設業の働き方改革はもう

待ったなしというような状況では、将来的には

週休 2日というのを定着させていかないといけ
ません。我々としても、今回、一歩進めまして、

将来、週休 2日の定着化を目指して、9月から、
第 2土日は休むというようなキャンペーンを現
在、業界と一緒にやっております。それは県工

事だけではなくて、国の工事、市町の工事、い

ろんなところも含めて今やっているというよう

な状況でございます。

【宅島委員】 ありがとうございます。

最近の新入社員の動きを見ていますと、例え

ば、5 人その会社に採用されて、きついとか、
休みがないということで、1年以内に 3人ぐら
いがやめていくんですよね。2 人残るんですけ
れども、この 2 人のうち、3 年のうちにもう 1
人やめていったり、結局、5人雇っても 1人し
か残らないというような状況が建設業界で起き

ているということを聞いておりますので、建設

業協会のほうとよく話し合いをされながら、週

休 2日制、また働き方改革を進めていただけれ
ばと思います。

それと、建設技能労働者の育成についてです

けれども、ＮＥＲＣを活用されて、土木部のほ

うできちっとシステムをつくっていただいて、

技術者を育てていくというところに取り組んで

いただいているところでありますけれども、今

年から始まったんでしょうけれども、現在、何

名ぐらいの方が各学校に来られているのか、教

えていただければと思います。

【川添建設企画課長】 技術者という観点から、

今年度から新たに取組をしております。それは

育成ということで、一回企業に入った方を何と
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か定着を図ろうということで、育成を目的にし

ております。現在、一般高校とかから建設会社

に入っておりますので、最初の教育というとこ

ろが非常に重要だということでやっておりまし

て、今年度は、15名予定しておりましたが、希
望があって 17 名という状況で実施していると
ころでございます。

【宅島委員】 ありがとうございます。

今年は、始まったばっかりで 17 名なんでし
ょうけれども、定員というのは何名までとある

んでしょうか。

【川添建設企画課長】先ほど申しましたように、

予定ということでは一応 15 名、それは講師の
負担、あるいはいろんな受講料とかそういうも

のもかかってくるので、それぐらいをめどに今

やっているというような状況でございます。

【宅島委員】 わかりました。

それぞれ各企業が新入の方を採用されて、訓

練に出すというような施設なんですけれども、

企業は、大体平均的にどれくらいを支出されて

人材育成をされているのでしょうか。

【川添建設企画課長】 これは大体 2 カ月間、
缶詰の状態で研修をしております。受講料で約

55万円とっておりまして、その 55万円の大半、
55万円以上なんですけれども、これが厚生労働
省から企業のほうに渡っているというようなこ

とで、受講料プラス、例えば、長崎市内からと

か、あるいは佐世保からの交通費等もこれで十

分補われるのではないかと思っております。た

だ、離島の建設業さんは、どうしても 2カ月間
ホテル等に缶詰となると、宿泊、旅費等につい

て、本土の業者よりも負担が大きいと。県とし

ては、その離島の業者について、例えば、対馬

市から来られる会社に関しては、対馬市さんと

折半をして、半分は県、半分は市というような

ことで出すようなシステムをつくってやってい

るというような状況でございます。

【宅島委員】 ありがとうございます。

ぜひ、せっかく県がそういった施設を復活し

ていただいたので、今までは、廃止をされた後

は、社員を人材育成のために宮崎県まで出して

いて、100 万円ぐらいかかっていたものが、約
55万円ぐらいでおさまるということなので、県
内の建設業者の方も助かると思いますし、どん

どん周知をしていただいて、発展をしていただ

ければと思います。よろしくお願いします。

【饗庭委員】最初に、先ほどから言われている

チャレンジ 2020 の中でお尋ねしたいんですけ
れども、3 ページの県営住宅のバリアフリー化
率なんですが、高齢者や子育て世代、障害者に

優しいまちづくりというところで取り組んでお

られて、やや遅れているということなので、遅

れている理由と、今後、この目標値を 100％に
していかれるんだろうと思うんですけれども、

その 100％は何年までで目指しておられるのか、
お伺いします。

【高屋住宅課長】県営住宅のバリアフリー化率

についてでございますけれども、毎年計画的に、

既存の 5階建ての住宅でエレベーターのないも
のを中心にして事後改善の工事を発注しており

ます。予算上の問題もありまして、毎年 3団地
ぐらいを手がけていっているところでございま

す。結果的に、この数字になっているというよ

うな状況でございます。ただ、エレベーターの

ついていない団地はまだたくさんありますので、

現時点では、100％を目指していつというとこ
ろの目標は立っていないという状況でございま

す。

【饗庭委員】 遅れているという意味ですか。

【高屋住宅課長】わずかな差でございますので、
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ぴったりというわけにはいきませんので、毎年

毎年、1団地で 20戸とかいう単位でやっていき
ますので、若干遅れていると。特にどうして遅

れているということではございません。

【饗庭委員】特にということではないというこ

とですので、今後も、優しいまちづくりとして

100％を目指していただければと思います。
次に、議案説明書の中の 3ページの石木ダム

の推進についてなんですけれども、前回も委員

会でご質問させていただきましたが、なかなか

ずっと平行線であるので歩み寄ることが必要で

はないかというところで、今後もそうやって進

めていくということでございましたけれども、

今回、11月 18日には明渡し期限が来て、そし
て 11月 29日には訴訟の判決が出てというよう
な状況になっております。その中で、「司法の判

断を受け止めていただき、改めて事業に協力し

ていただくよう働きかけ」ということで追加の

資料には書いてありますけれども、こういう状

況の中で、お互い歩み寄っていくことが必要で

あろうと思うんですけれども、こういう結果を

踏まえて、前回、私に歩み寄ると言った時と、

どういうふうな違った形で進めていかれるのか

教えてください。

【松本河川課企画監】石木ダムにつきましては、

9月 19日に、知事と地権者の方が県庁で面会を
行いました。その時には、地権者のお気持ちを

まず聞きたいということで、やっと実現したん

ですけれども、当日、知事のほうからもお話を

お聞きして、こちらの説明も、納得いく説明を、

事業の必要性とか、いろんなそういったことに

関しても説明をしたかったんですけれども、残

念ながら、そういう機会を、お話しするという

ことは十分にできませんでした。

その後、改めて将来についての話し合いの場

を設けるつもりはあるのかということもござい

ましたので、ぜひそういった機会を設けるので

あればやりたいということで、知事のほうも、

改めて 10 月 9 日に手紙を地権者のほうにお渡
ししているところでございます。

そういった中、どうしても反対の地権者の方

というのが、事業自体を白紙撤回、ゼロベース

じゃないとなかなかできないということもおっ

しゃっているような状況でございますけれども、

部長をはじめ、課長等も現地のほうにその後も

出向きまして、何とか話し合いを続けたいとい

うこと、事業の必要性を理解していただけない

かということでお願いをしているところでござ

います。

面会について、今後もずっとまた継続して行

いたいと言っているんですけれども、残念なが

ら、反対の地権者の方のほうからは、まだ返事

が来ていないような状況でございます。

ただし、今後も、我々県としましては、粘り

強く話し合いを続けるということで一生懸命努

力をしていきたいと考えているところでござい

ますので、また地権者にもぜひご理解をいただ

ければと思っている次第でございます。

【饗庭委員】今までもずっとしてきたけれども、

なかなかご理解いただけない状況の中で、今後

も同じ方法ではご理解いただけないのではない

かというふうに思っているんですけれども、そ

のあたりは、判決をもとにされるのかどうなの

かわからないですけれども、何かしら方策を立

てないと、ずっと平行線でいくと、お互い、地

権者は絶対に移動しないと言われているし、県

は一応進めると、推進していくという方向でし

ているのが、なかなかずっと歩み寄っていない、

一歩も歩み寄っていないように感じるんですけ

れども、そのあたりとしては、新たな方策、も
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ちろん地権者の理解を得られるための方策とい

うことだと思うんですが、そのあたりはどうい

うふうにお考えでしょうか。

【松本河川課企画監】 反対されている住民の

方々には、近年、自然災害等が各地で頻発して

いる状況でございますけれども、過去の洪水と

か、川棚町もかなり浸っております。そういっ

た大変な思いをされた方もいらっしゃいますし、

渇水等で本当に大変な思いをされた方もいます

ので、そういった方とか、あと 8割の地権者の
方は土地についてご了解をいただいております。

そういった方の気持ちも我々としては本当に大

事にしなくてはいけないと考えておりまして、

こういったことに関してご理解をいただきたい

と願っているところであり、ダムの計画とか、

あと今後の生活再建に向けたことに対しても、

ぜひ耳を傾けていただけるように、一生懸命

我々は努力していかなければいけないと考えて

おります。

【饗庭委員】なかなか難しいことかと思うんで

すけれども、県にとっては大きな課題かなとい

うふうに思っておりますので、最後に、土木部

長の考えをお聞かせください。

【岩見土木部長】石木ダムは、長年の課題でご

ざいますけれども、ご存じのとおり、佐世保市

の慢性的な水不足、それから川棚川下流の治水

の安全度対策、これらのことを考えますと、必

要不可欠であると考えております。

今、反対されている方々は、自分たちの生ま

れ育った地区にずっと住み続けていきたいと言

われていて、なかなか聞く耳を持っていただけ

ないところもあるんですけれども、ただ、考え

ていただきたいと思っているのは、多くの方が

ご自身の生活上の幸福を求める権利、それは持

っております。そうした中で、過去に洪水被害

あるいは渇水被害に遭われた方々も、同じよう

にやはり安全・安心に暮らしたいという気持ち、

あるいは権利もあるわけでございます。そうし

たところを考えていく時に、これは本当に人間

というのは 1人だけでは生きていけないわけで、
互いに支え合って、助け合いながら生きている

わけですから、その中で、多くの人々のそうい

う困った、どうしようかという気持ちは、「知ら

ないよ」じゃなくて、互いにそこはわかってあ

げながら、社会全体、地域全体をどうしていく

かということについて議論を深めていくことが

大切だと思っております。

反対された方々のご主張というのもあります

が、治水や利水に関する計画上のいろんな疑問

点だとか、あるいはここがおかしいんじゃない

かとか、いろんなことにつきましては、ご存じ

のとおり、訴訟になっておりまして、この間、

高裁判決も出ましたけれども、治水計画も利水

計画も不合理なものでないということで国側が

二審においては勝った、認められたということ

になっておりますが、通常の治水計画、利水計

画をする時の一般的な基準、そういったものに

のっとって、特段、恣意的なものをやっている

わけではございません。代替案につきましても、

さまざまな検討、ダム検証のこともありました

けれども、いろんなことを考えながら、これは

税金を使ってやる公共事業でございますので、

一番経済的、それから技術的にも社会的にも、

これだったら一番受け入れられるんじゃないか

という案が今の石木ダムでございまして、例え

ば、全部河川改修でやればいいんじゃないかと

言われても、下流の方々に、川幅を広げたりす

るために移転していただかないといけない、そ

ういった時にまたコストもかかってきたりしま

す。そういったことも全て検討した結果、ダム
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案が公共の利益、福祉を考える上では最適では

ないかということで、ここは地元の方のぜひと

も協力が必要でございます。

公共事業は協力なしには成り立っていかない

わけでございますので、そこにつきましては本

当に我々も、きちっとそこは生活再建のための

補償はいたしますということで、お話を聞いて

いただけませんか、また受益地、この事業を進

めることによって多くの方々が助かるわけでご

ざいますが、そうした方々のお声や、またそう

した方々、下流のほう、あるいは佐世保市のほ

うからも、土地を譲っていただける方々に対し

ての感謝の気持ちと思い、またそれを含めて、

今、水特法という法律がございまして、受益地

がお金を出して地域振興のために支援をすると

いう制度もございます。そういった将来に向け

ての地域づくり、そういったものを一緒になっ

て考えていきましょうと、いろんなことから対

話を続けていきながら、何とかこの事業、社会

のために、皆さんのためにどうか協力していた

だきたいという気持ちでございます。

ですから、いろんな裁判の結果、ここは客観

的に正しいかどうか、不合理がないかというこ

とですけれども、そういったことも、それから

多くの方々が助かると、そういった声も聞いて

いただきたいですし、それから子どもさん、孫

さんも含めた将来に向けての地域づくり、地域

の活性化のあり方、そういったことについても

話し合いに応じていただきたいということで、

県としては、ここは丁寧に対話を続けていきた

いというふうに考えております。

【中村(和)委員】今、土木部長の言葉を聞いて、
非常に頑張ってくれているな、しかし、もうち

ょっと頑張ってほしいなという気持ちもありま

す。

今回、議会の一般質問でもあっていましたけ

れども、実際の水量、水道使用量とか、そうい

う関連の数字に非常に誤差性が高い。情報がば

らばらなんです。私たち議員としても、やっぱ

り正確なところを知りたい。本当に佐世保市の

今の水がどのくらいなのか、また計画時と今と、

どのくらい数字が違っているのか、そしてまた

将来的にこれは必ずやらなければならない事業

であって、これだけ足りないんだというところ。

実際、工業団地なんかもたくさんつくっていま

すけれども、佐世保市はほとんど水がないから、

それだけの企業が来ないわけでしょう。そうい

うところもあるんじゃないかと私たちは思って

いるんだけれども、その数字の誤差性について、

今回、一般質問の中でも土木部長も大分答弁し

ていたけれども、その数字の問題というのは、

どういうふうに考えていますか。もちろん、県

が出しているのを私たちは正直な数字だと思っ

ているんだけれども、相手方が出している数字

と全く違うじゃないですか。その辺については、

どうなんですか。

【松本河川課企画監】佐世保市の水需要予測に

関してのご質問かと思いますけれども、水道施

設は、事故とか災害等の非常時においても確実

に水道水を給水するということを求められてお

ります。水需要予測というのは、水道施設を整

備するに当たって、施設の能力規模を算定する

ために行うものであって、したがって、非常時

等の対応に備えた施設の能力規模と実際の給水

量の実績を同等に比較するということはできな

いと考えています。

この前の一般質問の時にも質問がございまし

たけれども、平成 28 年の 1 月に佐世保が大寒
波がございまして、この寒波の災害によって水

道管が破裂しまして、当時、10万 7,000トンの
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一日最大給水量を記録いたしております。これ

自体が想定外の災害だったと考えておりまして、

水道施設自体が行政でコントロールできないよ

うな危機に対して一定規模の想定をしなければ

ならないということで、平常時においては、施

設の能力規模を下回るということも当然予測さ

れるということが実際でございます。

【岩見土木部長】数字のことについて、反対さ

れている方が言われているものと起業者、県側

が言われていることといろいろあって、よくわ

からないということなんですけれども、今回、

二審の判決も出ましたし、きちっと、こういう

主張があるけれども、実際はこうですと、この

ように裁判では判断されておりますということ

を県民の皆様にもわかりやすい形で、きちっと

お伝えすることが重要だと考えております。そ

こで、またそのあたりを整理して、わかりやす

い形で結果を広報等でお伝えするようなことを

今、検討しておりますので、そういったことも

通じながら、いろんな方々が、これはなるほど、

確かに県が言っていることというのは、そんな

おかしいことを言っているわけではないですね

ということがわかるように努めていきたいと考

えております。

【中村(和)委員】 県が言っているのはうそでも
何でもないと私は思っているんだけれども、た

だしかし、先ほど土木部長が言われたように、

県民の方、そしてまた他県からの反対者が非常

に多いわけでしょう。そういう方たちにも納得

できるような形でこれはちゃんと説明しないと、

多分、理解を得ることはできないと思うんです。

私が住んでいる諫早市と佐世保市の方たちと、

使う水の量は全然違うと私は思っている。なぜ

かというと、佐世保の人たちというのは、今ま

でずっと水不足を何回も経験しているんですよ

ね。ということは、常日頃から節水の気持ちを

持っていると私は思うんです。だから、以前、

計画段階で、例えば、佐世保市民 1人当たりの
水量はこのくらいを計画していたけれども、そ

の後、いろんな水飢饉があって、その後には、

これだけ減っているんだよというような、私は、

多分そういう数値の差もあるんじゃないかと思

っています。そういうところを吟味していった

時に、実際の今、佐世保の市民の人たちが使う

水量、今の供給できる水量、その対比。

それと、以前、私たちは佐世保の水源地を見

に行きました。私は、佐世保に住んで、あの水

を飲めないと思った。諫早市はほとんど地下水

ですから、きれいな水だからいいんだけれども、

本当に小さい川からも水をとって、何とかして

佐世保の市民に供給しようという体制をとって

いたでしょう。ああいう現状を見れば、私たち

は、ためたダムの水を使って、ちゃんとした水

を供給していただきたいと思うんですよ。そう

いう必要性。これは当然、現状では足りません

よと。

先ほど言われたように、災害があった時も想

定しての水量、これは逆効果だ。災害がなかっ

たら足りるじゃないかと言われたら、それで終

わりじゃないですか。

だから、文言の使い方を上手にやらないと。

本当に納得できるような状態でつくっていかな

いとおかしいと思う。だから、例えば、これだ

けの工業団地のスペースがあるんだけれども企

業が来ない。なぜか。水が足りないんだと。そ

ういうところを訴えて、そうしたら雇用の場と

いうのもつながっていくじゃないですか。

それと、もう一つ私が言いたいのは、今回、

反対者の数は十数名でしょう。でも、それ以前

に県の計画に同意をして、もう移転をしている
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人たちがたくさんいるじゃないですか。私は、

その人たちの気持ちを踏みにじるのは絶対間違

いだと思っている。だから、県とすれば、もち

ろん長崎県内にも他県にも、今、たくさん反対

者がいますよね。だんだん、だんだん大きくな

ってきている。そうした時に、その自分たちの

一番大事な土地を長崎県のために譲ってくれた

方たちに、ぜひ協力をもう少し要請してもらえ

ないか。そうしなければ、反対者の人たちの声

だけどんどん、どんどん届いていって、どうし

ようもないじゃない。賛成者の人たちは、長崎

県のために、佐世保市の水のために大事な土地

を譲ったんですよと、そういうところをもう少

し世間にアピールできるような状態をつくって

いただきたいと私は思うんです。

とにかく、皆さんたちが頑張ってもらうしか

ないのだから、せっかくここまで続けてきた事

業ですから、何とか完成をしなくてはならない

し、佐世保市の発展のためにも絶対水は必要な

んですよ。諫早市が今回、大きな産業団地をつ

くっています。でも、諫早市ももう水はキャパ

がいっぱいなんです。出すことはできないんで

す。だから、工業団地じゃないんですよ。今回、

産業団地の名前になっているんですよ。という

ことは、やっぱり水は一番大事なんです。諫早

市は、今まで水が豊富にあったから、あれだけ

の企業が進出してきているんです。でも、これ

から先は、逆に、水を必要としない企業を選定

しなければならないような状況になっています

からね。逆に、今回 1,000人規模の雇用をする
ソニーなんて、今、自分たちが使う水は自分た

ちで確保しようとしていますよ。それだけの企

業努力をやっているんですよ。

だから、ぜひ今回賛同してくれた方たちの協

力を願って、何らかの形で早期に石木ダムを完

成できるように私は対処していただきたいと思

います。

【浦瀬河川課長】委員ご指摘のとおり、大変な

思いをして土地をお譲りいただきました 8割の
地権者の声、また災害、洪水、渇水で大変な思

いをされた方の声、それとわかりやすい数値を

使って広報活動に努めたいと思います。

また、11月 27日に、県の再評価の対応方針
を決定しましたが、佐世保市にその報告をして

おります。その中で、市のほうも 12 月 4 日に
開催されました石木ダム建設促進特別委員会に

おきまして、水需要予測を含む利水面の事業再

評価を実施するということを表明されています

ので、市のほうも、今の時点でもまた 4万トン
が必要だという再評価を行うと思っています。

そこも含めて、しっかりと広報活動を進めてま

いりたいと思っています。

【中村(和)委員】 その再評価のことについては
私もネットで調べたんだけれども、多分、佐世

保市もこれは真剣な気持ちでやってくれると思

うんです。ただしかし、これが逆効果にならな

いように、先ほど言ったように、数字がひとり

歩きしないように、そのような状況を佐世保市

とよく話をしながらこれは進めていただきたい

と思いますので、ぜひよろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【八江委員】 1つ、今、石木ダムの話などもあ
りましたが、そもそもは、川棚川の河川の氾濫

等もあって事故があったということ。それを考

え、もう一度ここで土木部の皆さん方に関係を

することでお願いしたいのは、今年の台風 17
号から 19号、特に 19号の話は、どういう台風
だったのか、それをもう一度、頭の中をよぎら

せてもらわないと困るなと。他県のことだった
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から、案外するっと通しているんじゃないかな

と思いますけれども、昭和 32 年の諫早の大水
害、それから 57 災の長崎大水害、こういった
ところは時間雨量が100ミリ以上のゲリラ豪雨
といいますか、そういったものが発生をして、

氾濫をして大きな事故があったと。千曲川、相

模川などのああいう有名な川が氾濫をした。そ

れは堤防が決壊したから氾濫をしたんですけれ

ども、その後遺症たるものは、ほかの災害以上

だったでしょう。土石流の搬出から、家屋の清

掃からなんか、ずっと今なお続いているんです

よ。それを我々は昭和 32 年に、ちょうど私が
高校の時だったけれども、やってきました。そ

して、関係する店が開店をしなければいけなか

ったら、親戚が多いから、その 1つだけは 3日
目ぐらいには開店しましたけれども、1 カ月も
2カ月もほったらかしで、しかも、においが、7
月 25 日でしたから真夏でしたけれども、今回
は 10 月だから、少し冷え込んでいるから悪臭
とかはもとよりも少ないと思いますけれども、

日本中の皆さん方が河川の問題で氾濫をしたこ

と、大雨で洪水があったことを、いま一度、し

っかり考えておかなければならないということ

なんですよ。

それを引いてみれば、例えば近いところでは、

武雄市あるいは大町町の水害、これは比べてみ

れば、諫早の水害と全く同じことなんですよ。

武雄川、我々は本明川が流れてくる。本明川、

有明海に注いでいる川が、有明海から大きな満

ち潮が来て、山側に 100ミリ、1,000ミリ降っ
た大雨が途中でぐるっと氾濫をするんですよ。

堤防がもてませんよ。今は各県とも大分丈夫に

なってきた。それは備えあれば憂えなしという

ことにはなるかもわかりませんけれども、長崎

県の河川は大丈夫かなというのを今、長崎県の

土木部の皆さん方も、いま一つ考えておかなけ

ればならない。そういうものの中に、川棚川を

はじめ、それぞれの地域の川の河川改修とか、

護岸改修というのは必要なんですよ。そして、

その上流側には有益なダム事業、あるいはため

池、その他が必要なんです。こういうことを、

長崎県は余り被害がなかったからと思ってはで

きないと。長野県とか、今まで水害が起きてい

ないところが、東北も 2度 3度、本当にかわい
そうですよ。ああいう気持ちになっていただい

た人がいるのかなと思うぐらいですから、それ

を知らずに、いやいやこうだと外野席で言うこ

とは、正直言って、おかしいんじゃないかと言

わざるを得ない状況にあります。

そういうこともあって、長崎県の河川改修、

あるいは今後の対策について、今度の水害を教

訓に、何か新しいものをやろうとか、新しく予

算を確保してこうしようとか、そういったこと

はやっていますか。河川課長、それからあと、

しっかり答弁していただきたい。

【浦瀬河川課長】 まず、今年度の台風 19号の
被害状況なんですけれども、全国で約 140カ所
の堤防が決壊しました。一方で、全国 146のダ
ムで洪水調節を行いまして、今回の台風におき

ましては、ダムの効果とか、調整池の効果とい

うのがクローズアップされています。

その中で、雨の特徴としましては、神奈川県

の箱根で、一部なんですけれども 1,000ミリに
達した、それ以外でも、東日本を中心に、17カ
所で 1日当たり 500ミリ以上の雨量を観測して
いまして、まさに委員言われるように、諫早水

害も同じ規模ぐらいの雨が降ったかと思ってい

ます。そういうことで、どちらかというと 1時
間とかではなくて、6 時間、12 時間、24 時間
とか、そのあたりの雨の規模が非常に大きかっ
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たと思います。

それで、県で考えています対策としましては、

現在、ハード整備、河川改修におきましては、

各々の河川の計画規模、これは河川の重要度に

応じて行っていますけれども、例えば、県北の

日宇川におきましては 100分の 1とか、中島川
におきましては、資産的には町中なんですけれ

ども 100分の 1なんですけれども、長崎水害相
当でということで 200分の 1相当で改修を行っ
ています。

ただ、先ほど言ったような雨というのは、そ

れ以上の雨が降っているところもございまして、

ハード整備だけではなかなか追いつかないとい

うことで、国のほうでも、そのあたりにつきま

して、最大想定される規模の雨量に対しまして

は、ソフト対策ということで、とにかく県民が

逃げ遅れないように、安全に避難できるように

ということで、例えば、浸水想定図とか、ハザ

ードマップの作成をするとか、また県民に河川

の状況をわかってもらうように水位計の設置と

か、新たに来年度以降、カメラの設置とかもや

っていこうと思っています。

一方で、今回の被害を受けまして、国のほう

でも、最近の気象変動を踏まえた治水計画の検

討会というものを進めておりまして、その中で、

中小河川を含めた堤防強化のあり方の方向性と

か、あと洪水調節のあり方を議論されています。

このあたりが今後国のほうで示されますので、

ある程度の大河川については、国のほうもハー

ド整備も、もう少し確率を上げて整備するとか、

そういう話じゃないかと思いますけれども、そ

れについて国の方針が出れば、県のほうもそれ

に合わせて検討していかなければいけないと思

っていますし、またダムの事前放流におきまし

ては、国のほうで今年度、例えば、100 分の 1

の計画の雨に対応してダムをつくっているとし

た時に、今回のように大きな雨が降りますと、

なかなかそれだけでは対応できないということ

もあって、例えば、通常、ダムというのは、多

目的ダムとして、治水容量の下に利水容量を持

っていますけれども、この利水容量を雨が降る

前に事前に放流して、あき容量、要は、容量を

稼ぐことによって、それで計画よりも大きな雨

に対しても洪水調節を確実にやっていこうとい

う動きがございます。直轄のほうがこれで今、

動きがありますけれども、これについても県の

ほうでも、どういうやり方がいいかというのも

検討してまいりたいと思っています。

それと、ハザードマップにつきましても、例

えば、県の周知河川、今、27河川に拡大してハ
ザードマップをつくろうとしていますけれども、

小河川についても、国のほうも見直しをかける

べきだという話もございますので、これについ

ても、なるべく多くの河川について、ハザード

マップ的なものを整備ができないかということ

で、検討してまいりたいと思っています。

【八江委員】災害は地元じゃないとわからない

んですよ。地元であって初めて、諫早であった

こと、長崎であって、そういうところは身近に

感じて体験をしているからわかるんですけれど

も、ニュースでは、それは北海道であっても、

今、世界中どこであっても、その日にわかりま

すけれども、実感としては、やっぱり地元で発

生して、地元の人たちが言うのは、全てが正し

いとは言えなくても、一番大事なことなんです。

こういうことで、こういうことをしてください

というのは、何を根拠にしていくかというのは、

今までの被害等をこうむりながら、それに耐え

に耐えてきておったものが、ようやく何とかし

てくださいという思いもあって、だから他県の
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人が来て他県のことを応援するなとは言わない

けれども、そんなことなんですよ。

それは諫早湾の干拓だって一緒なんですよ。

先ほど諫早のことをちょっと申し上げましたが、

諫早湾干拓の事業は、今度の大雨は、武雄側よ

りも幾らか多良岳側は少なかったかもわかりま

せん。しかし、余り変わらない距離に雨は降っ

ているんです。ところが、流れていったものが

潮受け堤防ができて、海から潮が満ちてこなか

った、ゼロだった。マイナス水位 1 メートル、
それ以上してあった。だから、大きな雨が降っ

てもそこに水だめにためることができたという

こと。

それをそれよりももっと確実にするためには、

上流側に本明川ダムをつくろうと。そして、治

水、利水に対応しようと。先ほど話がありまし

たように、工業用水等、年間通じて水が供給で

きるような体制を整えようという役割もある。

一遍にためるだけの問題じゃないんです。市民

として、県民として年間通じてその水が使える

ように、そして工業団地も含めてですね。そう

いうことをするのが上流側にできる多目的ダム

であり、いろんなものであるということを改め

て認識をしておかなければならないという思い

から、河川改修は大丈夫かなと。だから、暖竹

の問題もずっと言ってきました。

そして、今は 1級河川は諫早の本明川だけで
すよ。あとは 2級河川だから県の管轄なんです
よ。だから、県がしっかり予算を確保できない

からということかもしれませんけれども、もう

少し災害の先を見通しながら、1つ 1つ努力す
るように求めたいと思いますけれども、その点、

ひとつ土木部長に、そのことはやっぱり今年の

水害を教訓にして、諫早大災害、長崎大水害、

それ以外の大きなものに対して長崎県の河川改

修、また水の対策についてを最後にご答弁いた

だきたい。そのことについてをまずお願いして

おきたいと思います。

【岩見土木部長】県民の安全・安心の確保とい

うのは最も重要なことだと思います。今、委員

がおっしゃったように、地元の方々のご苦労と

いいますか、本当に大変な思いをされたと、そ

ういうことを今後また起こしてはならないとい

うことに立って、河川改修、ダムも含めてです

けれども、ハード整備には時間もかかりますが、

しっかりと予算を確保して、安全度を計画的に

高めていく、それからその途中、その途中にお

きましても、ソフト対策として、安全度が今ど

うなのかということをきちっと県民の皆様にも

わかっていただきながら、被害を最小限に抑え

ると、そういう努力を今後もしっかりと続けて

いきたいと考えております。

【八江委員】その点は抜かりのないように、一

遍に何もかもできるということではないかもわ

かりませんけれども、優先順位をつけながら対

応していただく。どこが、どういうふうに氾濫

があるのか、そのあたりが急傾斜等が多い長崎

県ですから、全てここがということは見にくい

かもわかりませんけれども、そういうことはし

ていただきたい。そして、先ほど河川課長が言

ったように、ハザードマップ等々のそういった

データ、あるいはそういうものを利用しながら

先手を打ってやることが必要ではないかと思い

ます。

そこで、今度は道路に一部切り替えますけれ

ども、道路建設をするに当たっても、新設をす

る建設事業、国道、県道、市道についても、水

没をする道路建設は、初めからわかっているも

のはできるだけ避けたほうがいいと。そういう

ことがありますので、これは道路建設課長にお
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尋ねをしますけれども、実は、長野インターの

ところで、地元から私も聞いて後でわかったん

ですけれども、県道が水田地帯の基盤整備した

今の農道と同じ高さまでおろしてもらって、乗

りやすいようにしていただくようなことになっ

ているんじゃないかと思いますけれども、そこ

が二、三百メートルあるところが、ハザードマ

ップでも 2メートル低いんです。私も近くにお
りますから、ずっと長崎水害、諫早水害を見て

きたところに、水没するようなところを丸々見

ておかなければいけないということになる。現

状として、そういうことになっているようであ

りますから、この辺はいろんなことで見直しな

がら対応していただくことが必要かなと、これ

だけをお願いしておかないと、将来にわたって、

我々同じ環境生活委員会に所属しながら、委員

の立場でありながら、それも見抜ききらなかっ

たということではいけないし、また皆さん方に

も、そのあたりを理解してもらうためには発言

をしておかなければならないと思って、あえて

申し上げましたが、箇所その他については、課

長その他がご案内のとおり、振興局のほうに要

望しているようですから、そのことについてご

答弁をいただければと思います。よろしくお願

いをいたします。

【馬場道路建設課長】委員のお話の地元諫早市

の長野自治会から県央振興局に要望がなされた

ということでございますけれども、島原道路の

長野栗面工区におきまして、長野側、島原側の

長野地区におきまして、地域高規格道路そのも

のは地盤より結構高いところを走っていきます

ので、そういった災害、浸水等には強い道路と

して整備を進めているところでございますけれ

ども、今、委員ご指摘の部分については、長野

インターから国道 57 号現道へのタッチ、ある

いは県道へタッチする部分についてのところで、

ハザードマップ上、浸水区域に入っているので

はないかと、そういったところを考えながら整

備をすべきではないかというふうなお話であっ

たと思います。

その要望に対して、我々は、どういった対応

ができるかと。ハザードマップ上、浸水地域を

解消していくということになれば、河川整備で

あるとか、もろもろの対策というふうなことで

ございます。道路だけで対応するということで

はございませんけれども、現状を見ながら、ま

た地域の方々のお声もいただきながら、どうい

ったところが対応できるのか、検討してまいり

たいと思います。

【八江委員】 今のようなお話で、現在、工事中

ですので、それを右から左にどうのこうのとい

うことは私からも申し上げませんけれども、将

来にわたっては、やっぱり避難道路、あるいは

平場からの取り付け道路その他がそこに必ずあ

らわれてくると。そういうところに対処をして

いただくことだけは、ある意味では理解をして

おってもらわないと。そうでない時は、後で将

来にわたってこうこうということもありましょ

うけれども、我々は、どこまでこうしろ、ああ

しろとかいうことも直接は聞いておりませんけ

れども、私の感触、見ている範囲内とかいうこ

とを考えれば、そこに二、三百メートルは低い

道路にしていく部分と、上から高いものが来る

わけですから、横の逃げ道というのか、避けて

通れはしないけれども、一部的なところはでき

ることはできないものでもないと思いますので、

その点を強くお願いをしておきたいんですけれ

ども、先ほどの地元その他等、要望に応えなが

らということで、土木部長、その点はいいです

か。協議は課長さんたちがしてもらわなければ
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いけないけれども、今、いきなりのことでしょ

うから、どうのこうのというのはわかりません

けれども、その辺はちゃんと認識をしていただ

きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

【岩見土木部長】委員からお話のございました

箇所につきましては、現地をよく確認したいと

思っております。周りよりちょっと低いところ

があるということであれば、当然、大雨時には

水が入ってくる可能性はございます。その時に、

どういったルートから水が入ってくるのか、周

りから水が入らないような工夫の仕方があるの

かどうか、また仮にたまった時は、どういった

排水をしたらいいのか、そういったことも含め

て、現地をよく確かめながら、対策について考

えていきたいと考えております。

【八江委員】以前は、諫早湾干拓ができ上がっ

ておりませんでした。現在は、諫早湾干拓がで

き上がって、潮受け堤防ができて、本明川、半

造川、川床川ということにずっと満ちてまいっ

てきておったものが氾濫をした。それが今、潮

受け堤防ができているために、開門しない限り

は潮が上ってくるのはないと思いますけれども、

ただ、低いことは間違いないです。ハザードマ

ップで 2メートル浸水する地域であるから、そ
れだけはしっかり認識をしていただいて、対処

方をお願いしておきたいと思いますけれども、

その点、ひとつ部長、課長、よろしくお願いを

しておきたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

【石本副委員長】 2点ほど確認です。
午前中に中村(和)委員からも意見を出してい

ただきましたけれども、さきの豪雨災害におけ

る松浦地区で2カ所ほど大きな災害が発生して
いますけれども、聞くところによりますと、本

激の大雨の指定は受けているようですけれども、

土木に関しては何ら、いわゆる国の事業の嵩上

げ対象にならないという話を聞いています。先

ほどの激甚災害の指定フローを見せていただい

ているんですけれども、本激の災害基準につい

ては、各市町の標準税収額の5％以上であれば
該当するということで、これは当然、松浦につ

いても該当すると思っておりますが、局激の基

準にしても、3点ほど条件があるんですけれど
も、その中の1つに、標準税収額の2割以上で査
定事業が2.5億円超えるものということにも、松
浦でいえば、標準税額が約33億円に対して、2
割で6.6億円、それに対して今、災害の報告額が
1件が10億円になっているということで確認し
ているんですけれども、そうすれば局激の基準

にも該当してくるのではないかという思いがし

ていますが、そこのところを確認をお願いしま

す。

【浦瀬河川課長】委員言われますとおり、今の

査定見込み額でいきますと該当するんだと思い

ます。

【石本副委員長】 そうした場合に、2割ほど国
の事業費の嵩上げが出てくると聞いているんで

すけれども、この表を見ますと、最終的には年

度末に局激指定されるとなっているようですけ

れども、そうすれば、まだ可能性は残っている

ということで判断していいのですか。

【浦瀬河川課長】そういうふうに理解しており

ます。

【石本副委員長】ぜひ、局激に該当する方向で、

市のほうにも十分査定については指導をしてい

ただければと思っています。

それからもう一点、今度の被害の関係で、今

回の補正予算でも金額が上がっていますけれど

も、この金額についても、1つ心配なのは、今、
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補正で上げている金額よりも膨らむ可能性があ

るという話も聞いているんです。そこら辺の対

応については、どういうふうにお考えですか。

【浦瀬河川課長】今回、災害の補正で上げてい

ますけれども、災害費は単年度で要求しない場

合もございますので、今の要求額内で査定の決

定額はおさまるものだと思っております。

【石本副委員長】もう一点、これも松浦の関係

なんですけれども、この前、市のほうからも要

望を上げているのですが、御厨地区の港湾の埋

め立て、いわゆる緑地整備事業なんですけれど

も、県としての事業化の決定はなされたように

聞いているんですけれども、今年度、そして2
年度以降、具体的にどのような対応がなされる

のか、確認をしたいと思います。

【平岡港湾課長】委員からお話しございました

松浦の御厨地区の緑地整備の話でございますが、

来年度から新規事業化をするように考えており

まして、来年度予算の要求を開始します。来年

は、測量設計を行いまして、あと予算関係次第

ではございますけれども、Ｒ6年度、事業完了
を予定して進めていきたいと考えております。

【石本副委員長】ありがとうございます。これ

までも20年ほど経過していますので、できるだ
け速やかな事業着手になるように、ぜひともお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。

委員長を交代します。

【石本副委員長】 坂本(浩)委員長、発言をどう
ぞ。

【坂本(浩)委員長】最後に 3点ほどお尋ねいた
します。

1 つは、令和元年度の事務事業の評価結果に
ついてということで、チャレンジ 2020 の各事

業群ごとにそれぞれありました。5 ページの子
育て応援住宅支援事業、今年度から始まって、

恐らく、3 年ぐらいの計画スパンだろうと思い
ますけれども、今回、事業見直し区分、改善と

いうことで、今年度の実績について、地域にお

ける実情、あるいは 3世代、多子世帯それぞれ
におけるニーズを分析し、補助件数の増加に向

けてさらなる制度構築を図りたいというふうな

ことのようでありますけれども、具体的に、現

段階のこの補助件数というのが、多分、総額

2,000万円で年間 100件予定していたと思いま
すけれども、そのうち、今どれぐらいいってい

るのか、それをさらに増加するために、具体的

にどういう制度構築を図ろうとしているのか、

そこら辺について教えてください。

【高屋住宅課長】子育て応援住宅支援事業につ

いてお尋ねでございます。今年度予算件数 100
件でございますけれども、現時点で 62 件の申
し込みがあっております。内訳としまして、従

来からあります 3世代同居・近居事業について
の申し込みが 54 件で、多子世帯についての申
し込みが 8件ということで、今年度から新たに
始めました多子世帯についての申し込みがまだ

まだ少ないという状況になっております。1 つ
の原因としましては、この対象となる世帯を決

める時に、予算編成時期ぎりぎりになってしま

いまして、まだ市町の対応が十分でないという

状況があります。今年度中に、まだ多子世帯に

取り組んでいない市町に対して、来年度から取

り組んでいただけるようにお願いをして回って

おりますので、来年度からは、多子世帯のほう

の対象者も充実させるような形で考えておりま

す。

【坂本(浩)委員長】 多子世帯の場合は取り組ん
でいる市町が少ないということで、先ほど内訳
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が報告があったとおりなんですけれども、それ

だけで多子世帯が増えるのかなという気がして

いて、多子世帯の場合は、たしか中古住宅を取

得する時に伴って改修する場合のリフォームの

補助というふうなことなんですけれども、それ

について少し制度を変えようとかいう考えは今

のところはないという理解でよろしいのでしょ

うか。

【高屋住宅課長】多子世帯については、一番大

どころの長崎市がまだ今年度、取り組んでなか

ったところでございますので、来年度以降、取

り組む予定でございますので、そのあたりの状

況を見ながら、また改善を検討していきたいと

いうことで考えております。

【坂本(浩)委員長】 来年度の年度が始まって状
況を見て改善ということになると、またさらに

1年遅れということで、前回の 3年間の 3世代
の時もそうだったんですけれども、結果的に、

最終年度には、まあまあそこそこいったんです

けれども、初年度それから次の年というのは非

常によくないんですよね。せっかく予算をつけ

てしているのに、市町がうまくそれを理解して

なくて取り組めていないというふうな状況であ

りますから、市町の取組だけではなくて、制度

の内容も早目に検討してもらって、年度が始ま

る時には、もう市町もその分をきっちり理解し

た上で、例えば、長崎市がやる場合には、そう

いうものに、少し拡充をしたものでやるとかい

うふうに、ぜひ早目の取組をお願い申し上げま

す。

次に、部長説明資料の 5ページ、ＪＲ長崎本
線の連続立体交差事業です。これによりますと、

新しい高架の線路に切り替わって、長崎駅、浦

上駅の新駅が開業するというのが来年の 3 月、
それから再来年の令和 3年度の事業完了という

ことで、その 1年間のタイムラグの間というの
は、どういうふうなことになるのか、少し具体

的に説明していただければと思います。

【植村都市政策課長】ＪＲ長崎本線連続立体交

差事業の今後の事業スケジュールでございます

が、部長説明資料に書いておりますように、令

和 2年 3月、これから 3カ月ほど後のことでご
ざいますが、その時期には、現在工事しており

ます高架の線路と新しい駅舎が完成をいたしま

して、そちらのほうに運行が切り替わります。

ただ、その後、現在の長崎駅関連の鉄道施設、

それと高架工事の期間中のために設置をしてお

ります仮の線路、これらの撤去をいたしまして、

その後に道路等の整備を行うという工事が残っ

ておりますので、事業全体の完了としましては、

令和 3年度まで必要となるということでござい
ます。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。
それで、この高架線路への切り替えによって

交通渋滞あるいは踏切事故の危険性が解消をさ

れというふうなことも書かれておりますけれど

も、仮線の撤去、その後の側道の整備というこ

とで、側道の整備をすることによって、そうい

う交通渋滞の緩和にさらにつながるという認識

はありますでしょうか。

【植村都市政策課長】側道の整備は、ＪＲの線

路に沿った方向に行う計画でございまして、も

ともと市道があったところですとか、あるいは

道路もなかったところに仮線路をつくって、そ

の仮線路を撤去した後に側道として整備をする

わけですが、以前、市道があったところにつき

ましては、そこに車が通っていたということが

ございます。それが今、別の道路に迂回して通

っているような状況もございますので、そうい

ったところについては、片側 1車線の小さな側
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道ではございますが、それができることによっ

て、南北方向の交通が分散するという効果は、

わずかながらではありますけれども、あるのか

なと思います。

こちらの資料に書いております交通渋滞の緩

和というのは、主に、東西方向、線路と交差す

る方向の交通が、今、踏切 4 カ所で合計 2 万
2,000 台ぐらいの交通量がありますが、これが
短いところで 1日に 4時間、長いところでは 8
時間踏切が遮断して、それが渋滞の原因になっ

ておりますので、その踏切遮断がゼロになると

いうことで、東西方向については、劇的に交通

渋滞の緩和につながるものと考えております。

【坂本(浩)委員長】 この交通渋滞というのは東
西のことだろうというふうに思っております。

それで、問題は、高架線に切り替わっても、

私は家が浦上川がある西側のほうですから、よ

くわかるんですけれども、茂里町から梁川橋ま

でのあの道路、それから北郵便局から竹岩橋ま

でのあの道路、結構混むんですよね。これはも

ちろん踏切があるということも 1つの要素だろ
うと思うんですけれども、朝はそうでもないん

ですけれども、特に夕方、これは土曜日曜も含

めて非常に多いんですよ。それからすると、こ

こに書かれている交通渋滞が解消されるという

ところまでいくのかなというふうな危惧を感じ

ていまして、踏切が解消された後も、何らかの

対策、要するに、浦上川を渡ったところの橋と、

それに伴う交差点、多分そこがネックになって

いるんじゃないかと思っているものですから、

そこは都市計画の範囲じゃないのかなと思いま

すけれども、そういう認識があって、さらにこ

の道の交通渋滞の解消に向けて、何らかの対策

を考えられているかどうか、それをお聞かせく

ださい。

【植村都市政策課長】委員長ご指摘の北郵便局

から竹岩橋の間とか、茂里町から梁川公園前の

間、東西方向の幹線道路の渋滞が踏切の除去だ

けでは解消できないのではないかというご指摘

でございます。これらにつきましては私どもも、

踏切を除去するだけで完全に解消することには

至らないだろうと思っております。今後、私ど

ものほうで、県庁の前から原爆病院の前まで続

いております都市計画道路浦上川線、これを時

津のほうまで延伸をする南北幹線道路の計画に

ついても現在進めておりますので、高架化完了

後の交通の流れ等も見ながら、そういった将来

の道路計画を検討する中において、県だけでは

なく市のほうとも連携をして、対策を考えてい

きたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 地元の皆さんからも、高架
線になって大丈夫かというふうな話も来ており

ますので、南北幹線道路につながるこの道のと

ころで何とかというふうな話でありますけれど

も、しばらく時間がかかりそうでありますが、

ぜひ工事を進めていただきたいと思います。

それから、最後になりますけれども、これは

部長説明資料の追加 1で、令和 2年度の重点施
策ということで、土木部の 4つの柱ということ
で書いています。基本的に、この 4つの柱で頑
張っていただきたいと思っているんですけれど

も、土木部長が国土交通省でありますのでお伺

いしたいんですけれども、今年の 7月に、国土
交通省でグリーンインフラ推進戦略というのが

公表されています。今回のこの令和 2年度の重
点施策ないしはまち・ひと・しごと創生総合戦

略、それから来年度に策定準備になるんですか、

チャレンジ 2020、こういうところにグリーンイ
ンフラというのが、具体的にはなかなかまだ 7
月に戦略がまとまって公表されたばかりですか
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ら。そういうものが今後入っていくのかどうか、

そこら辺についてはどう認識されているのかと

思って、お伺いいたします。

【岩見土木部長】グリーンインフラというのは、

アメリカ等で盛んに議論されているものでござ

いますが、概念が非常に広うございます。です

から、幅広く捉えていくことも必要かなと考え

ておりますが、当然ながら、土木部では、社会

資本整備、いわゆるインフラ整備を行っており

ます。それらにつきましては、県民の安全・安

心や活性化、活力等には必要なものでございま

すが、ただ、やはり自然に手を加えるというこ

とでございまして、自然の持っている環境的な

よさ、いわゆるグリーン、森や山、土地、水、

そういったものと調和を図っていく必要がある

と考えております。そうしたことから、多自然、

自然に優しいとか、あるいは自然の本来持って

いる機能も大切にしながら、うまく調和を図り

ながらやっていく必要があろうと思っています。

そういう意味では、グリーンインフラという考

え方というのは非常に重要だと思っております

し、その点は、インフラを整備していく中でも、

調和を図りながらやっていく必要があろうかと

思っております。

ただ、グリーンインフラというのが何を指す

かにもよりますけれども、それだけで我々人間

の社会活動、先ほど来、例えば、台風による激

甚災害の話があっておりますが、そういった自

然の猛威に対しても、どこまで被害を軽減でき

るかということを考えますと、グリーンインフ

ラだけではやはり限界もあります。ですから、

先ほどから申し上げていますとおり、そこはう

まく調和をしながら、ハードでやらなければい

けないところはきちっとやりながら、ただ、表

面的には緑化をするとか、景観にも配慮したや

り方とか、いろんな工夫をしながら考えていく

ことが大事だと思っております。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。私は、別に
ダムを否定しているわけではございません。念

のためです。

このグリーンインフラというのは、私もたま

たま目にして、それで監理課の皆さんに資料を

取り寄せていただいて、まだこの推進施策を読

んだだけですけれども、先ほど来あっている災

害関係で、私も長崎大水害を経験しています。

車も浸って動かなくなって、茂里町の交差点で

立ち往生して、命からがら先ほど言った梁川橋

に逃げて、車の中に入った水を、昔はドレンボ

ルトがありましたから、どんと抜いて、冷や汗

をかいたことがあるんです。父親も一晩帰って

きませんでした。非常に恐怖におののいたこと

を本当に覚えているんですけれども、もちろん

きちんとハードの整備というのをしなければな

らない、これはダムを含めてしなければならな

いと思っているんですけれども、ただ、グリー

ンインフラの考え方が、これまでグリーンとい

うイメージでいけば、環境に配慮する、あるい

は環境負荷を軽減するとか、そういう消極的な

対応を超えて、緑、水、土、生物などの自然環

境が持つ自律的回復力をはじめとする多様な機

能を積極的に活かして環境と共生した社会資本

整備や土地利用、開発を進めるというふうな意

味を持っているんだということが書かれており

ます。

まだまだ日本では本当に一部の事例だけにと

どまっているというふうなことで、本来、これ

は平成 27 年にまとめられておりますから、も
う少し広がってもよかったんでしょうけれども、

土木部長が言われたように、概念が非常に広過

ぎて、各地方自治体含めた具体的な取組が広が
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っていないんじゃないかと思いますけれども、

現時点で、一部の個別事業にとどまっていると

いうふうなことで、この一部の先進事例にとど

まっているグリーンインフラの取組を全般的な

取組にしていこうということで、昨年の 12 月
から、有識者からなるグリーンインフラ懇談会

が開催をされて、今回の推進戦略としてまとめ

られたということです。

この推進戦略についても、今年の 6月、政府
が決定した、まち・ひと・しごと創生基本方針

2019、あるいは今年の 6月 11日に決定された
国土強靭化年次計画 2019、ここにも一定記載さ
れているというふうなことも載っておりますの

で、今後の長崎県の土木行政、特に、社会的イ

ンフラを進めていくに当たって、このグリーン

インフラの理念をぜひ取り入れていっていただ

きたいと思っているわけです。

それで、先ほど、石木ダムの問題がありまし

た。私はくどくどは言いませんけれども、やっ

ぱりどうしてもこのまま平行線のまま、場合に

よっては行政代執行につながっていくのではな

いかというふうなことを私は非常に危惧してい

るんです。それで、今、なかなか埋まらないこ

の平行線、地権者の皆さんが、先ほど土木部長

がちょっと言われました、なかなか聞く耳を持

っていただけないと。そのことは私も前回の議

会で、あの 1982 年の強制測量だとか、あるい
はこうしたことにつながる、いわゆる事業認定

をした、そのことが今回の裁判にもつながって

いるわけですから、これで本来なら埋まらなけ

ればいけない溝がどんどん、どんどん深まって

いったというふうなことじゃないかと私は認識

をしているんです。

それで、先ほど、中村(和)委員からも出され
ましたけれども、やっぱり数字の問題含めて、

もう少し冷静に、皆さんがわかるようにしても

らいたいと私はずっと思っていたものですから、

例えば、何年か前に市民団体の皆さん方が署名

をして、公開の場でそういう討論会をしてほし

いとかいう要望もあったじゃないですか。今、

地権者の皆様方の心を少しおさめるという意味

じゃないですけれども、県も少し歩み寄りまし

たよというふうなことをどこかで何らかの形で

示さないと、話し合いということはできないん

じゃないかと思っているんです。ですから、そ

ういう場を持つとか、先ほど、饗庭委員からも

ありましたように、これまで現地訪問したりと

かいうのは、全てこの流れの中でつくるという

前提での将来的な皆さん方の移転した後の補償

はどうしますかという話ですから、とてもそれ

じゃ、お互いに歩み寄ることができないという

ふうに私は思っているものですから、そういう

ことを含めてぜひお願いしたいと思っておりま

す。答弁がありましたら、よろしくお願いいた

します。

【浦瀬河川課長】まず、グリーンインフラの私

の考えをここで説明させていただきたいと思っ

ています。グリーンインフラという言い方では

ありませんけれども、民主党政権のダム検証の

時に、治水対策メニューとしまして、水田や森

林等の保全というメニューもございました。こ

れがまさにグリーンインフラに関する分だと思

っていまして、ちなみに、雨が降ると、初期の

段階では、森に水が浸透して、そこでダムの効

果というのを発揮します。ただ、それが幾らま

での雨に対してかといいますと、長崎県の急峻

な地形によりますと、大体 100ミリぐらいにつ
いては、それでダムの効果が半分ぐらいあるだ

ろうということを推測しています。これについ

ては今までの河川の洪水後の流量とか、検証す
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る中で検討しまして、そういう数字を使わせて

もらっています。ということで、グリーンイン

フラにつきましては、県内の河川計画におきま

しては、森林とか水田の効果については、流出

の算定モデルの中に組み込んでいると認識して

います。

それと、先ほどの公開討論会につきましては、

これまでの長い経緯がございまして、公開討論

会というのは今の段階でやるべきものではない

と思っていますけれども、地元にお住まいの 13
世帯の住民の皆様には、ダム計画含めて、そこ

については何とかご理解もいただきたいので、

そこについては説明をしたいということで思っ

ております。そこについては、何とか話し合い

ができればと思っております。

【坂本(浩)委員長】 わかりました。私はグリー
ンインフラが全てだとは言っておりません。先

ほど河川課長も言われた、あくまでもハード面

とソフト面、そういう組み合わせが非常に大事

なんですよ。だから、その組み合わせをした経

過が、例えば、石木ダムでいえば、反対地権者

の皆さん方になかなか伝わっていない。皆さん

方は言っていると思うけれども、それが伝わっ

ていないんですよ。だから、例えば、今度の福

岡高裁でも判決出ましたけれども、そこには今

回のこの治水の問題、利水の問題で効果が薄い

んじゃないかというふうに指摘した専門家の皆

さんは証人として呼ばれていないですものね。

だから、そういうものを含めて、どういう内容

かは別にして、公開の場で討論して、県税を使

うわけですから、そういうものを県民の皆さん

に本当にわかりやすくできる場というのは、県

のほうからぜひ歩み寄って、つくっていただき

たいということを最後にご要望として申し上げ

まして、終わります。

【石本副委員長】 委員長を交代します。

【坂本(浩)委員長】ほかに、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに意見がないようです
ので、土木部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３２分 休憩 ―

― 午後 ３時３２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、環境部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時３３分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１１日

自   午前１０時 １分

至   午後 ４時 １分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 坂本  浩 君

副委員長（副会長） 石本 政弘 君

委 員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

環 境 部 長 宮﨑 浩善 君

環 境 部 次 長
兼廃棄物対策課長

重野  哲 君

環境 政策課 長 本多 敏博 君

地域 環境課 長 吉原 直樹 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

自 然 環 境 課 長 立田理一郎 君

県民 生活部 長 木山 勝己 君

県民生活部次長

兼 県 民 協 働 課 長
吉野ゆき子 君

男女参画・女性
活躍推進室長

有吉佳代子 君

人権・同和対策課長 丸田 哲久 君

交通・地域安全課長 宮﨑 秀樹 君

統 計 課 長 笠山 浩昭 君

生活 衛生課 長 嘉村 敏徳 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開議 ―

【坂本(浩)委員長】 それでは、環境生活委員会
及び分科会を再開いたします。

これより環境部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

環境部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【宮﨑環境部長】 おはようございます。

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の環境部の1ページをお開きください。
環境部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第121号議案
「令和元年度長崎県流域下水道特別会計補正予

算（第1号）」、第123号議案「令和元年度長崎
県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分、第124号議案「令和元年度長崎県流域下水
道特別会計補正予算（第2号）」の4件でありま
す。

はじめに、第119号議案「令和元年度長崎県
一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分
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につきましては、歳出予算額は記載のとおりで

あり、内容は職員給与関係既定予算の過不足の

調整に要する経費であります。

次に、第121号議案「令和元年度長崎県流域
下水道特別会計補正予算（第1号）」につきま
しては、歳入・歳出予算額は1ページ下段から2
ページ上段に記載のとおりであり、内容は職員

給与関係既定予算の過不足の調整に要する経費

であります。

次に、第123号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第5号）」のうち関係部分、及
び第124号議案「令和元年度長崎県流域下水道
特別会計補正予算（第2号）」につきましては、
歳入・歳出予算額は記載のとおりであり、内容

は職員の給与改定に要する経費であります。

以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分、第121号議案、
第123号議案のうち関係部分及び第124号議案
については、原案のとおりそれぞれ可決するこ

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって予算議案は、原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。

【坂本(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

環境部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明及び提

出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、所

管事項についての質問を行います。

まず、環境部長より所管事項説明をお願いい

たします。

【宮﨑環境部長】環境生活委員会関係議案説明

資料、環境部の1ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

資料の2ページをお開きください。
海岸漂着物等対策の推進について。

本県では、国の地域環境保全対策費補助金（海

岸漂着物等地域対策推進事業）を活用し、海岸

漂着物等の回収・処理を行うとともに、啓発や

関係者相互の交流等による発生抑制対策に取り

組んでいるところでございます。

今年度は、Ｇ20大阪サミットにおける「2050
年までに海洋プラスチックによる追加的な汚染

をゼロにまで削減する」との宣言も踏まえ、日

韓の高校生、大学生及びＮＰＯ団体など約150
名の参加のもと、離島3市1町との連携による
「海ごみ交流事業」を10月5日及び6日の2日間、
新上五島町において開催し、海岸での漂着ごみ

の清掃活動、海ごみ問題に関するワークショッ

プなどにより、日韓の取組と現状認識を共有し、

海ごみ問題に関する意識を高めるとともに相互
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交流を図りました。

今後とも、市町、民間団体及び地域住民の皆

様と一体となって、海岸漂着物等対策を積極的

に推進してまいります。

このほかご報告いたしますのは、地球温暖化

対策の推進について、大村湾南部流域下水道の

高度処理化について、産業廃棄物税について、

国立公園雲仙の活性化に向けた取組について、

ジオパークについて、生物多様性保全の推進と

環境影響評価について、長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の数値目標の進捗状況について、事務
事業評価及び研究事業評価の実施について、地

方創生の推進についてであり、内容は記載のと

おりであります。

また、別冊で配付しております環境生活委員

会関係議案説明資料（追加1）環境部の1ページ
をご覧ください。

令和2年度の重点施策。
令和2年度の予算編成に向けて「長崎県重点

戦略（素案）」を策定いたしました。これは、

長崎県総合計画チャレンジ2020に掲げる目標
の実現に向けて、令和2年度に重点的に取り組
もうとする施策について、新規事業を中心にお

示ししたものであります。

このうち、環境部の予算編成における基本方

針及び主要事業についてご説明いたします。

令和2年度は、未来につながる環境にやさし
い長崎県を目指して、「長崎県環境基本計画」

に掲げる4つの基本施策に沿った環境保全対策
等に引き続き取り組むとともに、環境と経済成

長の好循環や地域課題の解決につながるよう努

めてまいります。

この基本施策ごとの主な取組内容につきまし

ては、1ページに記載のとおりであります。
これらの事業につきまして、県議会からのご

意見などを十分に踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。

以上で環境部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)委員長】 次に、廃棄物対策課長より
補足説明の申し出があっておりますので、これ

を受けることといたします。

【重野次長兼廃棄物対策課長】環境生活委員会

関係議案説明資料の2ページに記載しておりま
す産業廃棄物税についてご説明させていただき

ます。

事前にお配りしております、右上に「補足説

明資料1 税務課 廃棄物対策課」と記載した資

料をご覧ください。

本県の産業廃棄物税については、長崎県産業

廃棄物税条例において、5年を目途とした一定
の期間ごとに、社会経済情勢の推移及び条例の

施行状況を踏まえ検証を行い、必要な措置を講

ずることとされております。

平成26年度に検証を行ってから5年経過とな
る今年度、検証を実施し、九州各県と同様に税

を継続することとしておりますが、循環型社会

のさらなる推進を図るため、課税免除の特例制

度の改正を行うこととしております。

それでは、経過を含めご説明いたします。

まず、産業廃棄物税については、循環型社会

の構築へ向け、企業の廃棄物発生抑制、排出量

削減、リサイクル促進の動機づけを図ること及

び地球温暖化対策、廃棄物排出量削減、リサイ

クル対策等の環境保全対策経費の財源の確保を

図ることを目的として、平成17年4月から九州
各県で一斉に導入しております。

税率につきましては、焼却施設への搬入の際
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に、産業廃棄物を排出する事業者が1トン当た
り800円、最終処分場への搬入の際には、直接
持ち込む排出事業者、または焼却処理などを行

った中間処理業者が1トン当たり1,000円を処
理手数料とともに各処理事業者に預け、処理事

業者が特別徴収義務者として県に納めることと

なっております。

この産業廃棄物税の効果につきましては、税

導入前と税導入後を図示しておりますとおり、

排出量全体では19万6,000トンを削減すること
ができており、また、再生利用や中間処理によ

る減量化の結果、埋め立てられることとなる最

終処分量も26万9,000トンを削減することがで
きております。

裏面をご覧ください。

産業廃棄物税の税収の推移をグラフ化してお

ります。

焼却及び最終処分にかかる税収がいずれも減

少傾向にあり、合計を見ると、税を導入した平

成17年度に約1億5,000万円あった税収が、平成
30年度は約6,300万円となっております。
うち、焼却施設につきましては、熱回収等の

再資源化を図る施設への搬入は課税が免除され

ており、平成17年度当時40.7％だった免除施設
への搬入率が、平成30年度は91.6％となってお
り、税導入による再資源化等の推進が図られて

いると認識しております。

次に、最終処分場につきましては、平成17年
度当時に約12万トンあった搬入が、平成30年度
は5万3,000トンと大きく減少傾向にあり、産業
廃棄物を排出しない取組や、減量化や再資源化

を図る施設への搬入が増加し、埋立て処分が減

少していることがうかがえます。

3ページをご覧ください。
産業廃棄物事業者の意識をアンケートにより

お聞きした結果を記載しております。

税の導入に伴う取組の変化としては、排出抑

制またはリサイクルのいずれかの取組をしてい

る事業者は8割を超えており、その結果が税収
の減少につながっているものとうかがえます。

また、税導入の影響につきましては、「社員

の意識改革につながった」との回答が36.9％、
「処理コスト削減につながった」との回答が

21.4％など肯定する意見が多く占めております。
4ページをご覧ください。
このようなことを踏まえ、産業廃棄物税につ

きましては今後も継続することとしており、排

出量削減とともにリサイクル等の促進、適正処

理の推進を図ることとしており、また、循環型

社会の推進に資する熱エネルギーの有効利用に

ついて、下の図に示すとおり見直しを行い、循

環型社会づくりを進めていくこととしておりま

す。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】 次に、提出のありました政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料について、説明をお願いいたします。

【本多環境政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしました環境部関係の資料についてご説

明をいたします。

なお、今回の報告対象期間は、本年9月から
10月までに実施したものとなっております。
初めに、資料1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況についてでござい

ますが、1ページに記載のとおり3件となってお
ります。なお、一般競争入札の2件につきまし
ては、2ページ以降に入札結果一覧表を添付し
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ておりますので、ご覧いただきたいと思います。

次に、資料4ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきましては、佐々町からのごみ処理の確保

に対する県の支援についての要望1件であり、
それに対する県の対応につきましては資料4ペ
ージに記載のとおりでございます。

次に、資料5ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございます。上段

に記載の附属機関につきましては、長崎県環境

審議会環境影響評価条例対象事業検討部会を2
回、環境影響評価審査会を1回開催しておりま
す。また、下段に記載の私的諮問機関等につき

ましては、長崎県海岸漂着物対策推進協議会を

1回開催しております。その内容につきまして
は、資料6ページ以降に記載のとおりでござい
ます。

次に、別紙としてお配りしている資料をご覧

いただきたいと思います。

営繕課が契約手続を代行しております1,000
万円以上の契約案件について、参考資料として

添付をさせていただいております。

説明は以上でございます。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。

【坂本(浩)委員長】 以上で説明を終わります。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。審査対象の陳情番号は61、66、69、
70、76の5件になっております。
陳情書について、質問はございませんか。

【西川委員】 もう大分前、10年以上前からで
すけど、ごみ焼却の広域事業化などが言われて、

県北地区は佐世保1カ所にするとか、そういう

案がありました。そのような中で、平戸市と松

浦市と、当時合併していなかった田平町とか大

島、生月などが、田平にクリーンセンターを設

置しました。

佐々町は、佐世保市との合併、また他市との

合併もしなかったわけですが、ごみ焼却につい

ては、他市町との施設の合同運営というか一部

事務組合、そういうような考え方は今までなか

ったわけですか。

そして、県として、その当時からどのような

指導をなされていたわけですか。

【重野次長兼廃棄物対策課長】委員ご質問の件

ですが、平成8年に佐々クリーンセンターが稼
働しております。この時は佐々町、吉井町、小

佐々町、世知原町の4町で共同処理ということ
で開始しまして、11年には江迎町、鹿町町が加
入して6町で運営をしてきていた状況でござい
ます。その後、他町が佐世保市に合併した経過

がありまして、佐々町1町で現在は運営してい
る状況になっております。

ごみ処理の広域化につきましては、生活環境

の保全及び効率的な廃棄物処理につながること

から、県としましても、これまで市町と連携の

もと推進してきています。

県北地域の市町村合併後、佐々町が単独で運

営を続けている中、これまで県も佐々町ととも

に広域処理について関係市町と協議、調整して

まいりましたけれども、広域処理につきまして

は短・中期的には困難という状況にありました

ので、今後は引き続き近隣市町との広域処理に

向けて助言等を行ってまいりたいと考えており

ます。

【西川委員】ダイオキシン問題が一時期は相当

言われました。その後、施設の性能の向上など

で今はあまり言われていませんが。
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例えば消防行政は、西彼杵あたりが長崎市と、

東彼杵が大村、要するに県央消防組合ですね。

そういうものと一部事務組合というか、共同で

やっております。

ごみ処理の施設に関しては、一番難しい問題

は何ですか。量ですか。それとも、市町村合併

のこじれとか、そういうものまであるんですか。

【重野次長兼廃棄物対策課長】基本的にごみ焼

却施設につきましては、自分のところのごみは

自分のところで処理をするという考え方で、他

市町のごみをなかなか受け入れることができな

いというご意見があるとお聞きしております。

【宮﨑環境部長】佐々町のごみ処理の問題につ

きましては、先ほど廃棄物対策課長から説明が

ありましたように、これまで佐世保市との協議

を進めてきたわけでございますけれども、佐世

保市の処理施設におきまして、今後、ＩＲのご

みの問題等もございます。ですから、その処理

を行うとした場合に、佐々町のごみを今の段階

で受け入れることを計画することは困難である

と。短・中期的には佐々町のごみを受け入れる

というのは困難であるんだけれども、今後長期

的に、将来の人口推移等を見た上で、一緒にや

れるかどうかは検討していきたいという佐世保

市の考え方でございます。

【西川委員】一自治体で運営することは大変厳

しいと思いますので、どこかと共同で、近隣の

施設に加入させてもらいたい、混ざった方がい

いと思いますが。

日量36トンで、平成30年度の実績が日量23
トンぐらいということで、キャパとしては、近

隣の施設で現状なら受け入れることができるの

か。

それと、佐々町の施設自体、あと何年くらい

だったら、修理とか維持管理をしながら使用を

持続できるのか、その辺はどう見ておられます

か。

【重野次長兼廃棄物対策課長】委員ご質問の件

ですが、年間ごみ処理量につきましては、平成

30年度の実績は4,456トンとなっております。
このごみの量を例えば佐世保市に入れるという

ことは、現状難しいというところがございまし

たので、短・中期的には難しいと。佐世保市も、

自衛隊の件とかＩＲの件とかがございますので、

なかなか一概に受け入れるとは言えないと聞い

ております。

佐々町につきましては、今後、基幹的改良を

するという形で、国の循環型交付金を使いなが

ら基幹的改良をしたら15年はもてるという形
になっておりますので、それを踏まえた中で長

期的な広域化を検討してまいりたいと考えてお

ります。

【西川委員】 どこも1年1年、処理施設は老朽
化していきます。広域化をし過ぎると、今度は

運搬で時間がかかる、コストがかかる。おまけ

に運搬車両を使うことでＣＯ2も排出するわけ

です。そういうことで悪循環になると思います

ので、佐々町が今後どのようにしていくのか、

佐々町の考え方を見守りながらご指導をしてい

ただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。よ
ろしいですか、陳情は。

【西川委員】廃プラスチックのことですが、私

の地元の平戸市では「すぼかまぼこ」といって、

かまぼこが板付ではなく、真空パックでもなく、

かまぼこ自体を昔は藁すぼでくるんでいたんで

す。時代の変化とともにプラスチックになり、

安くて衛生的になっていたんですが、廃プラス

チックということに関しては、環境行政におい
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てはよくない状況でした。

そのような中で水産部にお願いし、何かかわ

るものはないかということで、いろいろ検討も

されましたが、どうしてもなかなか、安くて衛

生的な今のプラスチックのストローにかわるも

のがない。

近年、コーヒーショップとか、タピオカドリ

ンクとかということで、ストローが世界的に問

題視されております。

1週間ぐらい前の新聞によりますと、台湾で、
土に戻る、しかも植物性とか、廃棄物とか、そ

ういうものを利用しながらのストローができた

ということでした。物が物ですから、輸出する

とかということは、コストの面からも、また用

量の問題からも難しいということで、つくりた

いところがあれば、自分たちはノウハウを教え

ると、そういうことまで決めておられます。

それで、私は今、かまぼこのすぼを言いまし

たが、日本全国で使うストロー、または県内で

使うストローのことを考えますと、そのような

ところとの技術的な確認とか接触とか、環境部

でした方がいいのか、もしくは水産部とか農林

部の加工流通課でした方がいいのか、そういう

ところを県庁内で話し合いをちゃんとしておっ

てくれということを水産部にはお願いしており

ましたが、埋めたら土に戻る自然にやさしいス

トローの製造に向けての考え方など、県として

合議がされましたでしょうか。

【重野次長兼廃棄物対策課長】今、委員ご質問

の件は、まだ協議自体はしておりませんが、環

境部としても、この対策については取り組んで

いかないといけないと考えております。

プラスチックにつきましては、微生物によっ

て分解される海洋生分解性のプラスチックとか、

土に分解するプラスチックの開発が国において

進められておりますので、その辺の情報を仕入

れながら、庁内の関係部局と連携して対策をと

っていきたいと考えております。

【西川委員】廃プラスチックを出さないように

する施策は、民間の努力もさることながら、行

政の指導が一番大事だと思いますので、今後と

も関係部局と連携しながら頑張っていただきた

いと思います。

【坂本(浩)委員長】 それでは、ほかに質問がな
いようですので、陳情についてはよろしいです

か。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 それでは、陳情につきまし
ては承っておくことといたします。

次に、議案外の所管事務一般に対する質疑を

行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。

なお、委員一人当たり、20分を目安によろし
くお願いいたします。

【中山委員】それでは、少しやらせてもらいま

す。地球温暖化対策の推進ということでですね。

今や地球温暖化による気候変動といいますか、

大変な状況になりまして、日本全体的に被害を

受けているようでございますので、それぞれ危

機感があるんじゃないかと思っております。そ

の辺を、さらにどのように進めていくかという

ことになろうと思います。

そこで、県としても、地球温暖化対策実行計

画をつくって、それぞれ推進をしていることに

ついては少し理解しているところであります。
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議案説明資料の1ページで、運輸部門におい
て、県下一斉スマートムーブウィークと、初め

て聞きましたけれども、これを通じてマイカー

自粛やエコドライブの推進を呼びかけていると

いうことでありました。

この効果をどのように検証して、その成果と

してＣＯ2の削減がどの程度発生しているのか。

今年度の場合は途中だからわからないだろうか

ら、平成30年度あたりの運動でどういう成果が
出ているのか、まずそこを教えてくれますか。

【本多環境政策課長】スマートムーブの取組に

つきましては、ながさき環境県民会議の自主的

な取組として推進しているところでございまし

て、まさに今、12月の第2水曜日からの1週間を
県下一斉スマートムーブウィークということで

取り組んでいるところでございます。

実績としましては、昨年度はスマートムーブ

ウィークという名称ではなくて、ノーマイカー

デー及びエコドライブということで取組をして

いたところですけれども、その参加が429団
体・個人で、延べ数でいきますと3万7,997人の
方が取り組んでいただいております。

事前に参加宣言をしていただき、実際に取り

組んだ報告もいただきまして、その報告に基づ

いて推計をいたしましたところ、ＣＯ2の排出に

ついては69トンの削減が図られたということ
で集計をしているところでございます。

【中山委員】 効果が69トンあったということ
であります。

この地球温暖化対策実行計画を見ますと、基

準年が1990年で234.2万トン、2009年が252.4
万トンで31.6％増えているわけですね。そして
2017年が198.2万トンで、マイナス15.4％にし
ようということ、2020年に179.5万トンでマイ
ナス23.4％にしようというような計画があると

思います。こういう計画で間違いございません

か。

【本多環境政策課長】現在の温暖化対策実行計

画に基づく目標といたしましては、先ほど委員

のご指摘にありましたように、基準年を1990年、
平成2年で設定しておりまして、平成2年と比較
して令和2年、2020年に13.4％削減するという
目標を設定して進めているところでございます。

（「23.4％だろう」と呼ぶ者あり）13.4％です。
2020年の目標が13.4％ということでございま
す。（「そうかな」と呼ぶ者あり）

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時３４分 休憩 ―

― 午前１０時３５分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【中山委員】 確認できました。

それで、2010年から本日までの実績値がこの
資料にないわけです。これはどういうふうにな

っておりますか。

【本多環境政策課長】この計画に基づきます実

績と申しますか進捗状況でございますが、全体

の温室効果ガスの排出量で申し上げますと、平

成28年度の総排出量が948万トンとなっており
まして、基準年と比較しますと4％の増という
ことになっております。

これにつきましては、2011年、平成23年の東
日本大震災、福島原発の事故の後に火力発電の

ウエートが高まったことで、発電におけるＣＯ2

排出量が急激に増加したことの影響によるもの

であります。

ただし、平成24年度をピークに毎年減少をし
ているところでございまして、なおかつ県内の

エネルギー消費量を見ますと、平成19年度以降、
減少を続けているということで、これまで取り
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組んできた省エネ、再エネ推進の施策の一定の

効果が出ているものと考えております。

【中山委員】そういう資料を公にする必要があ

ると思いますので、ぜひ、いい時期に開示して

ほしいと思います。それと、次期計画を来年度

につくるということだから、ぜひその辺も参考

にしてほしい。

そういうことで、この計画書の19ページから
20ページに長崎県の現状と課題というのがあ
りまして、気温、降水量、海面水温、海面水位

の変化ということで、その中で一番関心がある

のは、海面水温の経年変化というのがあるんで

す。東シナ海北部となっていますけれども、こ

の辺の変化を、1990年からこれは何年まで書い
ているかわからないけど、2009年までと思いま
すけど、この変化がわかりますか。

【本多環境政策課長】 実行計画上は2009年の
少し前までのデータしかございませんけれども、

最新のデータを気象庁が公表している資料から

確認いたしますと、東シナ海北部の海域におき

ましては、過去100年当たりの平均海面水温が
1.23度上昇しているというデータがございます。
【中山委員】1.23度上昇したということであり
ます。

私が言いたいのは、東シナ海北部ということ

ではなくて、次の計画には長崎海域をね。これ

をどこに絞るかわからんけれども、何カ所か絞

って、ぜひ東シナ海北部ということではなくて

長崎海域ということでね。ほかの部分は全部長

崎が入っているんですけれども、入っていない

んです、これは。ぜひ、そういうことを参考に

検討していただくことを要望しておきたいと思

います。

それともう一つ、40ページ、海洋の中で、海
藻が生育しやすい防波堤や護岸の整備というの

がありますけれども、海の海藻が、森や山より

海藻の方がＣＯ2を吸収する量が格段と多いん

ですよ。森林のものは吸収量が幾らと書いてい

ますけれども、今後は、海藻のＣＯ2の削減量に

ついても、国と協議しながら明示してほしいと

思います。

というのは、特に漁業振興について、磯焼け

がものすごく発生しているんです。それで漁業

も不振になっている。そして、海藻、藻場が減

少することによってＣＯ2の吸収量も減ってい

ると私は思っている。特に長崎県は海が広いし、

その辺についても、ぜひひとつ検討してもらえ

れば大変ありがたいと思っておりますが、どう

ですか。

【本多環境政策課長】まさに委員ご指摘のとお

り、海洋、海のＣＯ2の吸収に果たす役割という

のは非常に大きいということで、最近特に注目

をされていまして、ブルーカーボンという言い

方をされているんですけれども、そういった海

自体、もしくは海の中で育っている海藻のＣＯ2

吸収源ということにも着目をして、今後、次期

計画の策定に当たっては、そういったことを踏

まえた対策等も検討して、計画の中に盛り込ん

でいきたいというふうに思っております。

【中山委員】 それともう一つ、計画の78ペー
ジです。ちょっと具体的になりますが、海藻の

繁茂による二酸化炭素吸収を促すため、沿岸域

においてコンクリートブロックや自然石の設置

により藻場の造成に取り組んでいる。

コンクリートブロックというのは、私が聞い

た範囲では、アルカリ性であって藻場を喪失さ

せると、そういう逆の発想を聞いているけれど

も、コンクリートブロックは藻場の造成にプラ

スになりますか。そういう認識ですか。

【本多環境政策課長】コンクリートブロックの
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設置による藻場の増殖の効果というところの詳

しいデータは、現在、私どもでは持ち合わせて

いないんですけれども、コンクリートブロック

を設置するにあたって、海藻が付着しやすい施

工をコンクリートブロックに施すなどして設置

するということではないかというふうに思って

おりまして、委員ご指摘のアルカリや藻場造成

への影響などについては、それぞれ担当の部局

に確認をしたいと思います。

【中山委員】今、ほとんど海岸線はコンクリー

トブロックで固めてしまいまして、藻が発生す

る場がない。調べてみるとそうだから、よく土

木部と話をして。

ただ、コンクリートブロックに鉄分を付加し

て、鉄分に藻が発生するということは聞いたこ

とがある。

コンクリートブロックの利用等については、

ちょっと違和感があるので、文言についても慎

重に研究して、誤解を与えないような形にすべ

きと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

最後に、地球温暖化防止対策について、いろ

いろ政策はあると思うけれども、実質的には県

民一人ひとりがどう取り組んでいくかと、ここ

にあるんだろうと私は思うとるんですよね。

この中でもライフスタイルの推進というふう

になっていますね。それぞれが身近な問題から

取り組んでいけると、これが進んでいくと、か

なり影響が出てくると思いますので、ここにあ

なたたちが書いているライフスタイルの推進と

いうのは、どういう基準というか、どういうイ

メージをもったライフスタイルとなっているの

か、その辺を最後に教えてくれますか。

【本多環境政策課長】現在掲げております温室

効果ガス排出削減の目標を達成する上で、現在

の進捗を見ますと、やはり家庭部門とか運輸部

門の削減がうまく進んでいないという部分がご

ざいます。

家庭におきましては、家庭でのそれぞれの世

帯での節電活動とか、マイカーを使う際にはエ

コドライブということで環境にやさしい運転の

方法とか、県民一人ひとりの方にそういったこ

とを選択して実践していただくことをお願いす

るなどの普及啓発活動を進めているところでご

ざいます。

具体的には、節電につきましては小学校4年
生から6年生を対象として我が家の省エネ日記
ということで、夏休み期間を中心に各家庭で家

族で節電等に取り組んでその意識を高めていた

だくとか、九州が一体となってエコライフポイ

ントということで、節電の活動に取り組んだこ

とに対して経済的なポイントの付与をすること

で積極的に節電活動に取り組んでいただく取組

を現在実施しているところでございます。

今後とも家庭部門、運輸部門におけるＣＯ2

の排出削減について、さまざまな方法で普及啓

発活動を行い、県民一人ひとりの方が、そうい

う意識を高めて取り組んでいただくことを推進

してまいりたいと思います。

【中山委員】今の環境政策課長の答弁は了とし

ますけれども、県民一人ひとりにどういう形で

理解してもらうか、急にはいかないかもしれま

せんけれども、急がねばいかん部分もあるわけ

です。

今後は、空き缶を見たら拾うとか、ポイ捨て

を拾うとか、何か実践したことによって、そこ

に満足感というか、きれいになったと、こうい

う裏付けがないとなかなか進んでいかないと私

は思うんです。ただ頭だけでやるのはね。

ぜひ、体験というか、実践を含めた中で、こ
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れをどう県民に普及させていくのか、浸透させ

ていくのか、ぜひ、それぞれ知恵を出しながら、

協力して取り組んでいただければと思いますの

で、よろしくお願いしておきたいと思います。

【坂本(智)委員】以前にも質問したことがある

のではないかなと思うんですが、関係議案説明

資料の2ページの上段、海岸漂着物等対策の推
進についてということで。

先ほどの陳情要望書にも、いろんなところか

ら出ておりました。これは言うまでもなく海に

囲まれている離島にとっては永遠のテーマでご

ざいまして、取っても取っても、海がしけると、

またごみが漂着するというようなことで、もう

ずっと昔から繰り返されているわけでございま

す。

以前も聞いたことはあると思うんですが、今

年度の全国のこの予算について、どのくらいあ

るのか。そして、その全国の予算のうちに本県

にはどのくらい来ているのか、市町にどのくら

いの割合で行っているのかということがわかり

ましたら、お示しいただけませんか。

【重野次長兼廃棄物対策課長】 平成31年度、
今年度で35億円の環境省の予算がついており
ます。そのうち5億1,572万円が長崎県に配分が
あっております。5億1,572万円です。率といた
しまして14.8％になります。
市町への配分につきましては、対馬市に2億

4,800万円、五島市に1億600万円、壱岐市に
5,600万円、新上五島町に5,000万円ということ
で、計15市町に配分をしているという状況でご
ざいます。

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。改め
て金額を聞かせていただきました。当初は全国

で50億円ぐらいあった時があったんではない
かなと思いますが、大分減らされてきたのかな

という感じもいたします。

海岸漂着物について、対馬市からも要望が出

ていたんです。県と市の財政負担をなくしてほ

しいというような要望があったと思うんですが、

どのくらいの割合に今なっているんでしょうか、

県と市の場合は。

【重野次長兼廃棄物対策課長】地球環境保全対

策補助金は、離島につきましては10分の9の補
助で、10分の1が市町の負担という形になって
おります。そのうち8割が特別交付税措置がつ
いているという状況にあります。

県につきましても同様に、事業をする時には、

離島で行う場合には10分の9、本土で行う場合
については10分の7、半島では10分の8という形
で地域によって補助率が違っておりますので、

そこで判断をして一般財源をつけて事業を行っ

ているということでございます。

【坂本(智)委員】 10分の1が市の負担と、その
うちの8割が特別交付税で措置されるというこ
と。金額にしたら微々たるものだろうと思うん

ですが、それでもやっぱり積み重ねると財政的

に大変だということで、国にも要望をずっと続

けていただきたいと思います。

いろんな形で、いろんな地域でいろんな取組

がなされていると思うんですが、どういう作業

をなさっているのか。この事業が始まった時の

ことを考えますと、私が知っている範囲では、

例えば、船底掃除をして、船があんまり油をた

かないでもいいように、そういうふうな予算と

して使われると聞いたこともありますし、ある

いは先進地に行って、こういう事業をやってい

るんだと、漁協単位でですね。しかし、視察が

はやった頃は、委員会の視察ではございません

けれども、とにかくどこか先進地に、近くに行

って予算を使い切りで使ってしまって帰ってく
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るというようなことをよく見聞きしたことがご

ざいますが、地域によって、いろんな取り組み

方があるんだろうと思います。海岸漂着物等の

対策について、2～3、事例を挙げて教えていた
だけませんか。

【重野次長兼廃棄物対策課長】委員が先ほどご

説明いただいたとおり、この対策事業自体が平

成21年度から始まっておりまして、最初は基金
でやっていたところです。平成21年から平成24
年度までがグリーンニューディール基金で、国

の予算で約60億円でやっていたと。海ごみ基金
になって、平成25年、平成26年は100億円にな
ったということでございます。

現在の市町の取組の状況といいますと、まず

回収処理が第一というところで、外国由来のご

みが結構流れてきているということでございま

すので、約9割の事業費につきましては回収処
理に充てているところでございます。

残りの1割につきましては発生抑制対策とし
て、部長の説明にもありましたように、県と3
市1町で海ごみ交流事業ということで、韓国の
高校生と離島の高校生を呼んで実際に海岸のご

みを拾っていただいて、海ごみの対策について

協議をするという事業を行っております。

各市町におきましては、対馬市は日韓市民ビ

ーチクリーンアップということで、釜山外国語

大学から対馬に来ていただいて、実際に韓国か

らのごみがどれぐらい流れているかというのを

見ていただいて、今後の対策について協議をす

るというところでございます。

壱岐市につきましては、ボランツーリズムｉ

ｎ壱岐ということで、海ごみと観光を兼ねたよ

うな一体化した事業を民間のＮＰＯ法人がやっ

ておりまして、壱岐市勝本町の辰ノ島に渡って

ごみを拾って、海ごみ対策について協議をする

という対策を取っているところでございます。

五島市、新上五島町につきましても、それぞ

れ同じような事業をやりまして、発生抑制対策

を行っているところでございます。

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。もう
最後にしますけれども、今、次長の答弁をずっ

と聞いておりまして、懐かしいなと思いまして

ですね。

よく釜山の大学に行き反省会をしたりとか、

対馬に来ていただいて作業していただいた。

「どう思われましたか」と聞きますと、「い

やもう恥ずかしい思いでいっぱいだった」とか、

「まさか対馬に流れているとは思わなかった」

とか。

昔の委員会で言ったこともあるんですけれど

も、ごみを出している国々、どのくらいあるの

か知りませんけれども、最初はペットボトルに

ハングル文字が書いてあるようなごみが多かっ

たんですけど、だんだん、一斗缶に注射針が入

っていたりとか、ライターが入っていたりとか

ですね。大体、文字で、どこの国から流れてき

ているというのがわかるんです。どんどん東南

アジアの数が増えてきているというような。

その反面、釜山外大で反省会をしますと、「対

馬の皆さんもペットボトル等々流さないでくだ

さいよ」と、「よく釜山の沖には日本のペット

ボトルが流れてきていますからね」というよう

なおしかりをいただいたこともあるんです。日

本の船員さんが悪いと言うわけじゃございませ

んが、南太平洋の島々に日本語が書かれたペッ

トボトルがよく打ち上げられるというような話

も聞いております。ロシアから流れてきたり、

中国語で書かれたものが流れたりとかいうよう

なことがあるわけですけれども、皆さんと同じ

ような気持ちになる、性格的にそういう気持ち
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にならないと、これはなかなか難しい問題だな

と思います。

誰も海に流そうと思って流すんじゃなくて、

そこに置いておいたものが風で飛んで川に行っ

て、川から海にというようなこともあり得るの

かなと思いますので、そういったことで、今か

ら対策を練るのは非常に難しいと思いますし、

我々、島に生きる者の本当に永遠のテーマでご

ざいまして、これをなくすためにどうすればい

いのか。

やはり気持ちを同じくするしかないんですよ。

中国の人も、ロシアの人も、ベトナムの人も、

みんな同じような気持ちを持って、絶対に家に

あるごみは外に出さないんだという気持ちにな

らなければいけないのかなという気がいたしま

す。大変でしょうけれども、ぜひご努力いただ

きたいと思います。ありがとうございました。

【中村(和)委員】 ちょっと質問させていただき
ます。毎回私は、諫早干拓の内部にあります調

整池について、いろいろずっと質問してきたん

ですけれども、今回ちょっと情報が入ってきま

して。

調整池の中の水質の改善に県は一生懸命に取

り組んでいるわけですよね。まだ適正値には至

っていないわけですけれども、調整池ができた

時点から現在に至るまでの数値の変化、そして、

現在の数値が順調なペースで適切な規定値にな

ってきているのか、そこをお尋ねしたいんです。

【吉原地域環境課長】諫早湾干拓調整池の水質

につきましては、計画でＣＯＤ5ｍｇ／Ｌ、全
窒素が1ｍｇ／Ｌ、そして全リンが0.1ｍｇ／Ｌ
という目標を定めております。

経過としましては、平成9年から水質の測定
データがございますが、平成25年にＣＯＤが9.2、
平成30年度に8.4、全窒素は平成25年度に1.3、

平成30年度1.2、全リンは平成25年に0.21、平
成30年度が0.23と、若干ではありますけれども、
少しずつ減少しているような状況でございます。

【中村(和)委員】 今、数値を言っていただきま
したが、順調に下がってはいるようです。

調整池の水質は、私がずっと言っているのは、

まずは濁りなんです。皆さんたちが心配をして

いる窒素、リンとかの数値ではなくて、当初か

ら私は、とにかく濁りを何とかしてくれないか

と言っています。

今年は、皆さんたちもご存じのとおり、多く

の雨が頻繁に降った。昼間にはあまり水門を開

放しませんので、あまり見えないんですけれど

も、たまに昼間に開門した時には、完全に諫早

湾の内部を一直線に色の違う水が流れていくん

です。私の家はちょっと高台ですから、完全に

見えるわけです。そうした時に、また今日は開

いているのかと考えるんです。

以前から、濁っているから、何とかその濁り

を改善してくれれば、いろんな方たちが目で見

て「ああ、汚い水だな、汚い水が流れているん

だな」と言うことがなくなるんじゃなかろうか

なということがあったものですから、これまで

ずっと言ってきたんです。

諫早湾を含め、有明海の水産の水揚げ量は非

常に減っている。ご存じのように佐賀県が一番

力を入れているのり、福岡県も熊本県も一緒だ

けれども、のりの色落ちとか、いろんな問題が

毎年頻繁に起こっていますね。もちろん赤潮も

頻繁に起こっています。

何が原因なのかと調べたら、海水の中にある

窒素とリンの成分が、そこにすんでいるプラン

クトンに対して本当に適正な数値なのかどうか

というのが一番ネックになっていると思うんで

す。
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今、調整池の水質を改善するために、窒素と

リン酸の量を大分減らしていると思うんです。

随分減らすように努力をしていると思うんです。

ところが、減らし過ぎたら、窒素とリン酸、栄

養分を餌とするプランクトンの数が減っていっ

てしまう。そうすれば、現在、私の地元で頑張

っていますカキとアサリ、これもよくなくなっ

てしまう。おまけに、カキとアサリの食べるプ

ランクトンは違う。また、いろんな魚が食べる

プランクトンも違ってくる。そうした時に、窒

素とリンの成分を異常にきれいにしようと考え

たら、逆に生態系が壊れてしまう。そういうこ

とで諫早湾全体、有明海全体の漁獲量も低下し

ている。そういうことが、ちょっと調べたら載

っていました。

そうした時に、果たしてこの調整池の水質を

完全に、皆さんたちが考えている、また国が持

っている基準値まで下げていいものなのだろう

かということを考えたんです。

事例を調べましたら、瀬戸内海に面している

兵庫県とか、そういうところがやっているんで

すけれども、きれいな海ではなく豊かな海にし

なくてはいけないということで、窒素とリン酸

の排出の規制を緩やかにしようと動いています。

それを考えた時に、今、順調に数値が低下し

ていると言われたけれども、何とかこれは長崎

県も考えなくちゃいけないんじゃないのか。今

の基準値が本当に適正かどうか、いろんなプラ

ンクトンに対して本当に適正なのかというのを、

今の時点でぜひ予算を立てて調査をしていただ

きたいと思います。

もちろん、今わかっているのであれば、それ

を検証して改善をしていただきたいと思うんで

す。

これは、間違いなく私が言っているのは長崎

県の皆さんたちにお願いしている。しかし、最

終的にはこれは有明海を囲んでいる4県、この
全てが同じような基準をもって条例改正をして、

ちゃんとした基準を設けなくちゃいけないんじ

ゃなかろうかと思っています。

筑後川堰ができました。あれから熊本、佐賀、

福岡ののりは病気がひどくなりました。これは、

栄養分を含んだ水が直接流れてこなくなってし

まった。それと、現在は下水処理場が非常に機

能がよくなってしまった、これが一つの原因だ

と思うんです。あまりにもきれいな水になって

しまった。

有明海では毎年、のりの時期になると酸をた

くさんまきます。そうすれば、私の目の前、諫

早湾の海はもともとガタですから、もともと濁

っていた。ところが、酸をまいたらきれいに澄

んだ水になる。この間、沖縄に視察に行きまし

たけれども、あれと同じような状況になってし

まう。それだけの影響が出るような処理なんで

す。それを考えた時に、調整池の水質を国が定

めている基準値にまで下げた時に大丈夫なのか。

そして、4県で集まってやっています有明海
の話し合いの中で、ぜひこれを出すべきだと思

う。何とかして、もちろん基準値は守らなくち

ゃいけないけれども、逆に基準値を緩やかにし

て、有明海をもうちょっと豊かな海にしなけれ

ばならないということを、私はやる時期じゃな

いのかなと思っているんだけれども、この辺に

ついて見解をお聞きしたいんです。

【宮﨑環境部長】委員ご指摘のとおり、有明海

をはじめ諫早湾等におきましては、環境省の指

導によりまして、きれいな海というものを実現

するために窒素、リン等の負荷を削減するとい

うことで努力をしてきているところでございま

す。
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また、日本全国でも同じような取組が行われ

ておりまして、その結果といたしまして、漁業

生産物、漁獲量の減少を招いていると、そうい

うふうな指摘もなされているところでございま

す。

そういう中にありまして、委員のご指摘のと

おり、例えば瀬戸内海において、水がきれいに

なり過ぎることによって漁獲量が減ったという

ことで、その対応が図られると。指摘がありま

した兵庫県におきましては、窒素、リン等の下

限値を定めることで、漁業生産の維持、拡大を

図るというふうな取組が行われているところで

ございます。

本県におきまして、調整池の水質につきまし

て目標値を定めて、その目標値に近づけるよう

努力をしているところでございますけれども、

一方で話がありましたようなご意見もあります

ので、今後、諫早湾における漁業生産の維持、

拡大に向けて、窒素、リンがどの程度必要なの

かということを調査する必要もあるのかなとい

うふうに考えております。これにつきましては、

関係部局と協議をして、今後の取組について検

討していきたいと考えております。

【中村(和)委員】 私は、たまたま私の家の目の
前にあります諫早湾と有明海について話をしま

したけれども、これは長崎県を囲んでいる海全

体に言えることだと思うんです。橘湾もありま

すし、大村湾もありますし、これは全く同じだ

と思うんです。

浄化設備、下水道設備含めて機能の高い設備

をつくって、何とか海をきれいにしようという

考えで動いたんです、国ももちろん、県として

も。しかし、きれいな海じゃなくて豊かな海に

するためには、それだけの栄養分も流さなくち

ゃいけない。これを例えば日本全体でやれば、

日本近海の漁獲量が、もしかしたら上がってく

るかもしれない。

やっぱり餌がなければ魚も増えないわけです

から、魚が食べるプランクトンが増えなければ、

どうしようもないわけです。これはもうみんな

一緒だと思うんです。だから、そういうところ

をぜひ。

漁業・水産県ですからね、長崎県は。そこか

らまず発信していただきたいと私は思うんです。

そのために環境部が頑張ってもらわないと。も

ちろん水産部、農林部も一緒だと思うんですけ

れども、環境部として、長崎県を取り囲む海に

とって、どのような水質の基準値を設ければい

いのかというのを、もう一回、今の時点で私は

やってほしい思う。そうすれば、必ずや何らか

の形で漁獲量の上向き、そしてまた地域の方た

ちがそれに伴っての活性化ができてくると思う

んです。

そういうことで、ぜひ今の時点で調査をして

いただき、調整池の水質をどこまでもっていっ

たら有明海の再生にとっては一番いいのかとい

うところを、他の部署と協議をしてやっていた

だきたい。

それともう1点、先ほど筑後川堰のことを話
しましたけれども、今、諫早の調整池には、本

明川を含め境川、大きな河川の流入があってい

ます。もちろんそれは水害を防ぐための手段で

あって、大雨が降ったとしても地域の河川があ

ふれないような対策のためにやっていると思う

んです。

ところが、海のために考えれば、その河川か

ら直接、諫早湾に流入させるような装置もつく

るべきだと思うんです。これは、多くの漁民の

皆さんたちも昔から言っています。しかし、安

全のことを考えれば、今のままでいかなくちゃ
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いけない。

今のままじゃなくて、今の部分を改修して、

改良していって、常時は調整池に流さず有明海

の方に注ぐようにして、大雨で災害が心配され

る時には締め切って調整池の中に流入させる、

こういう方法も検討する必要があると私は思い

ます。

まだまだ諫早湾の開門問題については解決し

ていませんけれども、今が一番大事な時期です

から、そういうことも国の方に申し出ていただ

いて、ぜひ、長崎県を取り巻く海を豊かな海に

するための対策をとっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

【宮﨑環境部長】本明川から諫早湾に、過去は

そのままつながっていたわけでございまして、

栄養塩が直接海に注がれていた状況でございま

したけれども、堤防ができたことによって、そ

れが一定締め切られる状況になっています。

それを避けるためにといいますか、中央の排

水機場、ポンプ場から、一定量を常時、諫早湾

に流し出す仕組みは現在つくっているところで

ございますけれども、委員がおっしゃいます、

常時本明川から直接流すというふうな計画につ

きましては、過去、検討もなされたところでは

あるんでしょうけれども、費用対効果の面から、

まだその実現には至っていないのではないだろ

うかと思っているところでございます。

いずれにしましても、諫早湾の水産振興を図

るという観点で考えますと、調整池の中に含ま

れる栄養塩をいかに効率よく海に届けるかと、

そういうふうなことを考えないといけないんだ

ろうと思っています。

ですから、環境部としては、一方で水質の改

善対策を行いながらも、片方で諫早湾の水産振

興のためには何ができるのかということを、い

ま一度、関係部局と協議し、検討していきたい

というふうに思っております。

【中村(和)委員】 最後にしますけど、海にとっ
ては、水産物を含め、二枚貝を含め、冬場が一

番大きなメリットがある時なんです。ですから、

その時に合わせて、例えば先ほど言った生物化

学的酸素要求量、ＢＯＤ、これを必ず適正な数

値で。季節ごとに変えてもいいと私は思うんだ、

夏場と冬場。

だから、ＢＯＤの適切な数値を何とか県の方

で規制をしていただいて、今までの基準値の規

制を撤廃して新しい数値を求めて、それを条例

化するということをぜひ検討していただきたい

と私は思いますので、各部署と協議を重ねて検

討していただくようにお願いしたいと思います。

【外間委員】産業廃棄物税について、税の継続

をすることに賛成の立場で質問をさせていただ

きます。

先ほど次長兼廃棄物対策課長より、5年ごと
の検証ということで検証結果をご報告なされま

して、大変興味深くお話をお聞かせいただきま

した。その中で、循環型社会の形成を行ってい

くためには、リサイクル、排出量の削減といっ

たことに力を入れていくこと、それは何より目

的達成のために必要であるということで。

平成17年の産廃税の導入の時から、私も一緒
に関わらせていただいて、廃棄物の不法投棄対

策も含めて、循環型社会の形成に必要なリサイ

クルを、この税の導入によって推進をしていく

ということに大変興味をもって見守ってまいり

ました。

実際、このように数値できっちりと効果が表

れているというご報告をいただき、特に免除施

設への搬入率が、平成17年当時は40％のものが
91.6％ということで、9割が資源化されていると
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いうふうに見ていいのか、大変効果ある推進が

図られているというふうに判断できるような結

果報告でございました。

課税施設と免除施設の大きな違いといいます

か、施設の体系というものを、もう少し具体的

にご説明をお願いいたします。

【重野次長兼廃棄物対策課長】委員ご質問の課

税施設と免除施設の大きな違いといいますと、

課税施設については単なる焼却というところで、

ただ単に燃やして、その焼却灰も再利用せずに

最終処分場に埋める施設でございます。

免除施設につきましては、排出された産業廃

棄物を用いて有価物を製造することで廃棄物の

再生利用がされた場合に、循環型社会の形成に

資するものとして課税免除を適用しているとこ

ろでございます。例えば、焼却灰の焼却残渣を

肥料やセメント原料の製造に使うとか、熱回収

をして得られた電力を売電するとか、熱回収で

製品をつくるというふうなことで、廃棄物を売

却可能な有価物に再生利用した場合に課税免除

という対応をしているところでございます。

【外間委員】売却可能な有価物にすることで免

税というふうに改めて確認をいたしました。

当初、産業廃棄物税を導入することによって

税逃れのために不法投棄を行っていくのではな

いかと、不法投棄の起因になるということを非

常に恐れていたわけですが、税を導入した当時

の不法投棄の量と現在の量、この辺の数値があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

【重野次長兼廃棄物対策課長】委員ご質問の件

ですが、平成17年ぐらいに1万トン弱あった不
法投棄の量が、平成30年度で940トンと、非常
に少なくなってきており、件数におきましても、

約500件ぐらいあったものが現在は70件に減少
しているところです。この税を利用して適正処

理指導員を配置し監視に回っているんですけれ

ども、そういう導入もありまして不法投棄の量

も減ってきているところでございます。

【外間委員】 この税金は目的利用税ですよね。

そういった利用税を使って、適切に処理をして

いただくよう指導員を養成することで業者の資

質の向上につながって、不法投棄が税の導入に

よって減ったと明確になったということですね。

ありがとうございました。

先ほどの次長兼廃棄物対策課長のご説明によ

って、利用者に対してのアンケート調査で、意

識改革につながったり、処理コストの削減につ

ながったり、会社のイメージが向上したりとい

うことで、いいばかりの税の恩恵のような気が

して、一定評価をしております。

最後に、この税を継続することは、私はぜひ

お願いしたいと思いますが、特例制度の見直し

を行うということですけれども、これは、何か

ねらいとか、さらなる効果を思っての改正なの

か、改正の内容について再度説明をお願いいた

します。

【重野次長兼廃棄物対策課長】補足説明資料の

2ページ、焼却施設への搬入の資料を先ほど説
明させていただきました。

免除施設への搬入量が、平成17年に40.7％だ
ったのが、平成30年に91.6％まで上がっている
と。あとの部分をどのようにもっていくかとい

うところが今後の課題かなと思っております。

今回、課税免除の対象を拡大したことにつき

ましては、循環型社会に資する要素があるとい

うことで。

請け負った産業廃棄物を焼却した熱によって

製品をつくる、廃棄物から有価物をつくるとい

う考え方につきましては、我々が今まで税を免

除した考え方と類似しており、免除施設への搬
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入で循環型社会の構築が進むのではないか、循

環型社会に資するような施設に搬入するよう動

機づけができるんじゃないかということで、課

税免除施設を拡大させております。

【外間委員】ぜひとも産業廃棄物税の導入によ

って得た大きな成果物をさらに活かしていくた

めにも、次の5年後に向けて、リサイクル、循
環型社会の形成に大いに役に立つような税金で

あってほしいとお願いしておきます。

また、西川委員からご質問があった佐々町の

ご要望は、一般廃棄物の処理施設の限界という

ことで、15年間もたせながら、今後、終末処理
体系をどうつくっていくかということについて、

県廃棄物対策課として佐々町に助言をしていた

だいたようでありますが、まさに産業廃棄物に

おける税の導入によって生まれた成果物を、一

般廃棄物の終末処分場においても同じような形

で、ぜひ、佐々町にいろんな助言、指導、技術

的な働きかけをしていただきながら、最終的な

終末処分の体系も併せ持って、県として自治体

に働きかけをぜひお願いしておきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】ほかにございませんか。（発
言する者あり）午後からでも結構です。一応、

午前中のめどが11時半ということですので。
（発言する者あり）では、午後からまた再開い

たしますので。

それでは、これで一区切りをつけたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。（「はい」と呼

ぶ者あり）

それでは、冒頭に申し上げましたように、昼

休み中に拉致議連の署名活動等々がありますの

で、午前中の会議はこれにてとどめ、しばらく

休憩いたします。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま

す。

― 午前１１時２６分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、審査を行います。

引き続き、議案外所管事務一般について質疑

を受け付けます。（発言する者あり）

【重野次長兼廃棄物対策課長】午前中に外間委

員から、産廃税の件で不法投棄の件数のご質問

があったんですけれども、数字の修正をさせて

いただきたいと思います。

長崎市、佐世保市を除いた県の発見件数につ

きましては、産廃税導入前の平成16年が528件
で、平成30年が70件と減っております。
長崎市と佐世保市を加えた県下全域の数字に

つきましては、平成20年度から数字があります。
平成20年は898件ありましたが、平成30年は
342件と減っております。発見量につきまして
は、4,894立米が1,074立米と減っておりますの
で、数字の修正をさせていただきたいと思いま

す。

【八江委員】よくアセスメント調査等のことが

議論されますけど、長崎のアセスメント調査関

係は非常に厳しいとかと言われておって、なぜ

かなとお尋ねしておると、国の制度が決まって

いるのか、県の条例で決まっているのか知らな

いけど、例えば開発行為をやる時に、工業団地、

産業団地、あるいはいろんな団地を造る時に、

アセスの調査をせにゃいかんと、そのためには

面積の制限等がですね。

例えば何ヘクタール以下はせんでもいいけど、

市の場合はここまでですよと、県はここまでで

すよと、そういう制限付きのアセスの調査をし

なければならない。部門によってというか、開



令和元年１１月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（１２月１１日）

- 69 -

発行為によって違ってくるのか知りませんけど、

その辺を教えていただきたいと思うんです。

特に、諫早でやっている産業団地等について

の問題は、そこからスタートしている関係もあ

ったものですから、確認しておきたいと思いま

す。

【吉原地域環境課長】環境影響評価、環境アセ

スメントにつきましては、法律で決まっている

アセスメント、それと県で定めております環境

影響評価条例で規模を決定しております。

法では、面的開発というところで、土地の区

画整備事業とか、工業団地の造成、住宅団地の

造成、また流通業団地の造成というものに対し

て、対象となる面積を100ヘクタール以上のも
のについて国の法の対象にしております。

県につきましては、県の地域特性、山があっ

たり川があったり、平地も少ないというような

ところも勘案しまして、30ヘクタール以上は条
例の対象とするということになっております。

【八江委員】 国が100ヘクタール以上と、法的
に決められている開発行為の面積だと、県の方

は30ヘクタールと。
諫早は今、産業団地をつくっている。もとも

と30ヘクタールぐらいの団地をつくってほし
いということで、私たちも長い間、10年以上か
けてお願いしてきた。県で直営でとお願いして

おったのが、そこは環境アセス等があって、す

るには2年、3年かかるから、企業誘致等には間
に合わないんじゃないかというようなことがあ

って、20ヘクタールに落とされてというか、区
切って始めたと聞いております。

そういう中で、長崎県の条例等は厳しいんで

すよと、他県に比べたら。もう少しやさしくで

きるということではないかもわかりませんけど、

対応が悪いのか、いいのかわかりませんけど、

そういう話を聞いたこともあったんです。それ

が全て悪いとか何とか言うつもりはないんです

けど。

ただ、適時というか必要な時に、開発をしな

ければならない時に、そのためにもたもたして

いると次の段階に進んでいかない。いかないと

いうことは、開発をしようとしてもできない。

できないと、でき上がった時にその時代の流れ

にのっていない。

アセスをしたり、いろんなことをやってみた

り、制限があったりして、すったもんだしてい

る間に数年遅れて、いよいよでき上がって誘致

企業等に売ろうとしたら、景気はもう下降気味

になってしまって、あと1年早かったらよかっ
たのにというようなことが、たびたびあってい

るんじゃないかと思うんです。

今回の諫早の団地の問題だって、そのとおり

じゃないかと思う。20ヘクタールを半分ずつの
10ヘクタールで早くしろと。早くすれば、半分
は企業誘致ができるからというようなお話を聞

いておりましたけど、それもお流れになったと

聞くと、やっぱり環境アセス、あるいはそうい

う許認可事業等について、県の考え方が時代の

流れに沿っていない部分があると。

それは区切りがあるから、いろんな制限があ

るから、していかなきゃならないのと同時に、

状況判断の中で早く結論を出しながら判断をし

ていくことが必要じゃないかということを言い

たいものだから、私は申し上げている。

その点は、他県の話を聞くと、もう少し緩和

されていますよという話なんですけど、いかに

答弁いただくか、お願いしたいと思います。

【宮﨑環境部長】環境アセスに関してのご質問

でございますけど、まずアセスそのものが、希

少野生動植物なり生活環境の保全というものを
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目的としております。ですから、法の趣旨に従

って県としては実施しているわけでございます。

一方、本県は人口減少、所得の向上を目指さ

ないといけない時期にきているところでござい

ます。

そういう中にあって、私どものアセスが他県

と比べて厳しいことから、なかなか本県に企業

が進出していただけないと。また、本県を選ん

でいただいたとしても、その後の時間がかかっ

てしまっていると、そういうふうな声があるこ

とは、承知しているところでございます。

それで、環境部といたしましては、今後の方

向といたしまして、環境の保全、そして一方で

は企業の進出を促すと、その2つが相並び立つ
ような方策はないのかということで現在検討を

しているところでございまして、できるだけ早

急にその答えを出していきたいというふうに考

えております。

【八江委員】 今、部長が認められるように、や

っぱり他県よりも厳しいとのこと。

部分的にはいい時もあるんです。厳しくする

ことによって、いろんなことを守ろうと、そう

いうものはあっていいと思いますけれども、た

だ、将来を見据えて、今の長崎県の雇用、ある

いは所得の向上等について、企業誘致をして、

企業誘致担当班が産業振興財団とかと一生懸命

になってやっている。それぞれの立場でやって

いるものを逆なでするようなことにもなりかね

ないと。

環境は大事なものだということは私たちも認

識しておりますけど、もう少し現状に合わせた

形での対応が必要じゃないかと思いますので、

今の話を検討してということだけど、実質こう

やっていただきたいと。

私が議長をしている時に、知事と一緒に飛行

機に乗って帰って来がてら「議長、だめでした

ばい。」と、こう言われた。それは、全て今の

ことに重なっているかどうかわかりませんけど、

大型の企業団地の1カ所に10ヘクタール以上の、
あるいはそれぐらいのところに入って進出でき

る企業があったはずで、そこで交渉しておった

ところが、もうちょっとずれて時間的に間に合

わないからだめだったというような話みたいだ

ったから、あえてですね。もう事は済んだから、

申し上げているわけですけど、そういうことも

現状として協議してきましたので、その点をし

っかりやってほしい。

これから諫早も、大村もそうなんです。県央

地区だけ問題を申し上げる部分があるかもわか

りませんけど、企業の立地はどこにした方が一

番、雇用の確保ができるのか、経済活動ができ

るのか、子どもの教育環境を整えられるのか、

そういったものをしていかなきゃならないけど、

ずっと前は、長崎県の均衡ある発展のために、

県下全域に工業団地をばらまいたわけです。そ

れを処理するために、塩漬けの土地が発生して、

一知事時代にはなかなかできなかった。できな

かったけど、キヤノンのように大型のものを県

独自の誘致でできて、あそこに大きなものがで

きた。あれは特筆すべきものであるけど、そん

なものが今までもできておったはずだったんで

すけど、環境アセスも含めていろいろ手厳しく

やっていくと、そういう弊害もあるということ

だけはですね。それは部長は認められたわけで

すから、今後、そういうことがないようにして

いただきたいと思います。

そしてまた諫早も、計画は市がしていきます。

市営の団地で、将来は30ヘクタール、あるいは
それ以上にしたいんだと、土地は確保できてい

ると言われているんですけど、そういった時に
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「いや、これはこうだから、ああだから」とば

かり勘定しよったら先に進まないこともあるん

です。そういったことについて、今後出てきた

時に柔軟な姿勢で対応できるかどうかというこ

とになりますけど、いかがですか。

【宮﨑環境部長】先ほどもご答弁いたしました

とおり、環境の保全と企業誘致との相並び立つ

ような方針、方策につきましては早急に、それ

も前向きに検討してお示しをしたいというふう

に考えております。

【八江委員】各部各課にはそれぞれ所管があっ

て、それぞれの線引きもあります。だから、そ

れを全てやめて、こうせよと言うつもりはない

けど、もう少しお互いの連携をもってやってい

けば、流れもうまくいくんじゃないかと。縦割

り行政のみならず、横の行政をもう少し大事に

してほしい部分もあるんじゃないかと。環境関

係は今、いろいろ問題も言われるから、難しい

問題もありますので、全てそれがだめとかなん

とかと言うつもりはないですけど、そのような

ことをぜひして、今後活かしていただきたいと

思います。

それから自然環境の関係です。国立公園が、

長崎県には雲仙天草国立公園と西海国立公園と

2つあって、長崎県は観光のメッカだと、有名
な、海と山があるすばらしいところだと私たち

も県民の一人として自負しているものでありま

すけど、観光が、一時は海外に、一時は北海道、

あるいは沖縄へと行ったものが、今ようやく地

元に戻ってきつつある観光行政の中で、国立公

園を持っている。ただ指定をしている国立公園

が2つあるということだけで事済むかと。
過去を振り返ってみると、いろんなことをや

っていただきました。緑のダイヤモンド計画だ

なんだということをですね。ところが、今は何

か眠ったような状態で、国立公園のことに関す

るいろんな施設含めて、長崎県の観光誘致のた

めにどのくらいの役割を果たしているのかなと

考えれば、あまり見えなくなってきているんじ

ゃないかという気がするんですけど、その点は

自然環境課長、国の立場、いろんなことがある

かもしれんけど、どのようにお考えで、今後、

国立公園等にいろんなことを取り入れて海のダ

イヤモンド、緑のダイヤモンドとやってきたこ

と、いまだやり残すことはたくさんあるんじゃ

ないかと思いますけど、その辺はどのようにお

考えですか。

【立田自然環境課長】今、ご指摘いただきまし

た西海国立公園と雲仙天草国立公園は、現状に

おいても、一定の観光利用を含めて国立公園の

意義はあるかと思っております。

現在、国においても国立公園満喫プロジェク

トというものをやっております。幾つかの国立

公園をピックアップするという形で始まりまし

たので、長崎県としても雲仙天草国立公園で手

を挙げたところではあるんですけれども、先行

する8公園には入らなかったという実態はござ
います。

その後、国からの補助を受けて、雲仙天草国

立公園で満喫プロジェクトの次点になるような

形での対策を行ったり、今年から国際観光旅客

税の国の補助金ができ、その補助金は自治体が

使うことができますので、雲仙市と調整をして、

雲仙市が国立公園の利用拠点上質化事業に手を

挙げて、県も一緒に、どういった事業を進めて

いくのがいいのかといったことも含めて検討し

ているところでございます。

西海国立公園につきましても、西海のリニュ

ーアル整備を今年度まで行ってきています。

今年度以降も、特に、国立公園満喫プロジェ
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クトがインバウンド、外国人観光客を増加させ

ようという国の目標に従ってやっているもので

すので、多言語、具体的には英語と日本語を併

記するような看板をより積極的に整備するとい

ったことも含めて、これからも引き続き国立公

園の利用が増進できるようにと自然環境課とし

ては考えているところでございます。

【八江委員】雲仙国立公園と関係する問題とし

て、雲仙・普賢岳が噴火をし、今は終息した状

況にあります。

我々が北海道に行った時に、昭和新山と言っ

てですね。平成新山です、こっちはですね。我々

が視察に行った時に、途中まで昭和新山にも登

りました。

我々は近くだから、灯台下暗しで、行ってい

ない部分があるかもしれません。私は平成3年
当選組で、災害の年に当選をし、ヘリコプター

でずっと上を見て回った経緯もあります。正直

言って、歩いて登ったことはありませんけど。

平成新山、あるいはそれに関わる雲仙の地獄

関係、小浜のお湯の湧出量、こういったものを

すればですね。

これまで雲仙の地獄等については、国の自然

保護予算の中で、相当整備もしてこられました、

過去はですね。ところが、今はもう全くそれが

感じられないぐらいになって。

もう少し、あそこをこうすればこうなるんじ

ゃないかというのはあると思うんですよ。だか

ら、安全で安心で、しかも長崎県の観光行政に

つながる仕事を、自然環境課が管轄として持っ

ているわけですよ。だから、それをもう少し活

かしていただく施策がないのかと。

西海国立公園は離島関係も多く含まれている

わけでありますけど、そこには世界遺産のキリ

スト教の構成資産もあるし、全て観光に不足の

ないような状況の中にある。対馬に行けば、ツ

シマヤマネコも一つ大きなものかもわかりませ

ん。そんな情勢の中で、国の環境行政の中に活

かされるものが、まだまだたくさんあるはずだ

と。

私が見えないのか勉強不足なのかわかりませ

んが、もうちょっと県民に対してもアピールで

きる、観光行政に寄与できる状況をつくってほ

しいと思うんですけど、その考え方はいかがで

すか。

【立田自然環境課長】ご指摘のとおり、かつて

整備したものはございますが、以前とは違って、

団体旅行で、どこかの展望地でぱっと見て、ぱ

っと帰っていくという形から、コト消費といい

ますけれども、体験型の利用が増えてきている

という実態に合わせて対応していかないといけ

ないと考えています。雲仙を例に出しますと、

普賢岳の登山とか白雲の池とか、そういったと

ころをどうやって活用していくかということを

含めて、雲仙市と話をしているところです。

また、整備といたしましては、国の直轄の整

備を県が施行の委任を受けるという形で、雲仙

の温泉街の国の所管地で、利用があまりされて

いない児童公園の跡地があるんですけれども、

そこの整備について今年度から設計に入ってい

るところでございます。これからも、インバウ

ンドも含めて新しい利用のあり方に合わせた整

備というもの、あるいはソフトというものも含

めて検討していきたいと思っているところでご

ざいます。

【八江委員】いろんなことを提案すれば、たく

さんのものがあると思いますけど、新幹線が令

和4年に開通する予定です。全線フル規格とは
まだ至らずも、長崎県の新幹線が開業して、迎

え入れる長崎県の観光行政、しかもその中にあ
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る雲仙、天草方面の観光地と新幹線とをつなぎ

合わせるためにはですね。

あるいは佐世保の方は、ハウステンボス以下、

九十九島ともつながっていきますけど、そうい

ったことを一つの目玉に、自然環境の立場で国

立公園のアピールを、長崎県のアピールをする

ために、何か一つここで打ち上げていただくこ

とが必要じゃないかなと。そのためには、あと

もう3年しかないですから。
全国広しといえども長崎県の雲仙等について

は非常に有名なところでもあるし、そしてまた

地元の旅館、ホテルを預かっているおかみさん

たちは大変苦労しながらやっております。そし

て、経営者の入れ替わりもあります。

だから、何とか日の目をもたらすためには、

やっぱり皆さん方の出番ですよ。経営を一つひ

とつする企業努力はもちろんのことだけど、全

体を持ち上げるためには、国の仕事で、あるい

は県の仕事で持ってくることが大事だと痛感を

しているんですけど、改めて、そのことについ

て考えがないのか、あるのか、教えてください。

【立田自然環境課長】繰り返しになってしまう

かもしれませんけれども、雲仙市で今年度から、

雲仙市の観光戦略というものを策定するために、

県の環境部と文化観光国際部も入って策定委員

会というものがつくられて会議が開催されてい

るところでございます。

まさに令和4年に新幹線が通ることもありま
して、そこを見据えて県としても、今の県有施

設のリニューアルも含めて整備することができ

るのではないかということについて検討を進め

ているところでございます。予算の確保が必要

であり、今、ここを整備するとかといったこと

は申し上げられませんけれども、委員のおっし

ゃるとおり、重要な区切りがくるということで

ございますので、そこに間に合わせる形で、雲

仙を売り出す、もしくはソフト、ハード含めて、

良い利用ができるような形にもっていきたいと

検討しているところでございますので、また引

き続きご支援いただければと思います。

【八江委員】どうぞ、観光に関わったような形

での自然環境課の対応をお願いします。特に国

に関係している皆さん方ですので、国の予算が

ないと、雲仙国立公園並びに西海国立公園等の

景観その他、施設等の維持、あるいは促進がで

きないと思いますので、よろしく。今の答弁を

了としながら、しっかりお願いをしておきたい

と、このように思います。

それから、大村湾南部流域下水道の話です。

大村湾南部流域下水道は、諫早の西地区、ニュ

ータウンを含めて西部台、あるいは貝津から多

良見方面まで入れての流域下水道ということに

なります。今、住宅団地も、西部台の方もぼつ

ぼつ、大さこ町では180戸、またプラス80戸ぐ
らい合わせて300戸近くになっていきます。
そこは余裕のある流域下水道の処理施設だと

十分理解をしておりますけど、現況はどのよう

に推移をしているのか。まだまだ十分余裕があ

るのか、ないのかという問題についてはいかが

でしょうか。

【本田水環境対策課長】委員のご質問は、現状、

処理能力に関してだと思います。処理能力とし

ましては1日に2万9,400立米の汚水を処理でき
るところでございます。現在、実際に流入をし

ておりますのは2万立米程度でございます。
【八江委員】団地がもう少し残っているんです、

つくるのがね。西部台もまだ残っているし、ほ

かに諫早の産業団地等々ができて、産業も増え

てきている、それも十分カバーできるのかどう

かと。例えばソニーだって拡張すると、工業団
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地等もできている。そういうものはカバーでき

る状況にあるのかということを確認したいんで

すが、いかがですか。

【本田水環境対策課長】そのことにつきまして

は、ソニーの事業計画が先般発表されたんです

けれども、かなり大きな投資を考えられている

ようでして、まだはっきりはソニーも表明され

ていませんけれども、我々の方に入ってきてい

る情報の中で最大の投資をされた場合には、う

ちの現在の処理能力では受け入れきれないとい

うことがございまして、ソニーも並行して自ら

処理をするということで、南部流域下水道の隣

接地を諫早市が所有されていたところですけれ

ども、そこを取得されまして、そこに処理場を

建設するという計画を進められています。

それは、前提としまして、普通の住宅につい

ては先行で全て受け入れて、かつ、その残りと

して工業団地からのプラスが幾ら受け入れられ

るかというところをソニーに示しまして、それ

に基づいてソニーが、あふれる分というかオー

バーフローする分についての処理計画を進めら

れている状況でございます。

【八江委員】 私は、それをお尋ねする前に、今

の流域下水道の処理範囲内に、住宅団地とか工

業団地ができたけど、これでも十分余裕があり

ますか、また新しく住宅団地ができた時も処理

できる容量がありますかということを確認した

い。ソニーが増設をするということはわかって

おりますけど、そういうものがある中で処理能

力があるのかと。

そして全体として、2万9,400立米か知らぬけ
ど、それだけ処理されて大村湾に排出されてい

るわけでしょう。そうですね。だから、その中

でまだ増えても処理能力があるかということを

確認したいんですけど、それはどうなんですか。

【本田水環境対策課長】住宅団地とかというの

は当初から汚水処理エリアに入っておりますの

で、当然処理はできます。計画人口でいいます

と…、（発言する者あり）

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時 １分 休憩 ―

― 午後 ２時 ３分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【本田水環境対策課長】委員ご質問の西部台団

地につきましては、途中で汚水処理エリアの計

画自体を見直しまして、それを受け入れて十分

処理できるという計画で今の整備は行っており

ます。

【八江委員】住宅団地等は前々から計画はあっ

たんですよね。80ヘクタールの住宅団地ができ
て、幾らあるから、これだけの処理をしますと

いうことは当初から私もわかっておりましたけ

ど、産業団地や何や、いっぱい出てきたから、

本当に足りるのかなと。

もう一つは、あなたが先走って答弁をいただ

きましたけど、流域下水道の隣にソニーが取得

したことを確認しようと思って、前の段階の質

問をしました。

今まで2万立米の下水の処理をして大村湾に
放流をしておった。それは一次処理、二次処理、

三次処理なのか、どこまでして放流して2万立
米だったのか知らない。その辺は、この間、視

察には行ったけど、そこまで記憶に残っていな

いんですけど。

二次処理、三次処理して放流する水を、諫早

の工業団地は水が足らないから、排出する水を

再利用しようということから、隣接するところ

にソニーが土地を取得するんです。それは私も

わかっての話だから。
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あそこで今まで2万立米あったものが、二次、
三次になって、ソニーが処理する工場をつくっ

て、そこに持っていけるのがどのくらいなのか

というのは、それはソニーに答弁を求めないと

いけないかもわからないけど、そういう想定し

たことがあっているのじゃないかなと、そのた

めにはその水が十分足りるのか。

今までは大村湾に排出しておった、それを今

度はソニーに持っていくわけです。そういった

ことがどのように変わっていくのかなという思

いがあるから、私は、どうなるのかということ

を確認したかったんですけど、いかがですか。

【本田水環境対策課長】 現在、日量2万トンの
処理をしておりまして、ソニーにもその情報は

提供しております。その中で諫早市の工業用水

の不足分は賄ってやっていけるということで進

められていると承知しております。

そして、ソニーが使った水についても最終的

には大村湾に戻ることになりますので、工業用

水として手当てできている分と、今現在処理し

ている2万トン、この範囲内でしたらソニーの
操業には影響は出ないというふうに考えており

ます。

【八江委員】今、小野平野あたりから地下水を、

工業用水として中核工業団地に1万トンぐらい
送り込んでいる。その大半はソニーが使ってい

る水なんです。増設して1,000人規模の大きな館
をつくりながら雇用も含めてやっていくという

ことだから、全面的に県も市も協力は当然して

もらわにゃいかんけど、それで十分足りるのか、

足らないのか、どうなるのかと心配があるから、

今、確認をしよるところなんですよ。

だから、その点を間違わないように。制限す

るとか、大村湾に戻さないという意味じゃなか

と、必ずしも戻さんでよかわけですから、使い

っぱなしでもいいんです。しかし、使って残っ

た水は川に流れてきて、上流から下流に流れて

くることは間違いない話です。

それで十分話し合いができて、協力体制が整

っていますかと言いたかったものだから質問し

ているわけですが、いかがですか。

【宮﨑環境部長】 南部浄化センターの処理水、

日量大体2万トン程度出てくるわけでございま
すが、ソニーから今の時点でお伺いしている使

用水量が、概ね9,000立米ぐらいかなというふう
に聞いております。南部浄化センターから出て

くる水は2万トンあるわけですが、そのうちの
8,000～9,000トンぐらいをソニーが取水して、
ソニーが自ら浄化して工場で概ね5,000立米ぐ
らい使って海の方に戻すということで、現在の

南部浄化センターの処理水で足りるというふう

に考えております。

【八江委員】大体わかりました。南部浄化セン

ターの処理水が2万トンぐらいで、半分ぐらい
をソニーが再処理して使うと、使った後は海に

戻すということです。

心配しているのは、諫早の工業団地の工業用

水が少ないから、果たしてそれで大丈夫かと。

今後も増設してもらわないとならない部分が出

てくるし、場合によっては、増設よりも新たな

ところにつくっていただくことだって我々は期

待をするわけですので、企業誘致のみならず、

地元に立地している事業を全面的にバックアッ

プするような体制で臨んでほしいと、それは正

直言って強くお願いをしておきたいと思います。

その事業等について、今申し上げたことにつ

いて、部長、もう一度しっかり答えてください

よ。

【宮﨑環境部長】ソニーが諫早の工業団地に追

加で進出したいというお話があります。環境部
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としましては、南部浄化センターの処理水に関

しまして積極的にソニーに協力して、ソニーの

企業進出が円滑に進むように協力をしてまいり

たいというふうに考えております。

【八江委員】 この間、新聞に、知事とソニーと

握手したりして、頑張ってくださいと、大いに

長崎県は1,000人の雇用と1,000億円の投資を
期待しているわけですので、全面的に、よそか

ら来る以上に地元で拡大していただく企業を、

なお一層支援していただくように強く求めてお

きたいと思います。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

それでは、八江委員、どうぞ。

【八江委員】 諫干のことですけど、今朝、同僚

の中村(和)委員から話があっておりました。私
は別の角度からです。

あの淡水湖、数千ヘクタールの調整池がある

わけですけど、あそこにいろんな事業をやろう

としているわけです。事業をやろうとしている

のは何かと言うと、例えば、やさしく言えば船

釣り、ヘラブナ釣り大会とかコイ釣り大会とか

というものをやってみたり、ボートを浮かべて

遊覧ができるかできないかという問題。そして、

日本一、世界一のボートコースができて、ここ

を大々的に売り出そうじゃないかと、そういう

計画をしていただいている各競技団体、あるい

はいろんな団体がいた時に、地域環境関係の水

質の問題のみを言えば、あれをしていい、これ

はしてはいかんとか、そういう制限するような

ものがあるのではないのかと。そういう制限は

なくしてほしいと思うんですけど、その点はど

うなんですか。

【吉原地域環境課長】諫早湾干拓調整池につき

ましては、今年度策定しました諫早湾干拓調整

池水辺環境の保全と創造のための行動計画の中

に、調整池の周辺につきましても利活用の推進

をしていくということで位置づけておりますの

で、県央振興局や諫早市が中心となって、この

利活用を進めていくことにつきましては、環境

部としてさらに進めていただくように調整を図

っていくことを考えております。

【八江委員】 正直言ってほっとしましたけど、

管轄する農林水産省の調整池、本明川下流域で

ある国土交通省の管轄の河川敷き、県が堤防を

管理しているわけでありますから、そのあたり

がうまく一致して、水質保全はもちろんのこと

だけど、そこの中を利用するいろんな地元の施

策、今申し上げたボートコースとか、いろんな

釣り大会とか、諫早の県央振興局等も中心にな

って利活用についてのことを盛んにしていただ

いているから、皆さんも一致した考え方だろう

とは思いますけど、ややもすると、あそこはで

きない、ここはできない、ここはできんと言う

たとかと、いろんなことがあるんですよ。

干陸地である堤防に近いところはゲートボー

ル場にしようと言うたら、そこはできん、草を

刈ってもできないと言う。しかし、片方では草

を刈っていいから、やってくださいという話が

あったり、いろんなふくそうした考え方がある

から、その点は、全体的に環境部でおさめる部

分についてはしっかり理解をしておっていただ

かないと、やっぱり地元が、使う者が十分使い

にくいということになりかねないものですから、

改めて私はお尋ねしておったんですけど、その

ような考え方でいいんですか。

【宮﨑環境部長】諫早湾の調整池を含む周辺地

域で、調整池が2,600ヘクタールございます。ま
た、近辺には自然干陸地がございます。

実は自然干陸地につきましては、国の考え方
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といたしましては、自然の遷移に任せると。要

するに、新たな生態系ができているんですけれ

ども、それは触ってくれるなというのが基本的

な国の考え方でございます。

私ども環境部としては、守るべきところは守

らないといかんのですけれども、使っていいと

ころは使っていいじゃないかというふうな考え

方のもとに、積極的に県央振興局を中心に利活

用を進めております。それに対して、環境部と

しても積極的に推進をしているところでござい

ます。

【八江委員】部長の答弁に、課長の答弁にほっ

としています。お上みたいな存在の環境部とい

うて、あそこはせからしかけんとか、やかまし

かけんとかと言いよったことが、今お尋ねして、

そうでもないと。どうぞ、みんな一緒になって

やっていこうというあらわれを確認できました

ので、関係団体等についても、そうしながら一

緒になって、今まで汚点と言われていた部分を

挽回する必要もあるし。

そしてまたあそこには、前にも申し上げたと

思いますが水鳥、いろんな鳥がたくさん来てお

ります。今の時期に行ったらびっくりするぐら

いに、もう石ころみたいにカモ等がおるわけで

す。そういう環境にも恵まれているし。

ただ、カモの被害があって云々というのがあ

りますので、あそこは禁猟区なのか、何なのか、

その辺のところはよくわからない部分もありま

すけど、正直言って、禁猟区ですか。それだけ

確認したいと思います。

【立田自然環境課長】鳥獣保護区に指定されて

いるところがありますので、そこでは猟ができ

ない形になっております。

【八江委員】保護区ということは、禁猟区とい

うことですね。撃ってはいけないということで

すね。

そうしたら、堤防の内側でキャベツとかレタ

スとかに被害がある時には、禁猟区とは別なん

ですか。例えば、銃で撃つことはできないけど、

網での捕獲はいいのか、そういう制限があるん

ですか。

【宮﨑環境部長】調整池につきましては禁猟区

という話がありますが、実は有害鳥獣であれば

許可を得れば撃つことができると私は認識して

おります。（発言する者あり）

【八江委員】禁猟区と言われたけど、有害鳥獣

だったら捕獲ができると。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時１９分 休憩 ―

― 午後 ２時１９分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【宮﨑環境部長】調整池につきましては禁猟区

でありますけれども、有害鳥獣を捕獲する場合

には、許可を得れば銃で撃つことができるとい

うことでございます。（「銃だけですか」と呼

ぶ者あり）銃でも、わなでも可能ということで

す。

【八江委員】いろんな弊害もあっていますから、

両方、今のような意見が出てくることがあるん

ですよ。

我々も、いろいろ指導するという立場ではな

いですけど、聞かれた時には、「あそこは撃っ

てよかとよ」、あるいは「捕獲してよかとよ」

と言うことも出てくるものだから、確認してお

きたいということで申し上げました。

今の部長の答弁でわかりましたので、今後は

そのように指導していきたいと思います。以上

で終わります。

【坂本(浩)委員長】 ほかにはよろしいでしょう
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か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、環境部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２０分 休憩 ―

― 午後 ２時２０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、環境部関係の審査を終了

いたします。

引き続き、県民生活部関係の審査を行います。

準備のため、しばらく休憩いたします。15分
程度休憩して、2時35分に再開いたします。
環境部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れさまでした。

― 午後 ２時２１分 休憩 ―

― 午後 ２時３６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。

これより、県民生活部関係の審査を行います。

【坂本(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

県民生活部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【木山県民生活部長】県民生活部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の県民生活部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第119号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第4号）」のうち関係部分、第123号議案

「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分の2件であります。
まず、第119号議案のうち県民生活部関係部

分については、歳入予算について9万8,000円の
増、歳出予算について1,417万8,000円の増を計
上いたしております。

これは、職員給与関係既定予算の過不足の調

整に要する経費であります。

次に、第123号議案のうち県民生活部関係部
分については、歳出予算について312万9,000円
の増を計上いたしております。

これは、職員の給与改定に要する経費であり

ます。

以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第119号議案のうち関係部分及び第123号議
案のうち関係部分については、原案のとおり、

それぞれ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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【坂本(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

【坂本(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

県民生活部においては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明及

び提出資料に関する説明を受けた後、陳情審査、

所管事項についての質疑を行います。

まず、県民生活部長より、所管事項説明をお

願いいたします。

【木山県民生活部長】環境生活委員会関係議案

説明資料、県民生活部をお開きください。

今回、県民生活部関係の議案はございません

ので、議案以外の主な所管事項についてご説明

をいたします。

1ページをお開きください。
つながるフェスタｉｎ県庁の開催につきまし

ては、県民の皆様の男女共同参画・女性活躍へ

の理解を促進することを目的として、去る11月
3日、県庁エントランスホール等において、女
性がリーダーとなって活動している県内各地の

団体等とともに、「つながるフェスタｉｎ県庁」

を開催いたしました。

「男性の家事育児等参画促進」及び「地域・

職業生活における女性の活躍」をテーマに、幅

広い内容の催し物を実施し、約1,300人の県民の
皆様にご参加いただき、理解を深めていただき

ました。

今後も、県内で男女共同参画や女性活躍推進

に取り組む団体等と連携し、男女共同参画・女

性活躍の一層の推進を図ってまいります。

このほか、家庭と社会の両立促進について、

人権尊重の社会づくりの推進について、交通安

全対策の推進について、犯罪被害者等支援につ

いて、統計の普及・啓発について、事務事業評

価の実施について、長崎県総合計画チャレンジ

2020の数値目標の進捗状況について、長崎県ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略の数値目標の進

捗状況について、地方創生の推進につきまして

は、それぞれ記載のとおりでございます。

次に、環境生活委員会関係議案説明資料（追

加1）県民生活部をお開きください。
追加でご報告いたしております令和2年度の

重点施策につきましては、県民の皆様が豊かで

安心して暮らせる社会の実現を目指し、次の施

策を重点的に取り組みます。

1、「生きがいを持って活躍できる社会をつ
くる」ため、地域課題解決の担い手となるＮＰ

Ｏとの一層の協働の推進やＮＰＯの組織運営強

化の支援に取り組みます。また、新たに「長崎

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」がスター

トすることから、女性の県外転出を抑制するた

め、ダイバーシティ（女性活躍推進等）に取り

組む県内企業と協力し、女性の県内定着の促進

に努めるほか、多様な主体との連携による地域

猫活動の普及強化や適正飼養の啓発に取り組み

ます。

2、「互いに支えあい見守る社会をつくる」
ため、誰もが心豊かに安心して暮らしていくこ

とができるよう、人権教育・啓発の充実に取り

組みます。

3、「快適で安全・安心な暮らしをつくる」
ため、犯罪や交通事故のない安全な地域社会づ

くりの推進に取り組むほか、消費者被害防止に

かかる県内相談体制の充実を図るとともに、食

品の安全・安心対策の推進に取り組みます。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分に踏まえながら、予算編成の

中でさらに検討を加えてまいりたいと考えてお
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ります。

以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)委員長】 次に、交通・地域安全課長
より補足説明の申し出があっておりますので、

これを受けることといたします。

【宮﨑交通・地域安全課長】長崎県犯罪被害者

等支援計画についてご説明をいたします。

長崎県犯罪被害者等支援計画の素案につきま

しては、9月定例会の本委員会におきましてご
説明を行った後に、9月27日から10月17日まで
の間、県民の皆様から広くご意見をいただくた

めにパブリックコメントを実施いたしました。

その結果、8件のご意見が寄せられました。
その内容は、子どもたちに対する命の大切さ

の教育や県民に対する効果的な広報啓発活動を

期待するものなど、いずれも素案に盛り込まれ

ている内容でございましたので、支援計画の修

正はございませんでした。

お手元には、最終的に策定いたしました長崎

県犯罪被害者等支援計画の冊子を配付しており

ますが、ご説明する内容につきましては、その

概要をまとめた1枚の資料がございますので、
そちらをご覧ください。

Ⅰの「支援計画について」は、策定の趣旨、

計画の性格、計画の適用、施策の実施状況の公

表を記載しております。その中で3の計画の適
用につきましては、令和元年度から令和3年度
までの3年間としておりますが、その理由は、
国の次期犯罪被害者等基本計画が令和3年度か
ら開始される予定でありますので、その変更内

容を検討した上で新たな支援計画を策定するた

め、適用期間を3年間としているものでござい

ます。

Ⅱの「犯罪被害の現状等について」は、本県

における事件・事故等の概況、犯罪被害者等の

置かれている現状を記載しております。

Ⅲの「基本的な考え方」は、基本目標として、

警察や市町、県民、事業者及び民間支援団体と

連携した取組の推進を図り、犯罪被害者等に対

する問題を社会全体で考え、ともに支え合い、

誰もが安全に安心して暮らすことができる社会

の実現を目指した支援に取り組むこととしてお

ります。

Ⅳの「犯罪被害者等支援に向けた施策」は、

本支援計画の中核をなすものであり、第1から
第5までの5つの重点課題について、14の施策、
81の具体的な施策で構成しております。
Ⅴの「資料編」につきましては、本年7月16

日に公布・施行されました本県の支援条例や相

談機関の一覧等を添付しております。

以上で補足説明を終わらせていただきますが、

今後とも、市町及び関係機関・団体と連携し、

本県における犯罪被害者等支援のさらなる充実

に向けた取組を推進してまいります。

【坂本(浩)委員長】 次に、提出のありました政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料について、説明をお願いいたします。

【吉野次長兼県民協働課長】「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出いたしました県民生活部関係の資料について

ご説明をいたします。

1ページ目をご覧願います。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月に県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、「身体障害者福祉の充

実に関する要望書」の1件となっており、それ
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に対する県の取り扱いは、資料記載のとおりで

あります。

次に、2ページをご覧願います。
附属機関等会議結果についての本年9月から

10月の実績は、令和元年度長崎県消費生活審議
会など計2件となっており、その内容につきま
しては、資料3ページから4ページに記載のとお
りでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

【坂本(浩)委員長】次に、陳情審査を行います。
お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。対象となる陳情番号は69番になりま
す。離島地域における燃油価格の是正の分です。

6番です。これが対象です。
陳情についての質問はございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外の所管事務一般に対する質疑を

行うことといたします。

まず、今説明がありました政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料についての質

疑をお願いいたします。

質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんでしょうか。

【饗庭委員】「令和元年度事務事業の評価結果

について」の7ページ、不幸な犬や猫を減らす
協働プロジェクトで、犬・猫の殺処分について

お尋ねしたいと思います。

委員会で視察に沖縄に行った際、沖縄県は

犬・猫殺処分をゼロにという目標を立てられて

いました。

長崎県では、もともと殺処分数が多いと聞い

ておりますけれども、長崎県の今後の考え方を

教えてください。

【嘉村生活衛生課長】動物愛護管理対策につき

ましては、平成20年度から、動物愛護管理推進
計画を策定し取組を進めているところです。同

計画では、犬・猫の引取り数について推進目標

としておりまして、平成18年度の引き取り数1
万2,512頭を、昨年度、それまでの75％減から
上方修正いたしまして、令和5年度末までに
90％減少させることとしております。
この目標に向かって引き取りの実績数を減ら

していくこととしておりますけれども、これが

最終の目標ではなく、引き取られ処分される動

物の存在を減らしていく、これが目指す姿であ

ろうと考えております。

本県での引き取り数の大半を野良猫が産んだ

子猫が占めていることから、野良猫を減らして

いくために地域猫活動等による野良猫の不妊化

を進めることを取組の大きな柱の1つとしてお
ります。

現在、200頭分の不妊手術代を県で負担して
おりまして、平成30年度は8市町31地区で地域
猫の取組が行われました。また、県のほか長崎

市、佐世保市、その他4市町でも独自に不妊手
術への支援がなされており、県と市町の取組を

合わせますと、平成30年度は666頭の野良猫に
対して不妊手術が行われております。こうした

取組を県下全域に広げていくために、市町の生

活環境被害対策との連携が不可欠であると考え

ておりまして、現在、連携の働きかけを行って

いるところでございます。
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次に、捕獲される犬、または引き取られる犬・

猫が相当数、殺処分されている現状がございま

すので、譲渡可能な動物は可能な限り新しい飼

い主に譲渡していくということを2つ目の柱と
しております。

現在、スマートフォンでも閲覧可能な「なが

さき犬・猫ネット」によりまして、県で収容し

ている犬・猫の情報を提供しておりますけれど

も、まだ県民への周知が行き届いている状況に

はないため、いろいろな機会を捉えまして知っ

ていただくよう努めたいと考えております。

平成30年度の譲渡の実績は、長崎市、佐世保
市を含む県全体で、犬で332頭、猫で259頭とな
っております。今後も譲渡率の向上に努め、譲

渡可能なものが殺処分されることがなくなると

いう状態を目指したいと考えております。

【饗庭委員】 犬・猫の殺処分がなくなる方が、

よりいいかと思うんですが、今日の新聞で、ゼ

ロ目標を掲げると愛護団体の引き取り数が増え

て環境が劣悪になっているケースもあるという

ふうに記載されているんです。

長崎でもだんだん引き取る方が増えていると

いう状況の中で、環境的にはどんな感じになっ

ているのか教えてください。

【嘉村生活衛生課長】本県の場合には、一手に

引き受けるような団体はございませんので、こ

の記事に書かれているような状況は起こってお

りません。できるだけ個人の方に、ボランティ

ア等を通しましても、そこからは個人の方に譲

渡されるというような仕組みになっております。

【饗庭委員】長崎ではそういう状況ではないと

いうことですね。

地域猫のことでご説明があったんですけれど

も、地域猫は長崎のいろんな市町で取り組んで

おられるんですが、ほぼ全域で取り組んでおら

れるというような状況でしょうか。

【嘉村生活衛生課長】 県では200頭の不妊手術
代を負担しております。そのほか長崎市、佐世

保市、大村市、川棚町、長与町、時津町で不妊

手術に対する助成がなされております。こうし

た取組をほかの市町にも広げたいと考えており

ます。

【饗庭委員】ぜひ広げていただいて、野良猫が

減って殺処分も減っていくといいかなと思いま

す。

次に、女性活躍のところでお尋ねしたいんで

すけれども、説明資料の追加1で、「女性の県
外転出を抑制するためにダイバーシティに取り

組む県内企業と協力し」というふうに書いてあ

るんですが、女性の就職率を上げるんだとは思

うんですけれども、県内企業とどういうふうな

協力をしておられるのか、教えてください。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】ここに書

いております女性の県外転出を抑制する事業と

は、具体的には、就職活動前の女子大学生によ

る県内企業への訪問、訪問した企業の女性社員

との意見交換などにより、企業の魅力を女子大

学生に肌で感じていただくことによって、就職

活動の時の県内企業の選択につなげたいと考え

ているものです。

委員ご質問の県内企業との協力につきまして

は、ながさき女性活躍推進会議の会員企業とか

Ｎぴか企業、それから女性活躍推進協定企業、

そういったところと協力をしながら事業を構築

していきたいと考えているところです。

【饗庭委員】女子大学生が県内に就職している

割合は、ここ何年かでどういうふうに推移して

いるのか教えてください。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。
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― 午後 ２時５８分 休憩 ―

― 午後 ２時５９分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】ただいま

ご質問にありました女子大学生の県内就職の推

移については、申し訳ございません、数値を持

ち合わせておりません。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時 ０分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開します。
【饗庭委員】後で数字だけお願いしたいと思い

ます。

もう一つ、事業所における管理職に占める女

性の割合というのがチャレンジ2020にあるん
ですけれども、平成28年、平成29年と徐々に増
えつつあるところが、平成30年にちょっと下が
っている状況で、これが下がった理由がわかれ

ば教えてください。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】事業所に

おける係長級以上の女性管理職の経緯を見ます

と、平成30年は数値が若干落ち込んでいるとこ
ろではありますが、中・長期的には増加傾向に

ある中での若干の落ち込みと考えております。

全国的にも係長相当職の割合が、平成28年以降、
若干減少傾向にあり、本県においても同様の傾

向が見られたのではないかと考えております。

【饗庭委員】 女性活躍推進をチャレンジ2020
で進めているので、ぜひ増えていっていただき

たいと思います。

それと、県庁内での管理職に占める女性の割

合はどれぐらいで推移しているのか、教えてく

ださい。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】本県の管

理職の割合につきましては、人事課の所管には

なりますけれども、本年4月1日時点で本庁課長
級以上の管理職に占める女性の割合は9.3％と
なっております。

【饗庭委員】県庁内では、ほかの事業所に比べ

るとパーセンテージがかなり低いのかなという

ふうに思いますので、ぜひ、女性の割合を増や

していただければと思います。

以上で終わります。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【宅島委員】環境生活委員会関係議案説明資料

で、最初の「つながるフェスタｉｎ県庁の開催

について」ということで。

これは大変いい取組だと評価をいたしますけ

れども、今年初めて開催されたものですか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】つながる

フェスタｉｎ県庁は、平成30年度に続き2回目
の開催となりました。

【宅島委員】 2回目で、今回は1,300人のご参
加をいただいたということでありますが、平成

30年の開催の時にはどのくらい来られました
か。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】 平成30
年度は県民協働課と人権・同和対策課と男女参

画室の3課・室合同で開催し、1,000人を超える
参加者があったところです。

【宅島委員】 わかりました。初年度が1,000人
ぐらいで、2年目が1,300人ということで、着々
と増えているというような状況でありますが、

「つながるフェスタｉｎ県庁」は幾らの予算を

とってやられたんですか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】本年度予

算で50万円となっております。
【宅島委員】 わかりました。50万円の少ない
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予算の中で、1,300人の人たちが参加をしていた
だいたということで、大変効果のある事業だと

思うんですけれども、室長として、これを年1
回でお考えなのか、年2回ぐらいでお考えなの
か、その辺をお聞きしたいです。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】「つなが

るフェスタ」につきましては、県内の女性団体

と連携して取り組むことを非常に大切にしなが

らやっているイベントです。かなり時間をかけ

ながら、一つのイベントに向けて協力し合いな

がら進めてまいりました。そういった経緯もご

ざいまして、年1回というところが適切な回数
ではないかと考えているところです。

次年度以降におきましては、また関係団体の

皆様と協議を重ねまして、開催については検討

したいと考えております。

【宅島委員】 室長は、年1回に向けてきちっと
計画を練りながらということではあったんです

けど、どんどん実績が増えてきたらノウハウも

できてくるし、本庁に限らず、県北振興局や島

原振興局があるので、それぞれのところで女性

の活躍のためのこういったイベントをぜひやっ

ていただきたいと思うんです。

年に1回ぐらいでは、女性の活躍推進が啓発
していけるかなと思うので、できれば半年に1
回ぐらいの割合で県内各地で、何とか年に2回
ぐらいはそういった開催ができるようにしてい

ただきたいと思うんですけれども、部長、いか

がでしょうか。

【木山県民生活部長】ただいまの委員からのご

指摘でございますけれども、先ほど室長が答弁

いたしましたとおり、現在、参加される女性の

方々、活躍されている方々、皆さんで一つのイ

ベントをつくっていただくというところに重き

を置いているところでございます。おっしゃる

ように県内いろんなところでそういう取組がで

きた方が、その地域、地域において活躍されて

いる女性の方と地元の方との交流というところ

も出てくるかと思いますので、そこは今参加さ

れている方々にもご相談を申し上げて、またそ

れぞれ市町ともお話をさせていただいて、検討

させていただきたいと思います。

【宅島委員】冒頭に聞けばよかったんですけれ

ども、この1,300人の男女の比率はどのくらいで
しょうか。

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】男女の比

率ということでの集計はとっておりません。た

だ、参加された方を見ると、女性の方が非常に

多かったところではございますが、男性の家

事・育児をテーマにしたイベントを1つ設けま
したので、若いお父様方にも多く参加していた

だきました。

【宅島委員】男女の比較の統計はとられていな

いということでありますけれども、やはりそこ

はある程度、何割ぐらいは男性だったというこ

とぐらいはきちっと把握をしながら、本当に大

事なことでありますので、もっともっと女性の

活躍ができるように、特に室長は女性でトップ

でありますので、ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

それと議案説明資料の3ページ、特に県民の
安心・安全に関わる問題でありますけれども、

飲酒運転の根絶とあります。

平成30年度の飲酒運転の件数がわかれば、教
えていただけませんでしょうか。検挙件数で結

構です。（発言する者あり）平成30年度でいい
です。（「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり）

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時１０分 休憩 ―
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― 午後 ３時１０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開します。
【宮﨑交通・地域安全課長】本県における飲酒

運転による交通事故の状況につきましては、平

成30年中、発生件数が42件、前年比マイナス15
件、負傷者数が56人、前年比マイナス33人とい
うふうに減少しておりますが、死者につきまし

ては3人、前年比プラス3人で増加しているとい
う状況でございます。

【宅島委員】 今のは飲酒運転の件数ですか。

【宮﨑交通・地域安全課長】飲酒運転の数では

なく、飲酒運転による交通事故の数です。

【宅島委員】それでは、飲酒運転による検挙件

数は何件ぐらいありますか。

【宮﨑交通・地域安全課長】飲酒運転の検挙件

数については、申し訳ございません、警察の方

で所管している事項ですので、こちらでは把握

しておりません。

【宅島委員】わかりました。しっかりと県警と

も連携をとっていただいて、飲酒運転の根絶に

全力を挙げていただきたいと思います。

それと、その次の高齢運転者の交通事故防止

等ということで。

全国的に見ても、歩道にいきなり車が突っ込

んできて、普通に生活している人が巻き込まれ

て亡くなったり、大けがをされたり、大変な事

故が毎日のように全国各地で起きているんです

けれども、高齢運転者の定義と申しますか、70
歳以上をいうのか、75歳以上をいうのか、65歳
以上をいうのか、何歳を高齢運転者と定義づけ

されているんですか。

【宮﨑交通・地域安全課長】年齢につきまして

は、65歳以上を高齢運転者としております。
【宅島委員】 高齢運転者は65歳以上との定義

はわかりましたけれども、交通事故を起こした

高齢運転者の件数は、平成30年で何件ぐらいあ
ったでしょうか。

【宮﨑交通・地域安全課長】 平成30年におけ
る高齢者の交通事故につきましては、発生件数

が1,618件、前年比マイナス212件、負傷者につ
きましては1,056人、前年比マイナス70人、死
者数につきましては17人で前年比マイナス18
人となっております。交通事故の全体数が4,641
件でございますので、構成率では34.9％となり
ます。

【宅島委員】わかりました。ありがとうござい

ました。

平成30年で1,618件の高齢者の交通事故があ
ったということです。これは県内でですよね。

（「はい」と呼ぶ者あり）県内ですね。ものす

ごい数だなと思います。

やはりこういう啓発活動を県警とともに県民

生活部としても、テレビや新聞や、いろんな媒

体を通して、飲酒運転の根絶や高齢者運転の事

故防止をぜひ努めていただきたいと思います。

それと犯罪被害者等支援についてであります。

条例が可決をされまして半年ぐらいたつんです

けれども、何件ぐらいの支援の実績があるのか

教えてください。

【宮﨑交通・地域安全課長】 条例が7月にでき
まして、それ以降に交通・地域安全課で関係し

ているものが1件ございます。これにつきまし
ては、脅迫事件の被害者の方に対して、住宅課

を通じて県営住宅の入居をあっせんしておりま

す。

【宅島委員】 条例制定後、1件の事案というこ
とです。

今から増えてくることも予想されますので、

ぜひ、しっかりした対応をよろしくお願いした
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いと思います。以上で終わります。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

【中山委員】行政との協働活動というのはＮＰ

Ｏ法人が代表的な名前になっているようであり

ます。ＮＰＯ法人が設立されてから、恐らく20
年近くなるのではないかと推測するわけであり

ますが、そこで今日は、ＮＰＯ法人全体の実態

とか課題、今後の支援のあり方等について少し

お尋ねしたいと思います。

平成31年3月31日現在でＮＰＯ法人が499団
体と資料にありますが、現時点で何団体あるの

か教えていただきたいと思います。

【吉野次長兼県民協働課長】 9月末現在で501
団体になっております。

【中山委員】 501団体ということで、499から
500、この辺を推移しているようであります。
そこで、先ほどは女性活躍という話もありま

したが、ＮＰＯ法人は女性が活躍しやすい組織

ではないかと考えているところでありますが、

501団体の中で理事長というか、法人の代表者
に女性はどの程度いますか。

【吉野次長兼県民協働課長】すみません、理事

長の男女の数は把握しておりません。

【中山委員】 年に1回、報告書が出ているわけ
ですから、そこについては確実に把握して、そ

の推移を見ていくことは大事だし、男女参画・

女性活躍推進室が隣にいるわけですから、その

辺に関心がないということについては、もっと

もっと女性に対して次長自体が目を向けていく

必要があろうというふうに考えておりますので、

ぜひ、まず把握に努めてほしい。

それと501団体、昨年は499団体でございます
が、平成30年度の総事業費はどの程度になりま
すか。499団体の平成30年度の事業活動費総額

は。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時１９分 休憩 ―

― 午後 ３時２０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【吉野次長兼県民協働課長】 平成30年度の事
業報告は今、順次出ている状況でございます。

こちらで平成28年度の事業報告で整理してお
りますので、その分でご報告させていただきま

すと、約100億円の全体事業費になっておりま
す。

【中山委員】平成28年度で約100億円というこ
とでありますから、かなり大きなふくらみにな

りつつあると思いますので、その中身まではお

尋ねしませんけれども、そこはもう少し正確に

数字をつかんでほしい。

併せて調査として、100億円近くの事業を行
った上で、どの程度の人が活動に参加している

のか、この辺もできればきちんと整理をして、

報告書を出してもらっているわけだから、それ

を足し算すれば出てくるわけですから、ぜひ、

そういう数字もきちんと今後捉えてほしいと要

望しておきます。どうですか、その点について

は。まずお答えいただけますか。

【吉野次長兼県民協働課長】活動している人の

数の把握をということですので、今後、検討し

てみたいと思います。

【中山委員】 それでは、499団体の中で、営利
事業活動法人も相当数いるだろうと思いますが、

数はどの程度いますか。

【吉野次長兼県民協働課長】一応、営利ではな

いということで、499団体となっております。
営利活動はしていない状況でございます。

【中山委員】ＮＰＯ法人は営利をしていいんで



令和元年１１月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（１２月１１日）

- 87 -

すよ。そういうふうになっているじゃないの。

ボランティアと営利事業をしていいようになっ

ているじゃないの。

【吉野次長兼県民協働課長】収益を上げて、そ

れをまた自分たちの活動に回すという形になっ

ております。収益活動ということでは、うちの

方では捉えておりません。

【中山委員】その収益活動ですよ。収益活動を

どの程度やって、その主な内容を教えてくれま

すか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【吉野次長兼県民協働課長】法人の活動分野と

して保健、医療、福祉というところが一番多い

状況にありまして、499のうち約300法人がその
分野で活動されていまして、福祉事業所等での

活動が主な収益ではないかと思っております。

【中山委員】あとは深くは追及しませんが、そ

れではもう一つ、ＮＰＯ法人の解散もかなりあ

っているようですから、解散の数と、取り消し

団体があるんじゃないかと思いますが、その辺

を教えてくれますか。

【吉野次長兼県民協働課長】 平成30年度に解
散が12で、認証の取り消しが2となっておりま
す。

【中山委員】 解散数、平成26年が20、平成27
年が17、平成28年が18、平成29年が10とあり
ます。その前もあるんじゃないのか。解散の総

数がどの程度ありましたかと聞いているんです

が。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２４分 休憩 ―

― 午後 ３時２４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開します。
【吉野次長兼県民協働課長】トータルで申し上

げますと、今までに188の解散があっておりま
す。

【中山委員】非常にこれは重い数字なんですよ

ね。499、約500設立して188だから、これを足
して700ぐらいのうち約200ぐらいが解散して
いるわけですね。ここをやはり重く受け止めね

ばいかんということを申し上げておきたいと思

います。

あと、少し具体的にお聞きしたいと思います。

ＮＰＯ法人をいかに活用させるかということに

ついては、形態の問題です。形態をどう組み合

わせていくのか。基本的なものは、ＮＰＯ法人

と行政と民間企業と、こういう形になると思う

んです。こういう形が一つだと思います。それ

とかＮＰＯ法人と行政、そしてＮＰＯ法人と民

間企業・団体、そしてＮＰＯ法人同士というこ

ともあろうと思いますが、どういう形態が一番

多いですか。

【吉野次長兼県民協働課長】企業とＮＰＯとい

う数は把握しておりませんが、ＮＰＯと県との

協働が、昨年度で100件ございます。
【中山委員】ここら辺を把握せんばいかんです

よ。県とＮＰＯだけが県民協働ではないですよ。

21市町にこれはまたがっているんですよ。21
市町でどういう形で協働しているかについても

調査はしておらんのじゃないかと思うけれども、

どういう形態が一番望ましいのか、どういう形

態が一番効果が出ているかということについて、

やはり分析せんばいかんですよ。もう20年ぐら
いになって、盛んにＮＰＯ法人を育成しようと
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かと言っているけれども、実態について、今聞

いただけでも、ほとんどぼやっとしかつかんで

おらんという状況で、大変さびしい限りですよ。

それと、地域をおこすためには、ＮＰＯ法人

と自治会、町内会とのコラボが非常に有効だと

いうふうに私は考えているんだけれども、それ

についても恐らく把握していないと思います。

ぜひ、実態を含めた調査を十分やってほしいと

申し上げたいと思います。

私も、ＮＰＯ法人の立ち上げから、ここ20年
ぐらいかかわっているので、ＮＰＯ法人につい

て少しは知っているんです。私の入っている団

体も、子どもから大人まで8,000人を超えて参加
していただいているので、その点は貢献できて

いると思うんですが、会員が継続してやるのが

なかなか難しいという問題が現実にあります。

それとか定款の変更、これがまたものすごく

難しいんですよ。例えば定款の一部を変えたい

とか、代表者を変えた時に、法務局に行って、

ものすごく苦労するんですよ。法務局としては、

専門家をやってくださいと、素人は来てくれる

なと、そういう話もあるんですよ。時間がかか

るから、素人から一々聞かれたら。非常にこの

辺が負担になっています。

それと、県に対して報告書がありますね。こ

ういうのも、十分にＮＰＯ法人に伝えずに途中

で変えるとか、それに合わせていけというよう

なことがあっておるという話もちょっと聞いた

ことがある。提出についても十分事前にやって

いくとか、そういう書類を書くとか、非常に手

間がかかるという声を私は聞くわけであります。

次長としては、ＮＰＯ法人の課題についてど

のように捉えているのか、お答えいただけます

か。

【吉野次長兼県民協働課長】先ほど委員から解

散も一定多いというご指摘がありました。その

要因としましては、参加する人員の確保が困難

であるとか、高齢化してきて後継者がいないと

か、先ほどおっしゃっていただいたような事業

報告書を書くスキルというか専門的な知識がな

いというようなことがありまして、なかかな継

続ができないというような状況にございます。

なので、一定の数はございますけれども、なか

なか体力的なものが弱い団体が多いのかなとい

う認識でございます。

【中山委員】 700ぐらい設立されて、約200ぐ
らいが解散をした。それでは、その課題を受け

て、今後の対策というか、これをどういうふう

な形で、活躍しやすいよう支援というか、その

辺に具体的にどう取り組もうとしているのか。

今年も取り組んできたと思いますけれども、実

効性が上がるような取組になっているのかどう

かも含めて、来年で20年ぐらいになるので、一
歩踏み込んだ総合的な取組にする体制をとる必

要があるのではないかという気がしますけれど

も、次長としては、今年度やってきて、来年度

以降に向けてどのような点に力点を置いて取り

組むべきなのかについてお尋ねしたいと思いま

す。

【吉野次長兼県民協働課長】先ほど申し上げま

したとおり、ＮＰＯの体力がなかなかなく、そ

このところの人材育成、ＮＰＯ法人の育成とい

うことは一定必要かと思っておりまして、現在

も中間支援組織という団体による支援で運営体

制を強化していく、事務局体制を強化していく

支援を続けております。そういうＮＰＯの育成

強化は継続していきたいと考えております。

また、協働につきましても、協働サポートデ

スクという相談窓口を設けておりますが、そこ

での協議を来年度はさらに回数とか時間をかけ
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ながら、ぜひ協働に結びつけていけるようにと

いう形で丁寧な支援を行っていきたいと考えて

おります。

【中山委員】ぜひ、徹底した取組をしてほしい

と思うんです。

私に言わせると、これは政策を立てる人が経

験をせんことには、政策をぴしゃっと合わせる

のが難しいんだろうと思うんですよね。頭の中

では幾らわかっておってもね。

そこで、今後の方向として、一つはＮＰＯ法

人に県職員、市町職員をどう参加させるかとい

う問題と、これだけの課題が県内にあって、そ

の課題実現のために職員に立ち上がってもらっ

てＮＰＯ法人をつくって、自分たちが会員を出

して、長崎県の課題を一緒になって考えていく

と、そういう実体験が全体を勇気づけていくん

じゃないかと思うし、そういう形になった方が、

私は全体的に元気が出てくるんじゃないかと思

うんです。

その辺を含めて、ひとつ新たな視点で県職員、

市町の職員が参加してもらわねばいかんし、自

治会については知事も参加要請をしております。

ぜひＮＰＯ法人についても、県がこれを協働相

手として育てていこうとするなら、そこまでぜ

ひ踏み込んでほしいと思いますので、最後に、

これは部長にお聞きしたいと思います。その姿

勢について。

【木山県民生活部長】ただいま委員から、各種

ご指摘をいただきました。おっしゃるように、

我々が協働の相手としてＮＰＯとお話をさせて

いただく中で、実際に活動を我々がした場合に

は、そのＮＰＯの皆さんとのお話がより効果的

に通じる部分もあるかと思います。

一定、県の職員の中でＮＰＯ活動に参加して

いる者もおりますが、まだまだ十分にＮＰＯ活

動をしていると言える段階ではございません。

私どもも日ごろのＮＰＯの方とのお付き合いも

一定ございますので、そういったところも含め

ながら、県の職員、そして市町の皆さんにも、

ＮＰＯ法人活動への参加についてぜひ呼びかけ

てまいりたいと思います。

【中山委員】 ぜひ、県民生活部の中に、ＮＰＯ

法人県民生活、豊かにしようというようなＮＰ

Ｏ法人でもいいわけですから、これは10人以上
おればやれるんです。この中でも相当有志がお

るごとあるから、自分たちも自ら、指導する部

から、職員とよく相談をしてやれないのかどう

か。

皆さん方がやれないのに、ほかの部署の職員

に、市町の職員に、なかなか説得力がないと思

うんです。ぜひその辺を含めて、かなり難しい

ことと思いますけど、皆さん方も県職員と併せ

て県民でありますから、地域に住んでいるわけ

ですから、その辺に重きをおいて、ぜひ県民生

活部の中にそういう職員が、参加する人が増え

たり、そしてそれを発展してＮＰＯ法人をつく

って、ひとつ県民生活について語り合おうじゃ

ないかと、職業を離れて考えてみようじゃない

かと、そのくらいの意気込みが出てくれば大変

ありがたいと考えておりますので、ぜひそうな

るように、部長の前向きの活動をひとつ期待を

しておきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

【坂本(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【山口(初)委員】 チャレンジ2020の関係で、少
しお尋ねをいたします。

「長崎県総合計画 チャレンジ2020 平成30
年度の数値目標の進捗状況」の資料の5ページ
を見てください。戦略9「快適で安全・安心な
暮らしをつくる」の施策3「食品の安全・安心
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の確保と安全・安心な消費生活の実現」の中で、

長崎県における食品の安全について安心してい

る人の割合を表に示されているわけです。

最近、食品の安全というのは国民の皆さんの

関心が非常に高まっていると思っています。子

どもたちにとって食物とか食品アレルギー等々

も増える状況にあるわけであります。

統計名は長崎県の取組に関する県民意識アン

ケート調査となっているわけですが、この設定

時に私は不在といいますか、この設定の根拠を

良く知っていない部分があるものですから、そ

の部分も含めてお尋ねをすることになりますけ

れども、まず、一番上の食品の安全の関係で、

調査する項目はどのようなものなのか、その辺

から少しご説明いただけますか。

【峰松食品安全・消費生活課長】今お尋ねの長

崎県の取組に関する県民意識アンケート調査は、

生活企画課が実施しておりまして、チャレンジ

2020の進捗につきまして調査をしていくアン
ケートでございます。こちらは、およそ1,000
人の県民の方から調査を行っています。

【山口(初)委員】 要するに、調査するサンプル
数は1,000ということですね。
いつ、どのような方法で。毎年の集計がずっ

とここに上がっていますが、どういう手法でや

られているんですか。アンケート調査は、郵便

でやるものなのか、どこかに出向いてやるのか、

どういう時にこのデータは出るのかなと、ちょ

っと疑問に思ったものですから。

【峰松食品安全・消費生活課長】 こちらは、県

内全域の高校生から60歳以上のモニターの方
を対象に、インターネットで調査を行っており

ます。

【山口(初)委員】 ネット調査ですね。
この目標値の設定の根拠といいますか、アン

ケートに答える県民の皆さんの75％が食品の
安全について安心していたらオーケーというよ

うな目標になっているわけですが、ここのとこ

ろはどういう考え方で75％を目標になさって
いるんですか。

【峰松食品安全・消費生活課長】 こちらは、前

総合計画の時に、食品の安全について安心して

いる割合の数値が、平成25年度で74.9％でござ
いました。この過去最高の数値を上回ることを

目標にいたしまして、75％という数値を設定し
ているところでございます。

【山口(初)委員】 裏を返せば、県民の25％の人
は我々の食品について安心というか信頼してい

ないということを認めているような状況になる

んですが、これはあくまでも数値上の世界です

けど、そういうものでいいのかなという感がし

ています。

次の消費生活センターにおける斡旋解決率も、

消費者トラブルにかかる苦情相談に対応し被害

からの救済を図るための一つの指標として斡旋

解決率を指標にされているわけです。全国平均

は6％程度、それより高めの11％と設定してい
るということです。

これも、11％は、いろんな苦情相談があって、
それを解決しようとする数字ですが、89％は、
なかなか難しい世界というふうに初めから踏ま

れているのか、ここのところも考え方を教えて

ください。

【峰松食品安全・消費生活課長】斡旋解決率と

申しますのは、消費生活センターに消費トラブ

ルに関して相談がございまして、センターが業

者の方と相談者の間に立ちまして問題を解決す

るというのが斡旋でございまして、それによっ

て解決する目標が11％でございます。
そこまで至らずに、こちらが相談者の方にア
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ドバイス、助言をすることによって個人で解決

される例もございますし、もっと難しい事案に

なりますと、弁護士や司法書士という法律の専

門家をご紹介する場合もございます。そういう

ことで、斡旋解決率としましては11％を目標に
しているところでございます。

進捗状況の分析のところに書いておりますが、

全国平均で例年大体6％でございますので、決
して低い数字ではないということをご説明した

いと思います。

【山口(初)委員】 ということは、長崎県の消費
生活センターの相談員さんのやれる範囲という

か、それは1割程度の実績として残していると。
いろんなトラブルがあるわけで、それを全国平

均よりもはるかに高い解決をみていると理解し

ておっていいわけですかね。

残りの89％の部分が非常に気になるもので
すから、きちっと理解できているわけではあり

ませんが、そういうことになっているというこ

とは理解できました。

もう一つ、3番目の食品取扱施設の監視指導
件数の関係です。これは各保健所でやられたの

を県で集約した数値だろうと思うんです。2万
件、それぞれ毎年やる。そうすると、月に直す

と大体1,600から1,700件の監視指導をやって
いるということです。

各保健所と書いてあるんですが、県内の保健

所は全部で幾つあるんですか。すみません、初

歩的な質問で。

【嘉村生活衛生課長】 県立保健所は、県内に8
つございます。

【山口(初)委員】 ということは、8つの保健所
それぞれが食品取扱施設の監視指導をやってい

ただいていると、合わせて月に1,600件ぐらいと、
8で割れば大体200件ぐらいずつ、各保健所が監

視指導をしてくれているというふうに見るわけ

ですね。

【嘉村生活衛生課長】各保健所で所管しており

ます営業施設には多い少ないがございまして、

8できれいに割るという形ではありませんけれ
ども、それに応じた人員配置がなされておりま

すので、平均すると、そのようなことになると

いうことでございます。

【山口(初)委員】 わかりました。日本の法律、

種子法の改正等々もあって、食の世界はこれか

ら大きく変わる状況にあるので、きちっとその

辺はですね。それとはまたちょっと違う世界か

もしれませんが、しっかりと国民の食について

監視といいますか、指導といいますか、十分に

やっていただきたいと思っていますので、よろ

しくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【八江委員】交通安全対策に関連することであ

りますけど、高齢者運転ということになります

と、ここに高齢者運転に該当する議員もたくさ

んおります。宅島委員が確認したところ、65歳
以上ということで、見渡す限りずっとおります

けど、（発言する者あり）そういう最中で、確

かに正直言って全国の同年配の皆さんに危惧を

しながら、心配しながら、確認もしながら、ま

たか、またやったのかなという思いもあります

と同時に、一つは残念だなという思いもありま

す。

運転の未熟さとか経験不足のため、免許証は

交付されたが、たんす免許などを利用している

方は少ないとは思いますけど、これまでやって

きたことが十分経験を生かしきれていない部分

があったりして、あるいは過ぎて、事故件数が

増えているということもあるかと思いますので、

正直言って、年齢的な立場から考えてみれば大
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変危惧をしております。だから、どのようにし

て質問をすればいいのかなと、質問の仕方も大

変危惧しながら質問をしたいとは思いますけど。

前回の委員会でも申し上げたと思いますけど、

確かに年齢が高くなれば、認知症をはじめ、目

のよさ悪さ、耳の問題その他あって、普通以上

に障害といいますか、届かない部分があって、

大変世の中に、世間に迷惑をかける部分が多い

とは思います。

つい先日、私も、近所の連中など含めて高齢

者ばかりで話をしよると、「最近、車に乗れん

もんやけん、困ったもんさい」って、こういう

話。どのようなことなのかといえば、買い物に

行くにも、病院に行くにも全てタクシーなどを

使わにゃいかんと、あるいは家族の応援がなけ

ればできないと。そうなれば、やっぱり非常に

心配なところがあるわけです。

それはタクシーなどを使えば一番安心ではあ

るんですけど、田舎に住んでおれば、タクシー

を呼ぶにしても、諫早も田舎とは言いながら1
時間はかからないとは思いますけど、電話をか

けてから半時間かかって、そして10分ぐらいの
用事を済ませて帰ってくるということになって

くると、正直言って、費用対効果などを考えれ

ばマイナスな人生を送らにゃいかんなと思って

心配をしております。

だからどうすればいいかということから、県

におきましては、自動ブレーキなどの先進機能

を有する安全運転サポート車の試乗による普及

啓発や、今年度新たに高齢運転者の安全運転モ

ニタリング事業に取り組むなど、警察関係機

関・団体と連携して高齢者の交通安全対策を推

進していきたいということで、大変ありがたい

ことではありますけど、これをどのように進め

ていかれるのか、お尋ねをしたいと思います。

端的に言って、どういうことかなと思いまして。

【宮﨑交通・地域安全課長】高齢運転者の交通

事故防止対策につきまして、現在、執り行って

いますのは、安全運転サポート車の普及啓発事

業で、これについては各種イベント等において

安全運転サポート車に乗って性能を知っていた

だくという啓発活動を行っております。

それとあわせて、今、力を入れて行っていま

すのが安全運転モニタリング事業で、これにつ

きましては、11月18日から長崎市、佐世保市の
モニター50人に対して、ドライブレコーダー付
きの装置を取り付けまして2カ月間のモニタリ
ングを行っている状況でございます。このモニ

タリングにおきまして、急加速であったり急減

速等の危険挙動をした日時、場所等がドライブ

レコーダーによって確認できますので、モニタ

ーの方はいわゆる危険挙動があった場合の振り

返り、自分がどういう運転をしていたのかを振

り返っていただき、それで安全運転に結びつけ

ていただくこととしております。

もう一つは、2カ月後に全ての方の分析結果
を取りまとめまして、高齢運転者の運転挙動を

把握し、把握した内容を高齢運転者の教育等に

活用したり、また、危険挙動が発生しやすい道

路環境等がわかれば、その道路環境等の改善な

どに活用していきたいと考えております。

【八江委員】 一概に高齢者と言っても、100歳
になってもまだまだ、年齢的にはそうだけれど

も、精神的にも体力的にも全て備わった方々も

いるから一概には言えないとは思います。65歳
以下の方でも認知症等を早く発症される方もい

らっしゃいますし、一概には言えないと思いま

すけど、事故をなくすことは大事なことですか

ら、どのようにしていけば一番いいのかなと思

います。
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免許証を交付する前に、たくさん試験等を受

けて点検等していく必要がありますが、そこが

一番、堰になるのかなと。この人に免許をあげ

ていいのか、いけないのかという問題もありま

す。

また、家族の中で免許証返納とかなんとか取

り組んでいる。家族も心配して、「じいちゃん、

ばあちゃん、もうあんた危なかよ」と言えると

ころと言えないところがある。大変だなと思い

ながら、じゃ、どうすればいいのかとなってく

ると、なかなか難しいなと思っております。

それで、近距離、遠距離。市内を近距離とす

れば、市外は遠距離と。マークをつけて市内専

用の車ですよとか。

あるいは車種によって、軽自動車はマークを

つけて、これは高齢者の運転するモニタリング

車であるとか、何かいろいろ付けてするとか、

何かそういうものをしながら、本人の自覚と周

囲の見た目をつないだ関係ができないかなとい

う思いもあります。ただ、難しいです。質問も

難しいです。どっちも、乗りたいし。

正直言って私も79歳で、年から考えて、「誰々
が事故した、80歳だ」と言われたら、「ああ、
また年寄りが」と言われることは間違いないん

ですけど、まだまだ体力的にはお互い自信も、

また精神的な素養も持っていますので、投げ出

したくないなという思いがあって、難しいとこ

ろで問題が多いんですけど。

その点は、もう少しその実験等を通じながら、

高性能、先進機能を持った車のブレーキ機能、

逆走しないようにできる機能、そういったもの

をどのように活用していくかということも大き

な課題だと思います。それを全部買って、入れ

替えてできるものではないと思いますけど。

厳しいですけど、厳しい中で指導をしていた

だいて、減らすことが目的じゃなくて、1人で
も多く安全運転ができるように、両輪のごとく

行けるように指導していただきたいなと、こう

いう要望しかできないんですけど、課長、それ

でいいですかね。

【宮﨑交通・地域安全課長】免許の関係につき

ましては警察の所管でございますが、先ほどお

話ししましたモニタリングのモニター50人の
方にアンケートを開始前に取らせていただきま

した。この方々につきましても委員ご指摘のと

おり、今後、免許証を返納した場合は何に一番

困るかというと、やっぱり買い物だとか病院へ

の通院ということでございました。免許返納に

ついて、まだ十分考えていないという方も多い

状況でございます。

引き続き県警や庁内の関係各課・団体とも連

携しながら、交通事故防止対策に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

【八江委員】関係団体というのはいろいろある

と思いますけど、高齢者が関係する老人クラブ

連合会はじめ、そういった高齢者の皆さん方の

団体ともしっかりコミュニケーションを図りな

がら、いろんなものを導入する、あるいは進め

ていく中では大事なことだと思いますので、若

い人の考え方だったら、「もうあれはこれでよ

かさ、これでよかさ」と、もういろんなことで

切られてしまったら後の祭りということになり

ますから、どうぞひとつその点は、警察当局を

はじめ、関係団体に高齢者の団体も含めて、し

っかり協議しながら進めていただきたいと強く

要望しておきたいと思います。以上です。

【坂本(浩)委員長】ほかにございませんか。（発
言する者あり）

【有吉男女参画・女性活躍推進室長】 先ほど、
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饗庭委員から、重点施策の中でお尋ねがござい

ました、県内大学の卒業生のうちの県内就職の

割合につきまして、産業労働部に確認しました

ところ、全体的な数値としては41％と出ており
ますが、女子大学生に絞っての県内企業への就

職率については算出していないということでご

ざいました。

【坂本(浩)委員長】饗庭委員、よろしいですか。
【饗庭委員】やはり女性活躍で進めていくには、

先ほどもありましたように、数字も要るかと思

いますので、今後は数字がわかるようにしてい

ただければと思います。

【坂本(浩)委員長】 それでは、ほかに質問はご
ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、県民生活部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ０分 休憩 ―

― 午後 ４時 ０分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、交通局関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

県民生活部の理事者の皆様方、大変お疲れさ

までした。

― 午後 ４時 １分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年１２月１２日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時５９分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂本  浩 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委   員 八江 利春 君

〃 中山  功 君

〃 坂本 智徳 君

〃 外間 雅広 君

〃 中村 和也 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 宅島 寿一 君

〃 饗庭 敦子 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 小畑 英二 君

営 業 部 長 濵口  清 君

県民 生活部 長 木山 勝己 君

環 境 部 長 宮﨑 浩善 君

土 木 部 長 岩見 洋一 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂本(浩)委員長】 おはようございます。
委員会及び分科会を再開いたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

交通局については、予算議案はありませんの

で、委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

まず、交通局長より、総括説明をお願いいた

します。

【太田交通局長】 おはようございます。

「令和元年11月定例県議会環境生活委員会関
係議案説明資料」の1ページをお開きください。
交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第130号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部
を改正する条例」であります。

第130号議案につきましては、令和元年9月24
日付けの国の標準運送約款改正により、普通乗

車券の払戻し手数料が従来の100円から110円
に改正されたため、当局においても同様の改定

を行うものでございます。

以上をもちまして、議案関係の説明を終わり

ます。

次に、議案以外の主な所管事項につきまして

ご説明いたします。

（空港リムジンバス等への優先席の設置につ

いて）

交通局を含む県内のバス事業者4社局におい
ては、長崎空港を発着するバスに、高齢者や体

の不自由な方などの優先席を設置し、年内を目
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途に運行を開始することとしました。

これは、去る8月6日、難病患者のＮＰО法人
等から長崎県バス協会に対して、空港リムジン

バスにおいて、乗降が容易な車両前方への優先

席設置の要望が出されたことから、県バス協会

と長崎空港にバスを乗り入れている4事業者間
で協議し、空港リムジンバスなどの運転席側最

前列2席を、乗客が一目でわかるように各事業
者共通のヘッドレストカバーで表示した優先席

とし、高齢者や体の不自由な方などにご利用い

ただくこととしたものであり、年内に運行開始

できるように各事業者で準備を進めております。

交通局では、空港リムジンバスや、長崎～佐

世保線、長崎～HＴＢ線、高速シャトル諫早・
大村線で予定しており、バスをご利用いただく

お客様に周知を図ってまいります。

（ｎａｇａｓａｋｉ ｎｉｍｏｃａ導入につ

いて）

交通局をはじめとする県内7事業者で導入を
進めている全国相互利用交通系ＩＣカード「ニ

モカ」については、来年春の運用開始に向けた

準備を進めており、交通局においても、国県市

町の補助金交付決定を受け、バスへの機器の設

置を順次進めております。

去る11月8日には、県バス協会からカードデ
ザインの発表を行いましたが、長崎らしさをＰ

Ｒするため、カードの名称を「ｎａｇａｓａｋ

ｉ ｎｉｍｏｃａ（ナガサキニモカ）」とし、

長崎県内の観光名所や名物19品を背景に、
「ｎａｇａｓａｋｉ ｎｉｍｏｃａ」のロゴと

ニモカのイメージキャラクター「フェレット」

からなるオリジナルデザインを採用しておりま

す。

今後、導入事業者と連携し、それぞれの車両

にカードＰＲのラッピングを施すなど周知活動

を行い、カードの利用促進を図ってまいります。

（営業・広報活動について）

交通局では、地域の方々とのふれあいを通じ、

バスをより身近に感じていただくため、各地の

イベントに積極的に参加しており、今年度も

様々な地域イベントにおいて、バス運転席での

記念撮影や子ども向けの催しなどを行い、多く

のお客様に好評をいただきました。

去る11月3日に開催されたおおむら秋まつり
では、バス車内の忘れ物で持ち主が不明となっ

た物品でバザーを行ったところ、多くの方に来

場いただきました。その売上金7万210円につき
ましては、8月に発生した佐賀県豪雨災害の義
援金として寄付いたしております。

9月20日のバスの日には、長崎交通公園にお
いて、長崎北保育園の園児を招待した交通安全

教室を実施し、また、精道三川台小学校の要望

を受けバスの乗り方教室を実施いたしました。

今後も、県民の方々との身近なふれあいの場

を設けていくことで、バスの利用促進につなげ

てまいります。

（経営の効率化・適正化について）

今年度の経営見通しについては、上半期にお

いて、収入においては、昨年12月の乗合運賃改
定の効果などがあり、また、費用においては、

人員減に伴う人件費の減などがあり、昨年度と

比べ収支に一定の改善はあるものの、軽油価格

の高止まりなどから、収支均衡の達成には厳し

い状況が続いております。

このような状況を受けて、今後も、中長期の

観点から収支改善のための、様々な経営の効率

化に取り組んでいくこととしており、今年度に

おいては、エンジンのオーバーホールを積極的

に実施するなどバスを延命化しながら、車両更

新の適正化を図っております。
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また、事務作業の効率化に向け、知事部局の

例を参考にしながら、定例的業務について、Ｒ

ＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーシ

ョン）の試験導入を今年度行うこととしており、

ＩＣＴ・ＩｏＴ等を活用した業務効率化を図り

ながら、コスト縮減を積極的に実施し、合わせ

て時間外業務の縮減に繋げるなど働きやすい職

場環境の整備についても取り組んでまいります。

（貸切バスツアーの取組について）

貸切バスツアーの取り組みについては、子会

社である長崎県営バス観光株式会社とタイアッ

プし、毎年度実施しております。

県内を素材としたツアーについては、本年10
月より、「長崎！魅力再発見ツアー」と銘打ち、

これまでの「小長井かき焼きツアー」や「池島

炭鉱探検ツアー」に加え、「松浦のアジフライ

を食するツアー」、「平戸日帰りツアー」、「生

月や佐々のウォーキングツアー」、「壱岐1泊2
日ツアー」など、県北や離島地域についてもコ

ース設定を行っております。

また、1月から3月にかけては、県外へのバス
ツアーである「県営バスよか余暇ツアー」を実

施することとしており、大分県天ヶ瀬温泉に宿

泊し、令和ゆかりの地である坂本八幡宮や、福

岡県糸島、佐賀県唐津など、北部九州3県を周
遊する見どころ満載のコース設定になっており

ます。

今後も、ツアーの実施により、長崎県の観光

振興と交流人口の拡大を通じた地域の活性化に

寄与しながら、貸切バス受注の増加にもつなげ

てまいります。

以上をもちまして、交通局関係の説明をおわ

かります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂本(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 それでは、質疑がないよう
ですので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第130号議案については、原案のとおり可決
することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【小畑管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料についてご説明いたしま

す。

資料は、環境生活委員会提出資料になります

けれども、1000万円以上の契約案件につきまし
て、本年9月から10月までの実績は、資料1ペー
ジに記載のとおり、計4件となっております。
以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。
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【坂本(浩)委員長】 以上で説明を終わります。

次に、議案外の所管事務一般に対する質疑を

行うことといたします。

まず、今説明がありました「政策等決定過程

の透明性等の確保などに関する資料」について、

質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【西川委員】ニモカカードは、県内バス事業者

全部の参加ができなかったことは残念ですが、

ニモカの選択については、正解というか、それ

でよかったのではないかと私は思います。

そういう中で、ＩＣカードに関する事業につ

きましては、ずっと前に金銭的なトラブルや未

収金を発生させるなどのことも起こりました。

今回、その取扱いについて、取引先等につい

ては、今までと全く一緒のようにやっていくの

か。それと補償、担保についての考え方は全く

今までと一緒なのか。そういう収益性、そして

完璧な集金を含めた体制がどのようになってい

るのか、お尋ねいたします。

【濵口営業部長】ただいまのご質問の件でござ

いますが、まず、今、長崎スマートカードとい

うのを運用させていただいていますが、これに

代わってニモカを導入ということでございます。

例えば、今、交通局の窓口以外でチャージ等を

していただくところを委託しておりますけれど

も、この考え方というのはニモカについても基

本的には同じような考え方でとは思いますが、

改めて過去の不祥事等も踏まえて、本当に委託

先が適切かどうかというのは、改めてそこは検

討させていただきたいと思います。

【西川委員】 洗い直しとか、再契約とか、そう

いうことをするのか、しないのか。それは今か

ら検討するのか。金銭的トラブルが絶対あって

はならないと思いますので、そういう完璧なシ

ステムにしていただきたいと思いますので、お

尋ねしたわけです。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時１２分 休憩 ―

― 午前１０時１２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開します。
【濵口営業部長】 大変失礼しました。今まで、

長崎スマートカードの各委託先がございました

けれども、それはチャージ等の窓口ということ

で委託をさせていただいていました。今後、ニ

モカになりましたら、基本的にほとんどのコン

ビニエンスストアでチャージ等もできるように

なりますので、今まで委託していたところに、

また再契約で委託というのは考えにくいかなと

思っております。（発言する者あり）考えてな

いということです。

【西川委員】そうしたら、ずっと前に説明があ

りましたように、コンビニなどで積み増しした

ら、まずコンビニにお金がいって、コンビニを

通して幾らかの手数料を引いて交通局に収入と

して上がると。ちょっと言えば、まるっきり現

金商売的な感じで、そういうトラブルなどは発

生しない、大丈夫だ、完璧だと今は思っておら

れるんですね。何か懸念することはありません

か。

【太田交通局長】 ニモカカードへの積み増し、

それと発券等については、今、私が聞いている

範囲でありますと、まず発券については各バス

事業者の方で発券をいたします。積み増しにつ

いては、ニモカのカード会社とコンビニ等が契

約をいたしまして、そこが積み増しのそういう
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取扱いを行うと。これまでのスマートカードに

ついては、県営バスが主体となりまして積み増

しをするところと契約をしておりましたけれど

も、今回ニモカに代わりますと、ニモカ側がコ

ンビニ等、積み増しなどの取り扱いをするとこ

ろと契約をしていくという格好になってまいり

ますので、今まで取扱いをしていた、私たちの

スマートカードの積み増しをする拠点というと

ころと、今度はニモカとの契約になっていくと

私は理解をしております。ですから、現在取り

扱っているところについては、今後、ニモカと

の協議というのを進めていくようになると考え

ております。

【西川委員】 そうしたら、常識的には、県営バ

ス当局に金銭的なトラブルは全然起こらないと

思います。

そういう中で、ニモカカード本部から交通局

が差し引かれる手数料的な金額のパーセンテー

ジは、現在のカードとどれくらいの差があるの

か。全く同じなのか、高いのか、その辺はどう

ですか。カード会社やコンビニは、ちゃんとし

た手数料を取ると思いますので、その辺の収益

性についての、例えば1,000円とか3,000円とか
の売上に対する実収入はどうなっているんです

か。今までの形態と違いますか。減りますか、

増えますか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時１６分 休憩 ―

― 午前１０時２６分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
【西川委員】 ニモカシステム導入一式で5億
3,362万8,227円、株式会社ニモカに随意契約で
今回契約されておりますが、これはハードウエ

ア、つまり機械だけなのか、ソフトウエアも入

っているのか。また、今後何年間かの維持管理

のランニングコスト的なものも入っているのか、

その内容を詳しく教えていただきたいと思いま

す。

【濵口営業部長】委員のご質問の件でございま

すけれども、まず、5億3,000万円は、システム
とハード面の設置費用を含んだところでござい

まして、維持管理費等はこの中には含まれてお

りません。

【西川委員】これは、あくまでも初期の投資に

必要な金額ですね。では、今からのランニング

コストについてどうなのか。つまり、ニモカに

払わなければならない金額がどうなっているの

かとか、そういうのをもっと詳しく、今日言っ

ても間に合いませんので、次の2月議会までに
は、（発言する者あり）そうか、委員構成が変

わるんだね。できれば、今議会閉会日の20日ま
でに、各議員にペーパーで説明していただけな

いでしょうか。

委員長、そういうことでいいでしょうか。

【濵口営業部長】委員ご指摘の件は、改めまし

て整理をし、ご報告をさせていただきたいと思

います。

【坂本(浩)委員長】 よろしくお願いします。
ほかにございませんか。

【饗庭委員】 今のニモカのところで伺います。

来年の春運用開始ということなんですけれども、

今、長崎バスもいろいろ変わっていて、県民の

皆さんが、いつからか明確にわからないと。い

つからカードを替えればいいんだろうかという

声をたくさん聞くんです。来年春とは書いてあ

りますけれども、もう日程が決まっているのだ

ったら教えていただきたいのと、もっと県民に、

先ほどは私たちにわかりやすくということだっ

たですけれども、県民にもわかりやすく説明を
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していただかないと、いつまでこのカードを使

って、次のカードはどこから使うのかというの

があるので、そのあたりを教えてください。

【濵口営業部長】供用開始日というのも、でき

るだけ早くお伝えしたいというのはございます

けれども、今年度末を目指して準備を進めてお

ります。導入時期につきましては、交通局だけ

じゃなくて、他の事業者等もございますので、

今、準備作業中でございます。正確には、まだ

いつということを申し上げることはできません。

今は、導入は来年の春ということと、スマート

カードとの併用期間が夏頃までということを広

くお知らせしておりますが、そこに余り差異が

ないような形で進めていきたいとは思っており

ます。

【饗庭委員】進めていきながら、わかったら早

めに周知を県民の皆さんにしていただければと

思います。

次に、経営の効率化・適正化のところで、「費

用においては、人員減に伴う人件費の減などが

あり」と書いてあるんですけれども、前回質問

した時に、運転士は人不足ということを言われ

ていたかと思います。この人員減というのは、

運転士以外の方が減ったということで理解して

いいのか、どういうことで減ったのか教えてく

ださい。

【小畑管理部長】人件費についてのお尋ねです

けれども、交通局の正規、嘱託を含めまして、

今の時点での前年度との比較で、大体15人ぐら
い減っている状況でございます。大多数は乗務

員ですが、それ以外でも、例えばガイドの数が

退職等で減っているというのがございますが、

ほとんどは乗務員の数で欠員、先ほど申し上げ

ました欠員状況もございますので、現時点の比

較においてその程度人数が減っているという状

況でございます。

【饗庭委員】ということは、前回お聞きした時

より欠員が増えているということでしょうか。

【小畑管理部長】 欠員状況につきましては、9
月の時点とほぼ変わっておりませんで、大体乗

務員については20名程度の欠員状況というの
は続いております。あくまで、今の時点で把握

した数字ですが、その状況が、前年と比較して

十数名の減ということです。ただ、乗務員の欠

員ということになりますと、現在、20名ほど足
りてないという状況でございます。

【饗庭委員】人員不足になると、やはり過労問

題というか、過重労働問題が前回もすごく気に

なって質問させていただき、時間数ももらった

ところではございますけれども、そこが改善さ

れてないというところかと思いますので、その

あたりは、募集しておられるんだろうとは思い

ますけれども、なかなか来ないというのはどう

いうふうに分析をしておられますか。

【小畑管理部長】 欠員については20名と申し
上げました。あくまで、その20名というのは12
月1日時点の数字でございまして、実は夏場に
行いました試験で今後配置を予定している職員

が4名ほどおります。今後、1月にもまた試験を
実施する予定にしておりまして、そういった職

員で今後補充をしていくという形ですので、20
名が少しでも減るような形で進めていきたいと

思っています。

その要因ですけれども、基本的には、これは

県営バスに限らず、バス事業者共通の課題なん

ですが、そもそも大型2種免許をお持ちの方の
数が減っているという状況でございます。特に、

今、お持ちの方というのは、50代、60代、70
代といった高齢の保持者がほとんどでございま

して、それより下の年齢の大型2種免許の保有
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者といいますか、取得自体が年々減っていると。

ですから、そもそもなり手の方が減っている状

況がまず一つあろうかと思います。

そういう中で、これまでも未取得の方を採用

して、採用後に試験を受けて取っていただくと

いう対策も進めておりますので、そういった中

で確保していかないと、今後はなかなか、そも

そものパイが少なくなってきますので、育成し

ていくという形も含めて必要だと思っておりま

す。

あとは運転士の高齢化というのも進んでおり

ますので、高齢者の方の活用といいますか、例

えば局の正規でいいますと60歳定年でござい
ますが、60歳以降も70歳までは働けるような環
境を整えておりますので、その中で交通局に残

っていただいて、引き続き、バスの乗務に当た

っていただくという方策を含めて、処遇改善で

すとか、運行の仕方というのも考えていかない

といけないと思っていますし、先般も委員会で

ご質問がありましたけれども、女性の乗務員の

確保とか、もしくはさっき申し上げた若年者を

どうやって確保していくかというのは、大きな

課題だと思っております。

【饗庭委員】ぜひ人手不足を解消して、過重労

働にならないようにしていただきたいと思いま

す。

今、高齢化しているというお話の中で、昨日、

65歳以上が高齢者の運転手だということで、今
後注意していただくことがあるというお話があ

ったんですけれども、バスの運転士の中で65歳
以上の方というのが何人ぐらいいるのか、全体

が何人で、どのくらいの割合になるのか教えて

ください。

【小畑管理部長】 申しわけございません。65
歳ということだったんですが、一応捉え方とし

て10歳刻みの区分で数字を把握しておりまし
て、これは全国の数字もあるんですけれども。

交通局でいきますと、60代以上の方の比率が
15.3％、これは県央バスも含んだ数でございま
す。15.3％の方が60代以上ということです。
ちなみに、これは数字がちょっと古いんです

が、日本バス協会という全国組織の方で紹介さ

れている資料の中では、全国でいきますと60歳
以上が18.6％という状況で、数字的には若干下
回っている状況ではございます。

しかしながら、一方で、その下の50代の構成
比が半数近くを占めておりますので、今後、5
年、10年経つうちに、だんだん60代以上の構成
比が交通局も高まっていくということが予想さ

れます。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【宅島委員】 今の饗庭委員の質問に関連して、

再質問になるかと思いますけれども、今の饗庭

委員の質問は、交通局の人員が何名いて、65歳
以上のドライバーが何名いるかという質問だっ

たと思うんですけれども、なぜ全国の数字が出

てきて、県の交通局の実態の数を言われないん

ですか。県営バスの運転士が何名いらっしゃっ

て、そのうちの65歳以上が何名ですと、はっき
り言えないんですか。

【小畑管理部長】説明不足で申しわけありませ

ん。

先ほど、比率で申し上げたんですけれども、

数字で申し上げます。交通局の職員、運転士で

いきますと、県央バスも含めて452名在籍して
おります。そのうち、60歳以上の乗務員が69名、
比率にしまして15.3％という数字になっており
ます。

【宅島委員】 私は65歳以上を質問したんです。
今は60歳以上を言われたんですけれども、昨日、
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県民生活部の審査の時に高齢ドライバーは何歳

からですかという質問をした時に、65歳ですと
いう答弁があったので、饗庭委員が65歳以上と
言われたんです。国の中でも高齢ドライバーを

65歳と定義しているのであれば、県の交通局と
しても65歳以上のドライバーが何名いますと
いうことをちゃんと把握しておかないと。60歳
以上が何名ですと。今からは、それじゃ通らな

いと思いますよ。きちんとそこら辺の5歳刻み
くらいの管理はしておいた方がいいと思うんで

すが、いかがでしょうか。

【小畑管理部長】 大変申しわけございません。

一応数字としては区分ごと、年齢ごとに数字は

押さえております。さっき申し上げたのは全国

の調査も60歳以上を高齢者職員という資料が
ございましたものですから、交通局の場合どう

かということで申し上げたんですけれども、65
歳以上の運転士の数は、現在、23名でございま
す。

【宅島委員】今の答弁でわかりました。ありが

とうございました。

それと、ニモカカードの話に戻るんですけれ

ども、全国的にスイカとか、ほかのカード類は

スマートフォンと連動していて、アプリをダウ

ンロードして、若い人はみんなスマートフォン

で払って乗るんですけれども、この長崎で始ま

るシステムもスマートフォン決済ができるのか

どうか伺います。

【濵口営業部長】スマホ決済は、残念ながらニ

モカではできないようになっております。

【宅島委員】今からの社会、せっかくそういっ

た社会をつくっていきますよという時に、スマ

ホ決済ができないシステムを5億何千万も払っ
てつくるんですか、本当に。もったいないです

よ、はっきり言って。

やっぱり都会の人もどんどん長崎を訪れるわ

けで、その都会の人たちが、一々ニモカカード

を持っているわけじゃないんですよ。みんなス

マホで払いたいわけです。そこら辺の社会情勢

をきちっとつかんでいただいて導入していただ

かないと、スマホ決裁もできないシステムを何

のために導入するのかわかりませんよね。この

システム会社とそこら辺の協議はしなかったん

ですか。

【濵口営業部長】そもそも、ニモカカードの導

入につきましては、現在の長崎スマートカード

が平成14年に導入しておりまして、もう17年以
上経つということで、老朽化が結構ございます。

その代替機としてニモカの導入を検討させてい

ただいたということでございます。その検討時

期、平成28年度から検討はさせていただいてお
りますけれども、その中ではスマホ決済、今で

こそスマホ決済というのはノーマルな取扱いに

なっていますが、その頃は、もともとニモカ自

体がそういうスマホ決済の機能がないと、そう

いう議論はあまり検討委員会の中ではされてな

かったということでございます。

今後、当然、これからの流れを考えますと、

スマホ決済というのが、そういうシステムが付

加されるのかどうかというのも検討会で、今後、

そこは進めていかなくちゃいけないかと、協議

等もしていかなくちゃいけないかなというもの

はございます。

【宅島委員】 3年前はスマートフォンの決済が
あんまり進んでなかったと言うけれども、もの

すごく進んでいますよね、3年前でも。本当に
時代遅れの土地として見られますよね、都会の

人からは。そこら辺はきちっと、本当に本気に

なって、県の交通局だけの問題じゃないですよ

ね。観光都市としてのことも考えながら、きち
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っと、本当に真剣に取り組んでくださいよ。も

う一回こういった会社と交渉ができるのであれ

ば、スマートフォンのアプリを活用してできる

かどうかとか、そういうところまで話をしてく

ださいよ。いかがですか。

【濵口営業部長】システムの詳しいことは私も

よくわからないですが、このニモカシステムは、

全国共通で使えるスイカとかと一緒のような仕

様で、相互利用ができるというシステムですけ

れども、10カード、10種類ございますけれども、
ほかのカードが実際にスマホ決済がされている

のかどうか、そこら辺も確認しながら、ニモカ

の方にもその話はさせていただきたいと思いま

す。

【宅島委員】そうしたら、もう一回聞きますが、

例えば、東京の方は、普段からスイカのアプリ

が携帯に入っていて、ＪＲに乗る時に、京急に

乗る時に、かざしてピッとするだけで乗ってい

きますよね。その東京の人たちが長崎に来て、

路面電車や県営バスに乗る時にそのスイカでピ

ッとして払うことはできますか。

【坂本(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時４４分 休憩 ―

― 午前１０時４４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
【濵口営業部長】 大変失礼しました。

ニモカシステムを搭載している車両等につい

ては、ほかのスイカなど全国の10カードは相互
に利用できるようになっております。スイカで

もできますし、ニモカでもできます。そういう

システムになっております。

【宅島委員】それで、システムは使うことはで

きるけれども、スマートフォンを使っての乗降

ができるのか、それはいかがですか。

【濵口営業部長】現在、スマホ決済ができるの

がスイカのみと聞いております。スイカ以外の

カードにつきましては、スマホ決済ができない

ということを聞いております。

【宅島委員】聞いていますじゃなくて、当事者

なので、「そうです」と断言してくださいよ。

それで、広く県民の人にもそうですし、観光

客にもそうですけれども、システム自体はニモ

カのシステムが入っていますが、スイカはきち

っと使えますよというのを広く周知しておかな

いと戸惑いますから、きちっと今度はスイカの

アプリがあれば乗降時はスマホ決済ができます

よということを広く周知をしておいていただき

たいと思います。例えば、県営バスの車両に貼

るとか、長崎電気軌道の路面電車内に貼らせて

もらうとか、そういったことをすべきだと思う

んですけれども、局長いかがですか。

【太田交通局長】利用者の利便性の向上につき

ましては、これからも、システムの向上等もす

る段階で検討しないといけないと思っておりま

す。利用者の利便性の周知につきましても、い

ろんな形での周知について検討していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

【山口(初)委員】 西川委員の質問に関連する形
になるんですが、ニモカについてです。

一応今回、約5億3,300万円投資をするわけで
すね。この投資回収が、いわゆる営業するわけ

ですから当然必要になってくるんですが、まず

どう見ておられるのかなと思います。

ただ、それには、この文章を見てみますと、

国県の補助金が入ってくるわけですね。だから、

要するに正味としては、将来的に約5億3,000万
円は交通局の費用としては発生しないんじゃな

いか。その辺の仕組みはどうなっているんでし

ょうか、投資回収を含めて。
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【太田交通局長】ニモカの導入につきましては、

まずは、今のスマートカードシステムが老朽化

したということでの次期のシステムという位置

づけでございまして、これまで利用された皆様

に、利便性を向上させながら、そういうカード

システムを利用していただくということが、ま

ず1点でございます。
それと、約5億3,000万円の設備投資を今度行

います。これは、バスに乗せる機械、それから

営業所、ターミナル等に置く機械等を含めて、

そういう機器の整備を行いますが、国、県、市

町から補助をいただきます。これが大体2億円
程度いただくようになっておりますので、今後、

減価償却をする際に、その分は圧縮できるとい

う形になります。

ランニングコストにつきましては、先ほどご

議論いただきましたけれども、詳しく整理をさ

せていただき、ご報告させていただきたいと思

います。

【山口(初)委員】 正味3億円の持ち出しと考え
ておいていいと。では、それを何年で回収する

かというのは、まだ検討しているということで

すか。

【太田交通局長】機器の減価償却でございます

ので、概ね8年で償却をしていくという形にな
ります。それ以降については、減価償却分があ

りません。スマートカードも十数年使っており

ますので、減価償却期間については少し経費的

に厳しいものがありますけれども、それ以降に

ついては、うまく運用していけば負担は少なく

なるんじゃないかと思っております。

【山口(初)委員】 8年超えれば利益は出てくる
と踏んでいると。そういうことで努力をしてい

ただくことでよしとしますが、もう一つ違う話

です。

いわゆるＲＰＡ（ロボティック・プロセス・

オートメーション）、新しい言葉だと思うんで

すが、これを交通局としてはどういう部署にど

のように取り入れようとされているのか、少し

教えていただけますか。

【小畑管理部長】ＲＰＡの活用についてでござ

いますけれども、この取組といたしましては、

部署的には全部署を対象にいたしまして、基本

的には本局、営業所も含めてですけれども、各

部署の方にこういったＲＰＡのシステムをあら

かじめ説明した上で、定例的な業務としてＲＰ

Ａが対象になりそうな事業の洗い出しを全て行

っております。全体として、これは各部署にわ

たるんですけれども、50事業ほどがこのＲＰＡ
を活用して一定の効果があるんじゃないかとい

う整理をいたしております。

その中から、今年度中に何件か抜き出して実

際に検証したいと。その効果を見た上で、来年

度以降に本格的に実施したいということで、基

本的には一つ定例的な業務があれば、ほかにも

波及をしていくと思いますので、そういった部

分を今年度取り組んでいきたいと。今のところ、

50ぐらいはその対象になるんじゃないかと見
ております。

【山口(初)委員】 新しい仕事のやり方だろうと
思うんですが、このＲＰＡを取り入れることに

よって、具体的な作業をするための機器とか、

いわゆる作業環境としてどう違うのかというの

を少しご説明いただけますか。

【小畑管理部長】ＲＰＡを行うに当たっての機

器等につきましては、当然専用端末というのが

まず必要になるかと思っています。将来的には、

各個人の端末でもいいと思うんですけれども、

基本的にはそういった専用の端末を設けます。

そのための導入費がかかりますというのと、そ
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こに入れるソフトウエア、ＲＰＡを動かすソフ

トウエア、そういったものの購入が必要になっ

てくると思います。そのソフトウエアについて

も、業務内容によってとか、どれくらいの業務

をさせるかによって、金額についても多寡があ

ると思っていまして、そういうのも含めて検証

していければと思っていますので、それに一定

かかる費用が次年度以降、実際導入した際に数

百万円単位で出てくるものと考えております。

【坂本(智)委員】 私は、ご承知のとおり離島で
ございますので空港をよく利用しております。

空港に行くたびに空港リムジンバスを利用する

わけでございますが、最近、駅前のバスターミ

ナルから乗る時に、1,000円の運賃を払うために
自動販売機で買うんですが、領収書が出てきま

せん。空港は出てきます。それでバスに乗るん

です。そうしたら、切符をくださいと言って、

バスターミナルから乗る時は、今言いましたよ

うに自動販売機で1,000円のチケットを買うん
ですけれども、領収書をもらうために、今度は

違うところに行って、女性の方に領収書を書い

てくださいと。今頃そういう自動販売機はない

んですけれどもね。私は福岡にもよく行くもの

ですから、どの地下鉄の駅でも全部領収書が出

てくるんです。

例えば、前の県庁の時は、今は近くなりまし

たから駅前のバスターミナルから乗ることも多

いんですが、自宅から歩いて行って五島町から

乗る。あるいは、前の県庁の時には中央橋から

空港行きに乗ると。その場合は、なかなかチケ

ットが買えませんので、空港で1,000円払います。
そうしたら、普通の乗車券をくれるんですね。

それを入れてくださいと言って入れるんですが、

領収書をくださいと言ったら、領収書を書きま

すから待っておいてくださいと。

先週はこういう経験がございました。私が後

ろの方に乗っていましたら、一番最初に降りる

人が「領収書をください」と言ったら、「外で

待っておいてください、後で書きますから」と

言っていました。県営バスか長崎バスかどっち

か忘れましたけれども、とにかく寒い時に外で

ずっと待たされるんですよ。空港から乗る時に

は領収書がいただけるんです。今、新しい自動

販売機に替わっていますのでね。これは領収書

を必要とするお客様にとっては大変な重労働に

なると、それもやっぱりサービスの低下につな

がってくるんじゃないかなと。

県営バスだけではない、長崎バスもしかりで

ございますけれども、非常に不便でございます。

私自身が毎回のように、毎週のように、1週間
に2回必ずバスを使っています。1週間に4回の
時もありますし、1週間に6回の時もあるんです
よ。そのたびにそういう経験をしなきゃいけな

いような状況でございます。恐らく新しい駅が

できて、ターミナルも変わるから、その時に新

しい機械を入れればいいやというお気持ちだろ

うとは思いますよ。その気持ちは経営者側とし

てはわかります。しかし、お客様に不便をかけ

るのは、もうわずか何カ月だからいいじゃんと

いうようなことでは、先ほどのニモカじゃござ

いませんけれども、なかなか厳しいのではない

かと思いますので、サービスの意味も含めて、

やはりお客様に喜んで乗っていただくように、

よその会社は別としても、自分の会社だけはと

いうようなことでやっていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いしたいと思いますが、

いかがですか。

【濵口営業部長】リムジンバスの利用時に大変

ご不便をおかけしているということは、大変申

しわけなく思っております。
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まず、長崎ターミナルの自動券売機の件でご

ざいますが、確かに領収書が発行されないとい

うのは旧機だろうと思っております。今、窓口

に行って領収書をいただくという取扱いになっ

ているかと思います。

すぐに今の機器を更新するというのは、なか

なか難しいのかなと、また、改修も難しいのか

なと思っておりますが、少なくとも更新時には

そういう領収書も当然発行できるようなシステ

ムを導入したいとは思っています。

それから、乗車中といいますか、途中乗車の

時に、車内で領収書をいただきたいということ

だろうと思いますけれども、基本的にはバスの

車内では領収書の発行はしなくてもいいように

はなっているんです。ただ、それではやっぱり

お客様がお困りになるということで、申し出が

あったら乗務員がその辺の対応をするという仕

組みに今させていただいております。これはリ

ムジンだけじゃなくて、一般路線もそうです。

ですので、そこはどういう取扱いが一番いいの

かというのを踏まえて、当然今まであったこと

はないですけれども、多分乗務員が勝手に領収

書を発行するということがあってもいけないの

で、どういうものができるかというのは、今後、

検討させていただければと思います。

【坂本(智)委員】 わかりました。せめて、駅前
のバスターミナルからチケットを買って、そし

て隣の女性のところで書いていただくのは、空

港まではもう1,000円と決まっているんですか
ら、1,000円を書いておいて、日付だけを入れる
ぐらいにしておいて、チケットを見せれば、す

ぐ「はい、はい」と言って渡せるように、そう

いうふうにしていただきたい。あるいは車内の

ドライバーにも領収書を持たせるのだったら、

一々1,000円と書いて、令和何年何月何日と書か

ずに、日にちだけぱっと入れて、破ってさっと

渡せるようにするのもサービスの一環だと思い

ます。それの方が絶対いいと思いますよ。よろ

しくご検討ください。

【濵口営業部長】今、委員ご指摘の案も含めて、

検討させていただければと思います。

【八江委員】県営バスの諫早のターミナルの跡

地活用に関するサウンディング型市場調査等に

ついて、お尋ねします。

念願でありました諫早の駅前ターミナルが、

新幹線が開業するに当たって移設をすることに

なって、現在、使ってはいただいておりますけ

れども、それを今後、跡地活用についてという

ことで、何回となく、私たちも地元の議員の一

人として、また県営バスの今後の運営について

のことから考えて、いろんなことを考えるべき

じゃないかということを申し上げておりました

ところ、つい先日、利活用についてのサウンデ

ィング型の市場調査ということでありますけれ

ども、このことをもうちょっと詳しく説明して

いただけますか。

【小畑管理部長】サウンディング型市場調査に

ついてのお尋ねでございますけれども、そもそ

もサウンディング型市場調査と申しますのは、

公有財産の有効活用を図るに当たっての検討に

ついて、事業化を決定するその前の段階で、民

間の資金や経営能力、もしくは技術、そういっ

たものを活用するアイデアの提案を求めるとい

ったこととしまして、参加意向のある事業者の

方々との対話ですとか、そういった対話の中か

ら市場性、実現性があるかないか、そういった

ものを把握するための調査という形で今回導入

させていただいております。

具体的に、今後、委員からもお話がございま

したけれども、諫早駅のビル再開発に合わせて
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移転を行いますので、その跡地について、そう

いった収益性についてとか、市場性があるかな

いかといったものを民間の方と対話をしながら

お話を進めていきたいと思っていまして、その

アイデアをもとに次年度以降に、令和2年度に
ついてはそういった提案等をもとに、例えば公

募で事業化が可能であれば、公募をやるといっ

たことも踏まえた方針を決めた上で、令和3年
度に、例えば公募で事業者を決定して、新幹線

開業後の令和4年度には何とか事業に着手でき
るといったものを念頭に置きながら事業を進め

ていきたいと考えております。

【八江委員】面積も2,000平米余の広大な面積、
いえば700坪ぐらいの面積だろうと思いますし、
駅前にとっては非常に大きな役割を果たしてき

た建物でもあり、またターミナルでもあったん

ですが、諫早にとりましては、今後、県営バス

の跡地の活用によって駅前の再開発等がどのよ

うに変わっていくかという大きな課題もあるわ

けですね。駅前のターミナル前にありました西

友の跡地は、もう少し膨大なものであって、こ

れも駐車場には現在なっておりますけれども、

今後、いろんな想定される商業施設、あるいは

マンション、ホテル、その他を考えていきたい

というお話を聞いております。

県営バスの動きがここに出てきたことは大変

ありがたいと思いますが、同時に、この市場調

査という形での、どういうものをすればいいの

かということでの話ですから、県営バスとして

具体的なものがなくて、いろんなアイデアが出

てくれば、こっちをしよう、あっちをしようと

いう選択肢の一つの手段としてのことかもしれ

ないですが、私たちは何がしかのものをはっき

りあらわしていただきたいという思いを持って、

これまで何回となく質問していたんですけれど

も、アイデア募集と言われても、アイデアを募

集した後に、募集期間は令和2年の1月31日、あ
と1カ月余りあるんですけれども、これを出し
たのは12月2日ですから、約2カ月間の間、募集
をするということであります。

現状は、インターネットか何かに出されて、

もう既に話があっているのか。どの程度、皆さ

ん方から直接諫早市に対してとか、商工会議所

に対してとか、そういうもののアプローチなど

については、現在、どのようになっているんで

すか。

【小畑管理部長】 12月2日から提案募集を開始
しておりますけれども、その後、直ちに地元で

あります諫早市、もしくは諫早商工会議所をは

じめ関係地元商店街等への説明、もしくは告知

については、直接お伺いしてご説明をさせてい

ただいております。こういったことを始めまし

たので、ご理解、ご協力をいただきたいという

ことでお話をさせていただいているのが現状で

ございます。

【八江委員】とにかく公募をして、それを見な

がら判断することも、悪くはもちろんないんで

すけれども、我々にとってはもう少し具体的に、

県交通局がどのようなことをすればいいかとい

うことを長い間お願いをして、売るのか売らな

いのか、貸すのか貸さないのか、あるいは貸す

としてもどういうものにするのかということ、

それを見るためにということなんですけれども、

何かあまり自分たちの自主性がないなというこ

とを感じて今質問しているんです。最良のもの

が出てくれば幸いだと思います。

諫早もある老舗の旅館、ホテル等もいろんな

ものがありまして揺れ動いております。我々は

駅前にシティホテルなどをつくっていただきた

いなという思いもありました。ところが、そう
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いうものが出てくるのか、出てこないのか。長

崎の街にもヒルトンホテルができる。そしてま

た、いろんなホテル関係が駅周辺に林立をする

ような状況の中にありながら、諫早市の駅周辺

には、今のところ、駅のわきにホテルができる

ということは確認しておりながらも、県が持っ

ている県営バスが所有している土地が膨大な面

積があると。そこに何かアクションを起こして

財産の利活用の中で活かされないかということ

から、検討していただいているということは理

解しますけれども、その点がちょっと、もう少

し踏み込んだことをしてほしかったなと思って

おります。早急に、1月末ですか、出てきてか
らの結論も延び延びにならんで、開業が平成34
年ですから、それに見合うような形でしていか

ないと、なかなか難しいんじゃないかと思うん

ですけれども、そういう取組姿勢というのもも

う一度聞かせていただきたいと思いますが、い

かがですか。

【太田交通局長】今回のサウンディング調査の

目的の一つには、民間事業者が参入する意欲が

あるかないかということも含めておりまして、

交通局で考えますのは、アイデア程度のものし

か、なかなかありません。資金もございません。

そういう中で、これを収益源として交通局とし

て活用していきたいというものがございますの

で、実際の事業性があるのかないのか、そうい

う事業者として入っていく意欲があるのかない

のかというものも見たいということでございま

す。

それで、八江委員がおっしゃいますように、

早くしなさいということでございますが、これ

は私どもも同じ気持ちでございまして、できる

だけ早く、ターミナルが移転した後に活用でき

るように何とかしていきたいという気持ちは一

緒でございますので、できるだけ遅れないよう

な形でやっていきたいと思っております。

【八江委員】 先ほど申し上げるように、34年
の開業、そしてまた、県営バスもその時に移転

して、そこが空き地になる、跡地ということに

なると思います。本来ならば、もうその時は既

に発注できるような状況の中に、どういう手段、

手法があるか、これからの募集の中にも出てく

ると思いますけれども、そういうスピード感が

ないと、そこに空間が生じて、また数年後にで

き上がってするとか、そういったものを導入さ

れても、諫早の街、駅前の開発のプラスにはな

らないとは言わないにしても、スピード感が不

足しているんじゃないかと思いますことから、

強く求めておきたいと思います。

それから、長崎の本局のところには新幹線が

通過して、一部用地買収等が行われました。行

われて取られたものは、当然ながら補償もある

わけでして、売却収入もあるわけです。

そして、県営バスの駅前のターミナルの問題、

長崎の方は、新しくバスターミナルを新幹線と

在来線の間に新築すると。諫早の方は移転する

と。大村も老朽化しているターミナルだと。そ

ういうことになってくると、今一番大事な、動

かなきゃいけない、計画もいろんな形で進めて

いかなければならない経営上の大きな問題があ

る。だからといって乗客が増えて収入が増にな

っているかというと、そうでもない。そうなっ

てくると、資産の運用というのが必要ですよと、

これまで言ってきた。我々県民としては、それ

が見えないです。どうなっていくのかなと。今、

売却してと、正直言って、あの土地は、新幹線

に幾らで売ったんですか。それだけでも、発表

できれば教えてください。

【小畑管理部長】長崎営業所、本局の敷地のこ
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とだと思いますけれども、高架の陸橋が敷地内

に建つということで、地上権の設定ですとか、

その橋脚が建つことによって低減する土地価格

の下落部分、そういった補償を8億円ほど鉄道
運輸機構の方からいただいております。

【八江委員】 そうした売却収入といいますか、

そういったものと移転、土地を転ばすというこ

とでもないんですけれども、そういったものの

運用の中で、県営バスの安定した収入といいま

すか、経営にプラスができればという資産運用

のことは、ずっと私は前々から申し上げてきま

した。というのは、県営バスがもう少ししっか

り運営をしていただいて、地域の足として長く

存続していただきたいという思いの中で、我々

は、特に諫早、大村というのは非常にそれが強

いと思うんです。だから、諫早の街のことをよ

く言いますけれども、県営バスは諫早と大村、

もちろん大人口を抱えている長崎が一番中心で

はありますけれども、それがないといけないと。

そうすると、やっぱり運用していく中での県営

バスの体質が心配だということでお願いもして

おりますので、どうぞその点は改めてしっかり

進めていただきたいと思います。

それから、諫早の駅前の移転がある。そして、

これから諫早の中でもいろんな動きがあります。

人口の定着化の問題とか、流通団地の問題とか、

商業団地の問題とか、いろいろありますけれど

も、そういう中で、やっぱり大きな集客を求め

ている、あるいは目的にする施設ができる時に、

県営バスとして現状の駅前のターミナルだけで

いいのかどうか。果たしてそれで地域の土地の

運用ができるのか、交通のあれができるのかど

うかということもありますので、その辺はニュ

ースをしっかり捉えながら、その地区のターミ

ナル的なものが、一部増設をするようなこと、

路線の確保、そういったものも含めて検討をし

ていただく状況にきつつあるんじゃないかと思

っておりますが、それはまだ確定したものでは

ありませんけれども、相当の大きなものにつな

がってくるものと思いますので、しっかりとそ

の辺は認識をしていただきたいんですけれども、

何かそういうことに対して取り組みたい、例え

ば大村の問題、諫早の問題、新幹線絡みの問題

も含めて、新たな展開をする用意はありますか。

【太田交通局長】八江委員のご質問ですけれど

も、まず1点目の資産の活用につきましては、
これまでも委員からたびたびご指摘をいただい

ております。そういう面で諫早、それから長崎

の資産の活用についてはスピード感を持ってや

っていきたいと思っておりますが、なかなか自

らの判断だけでできない部分もございます。そ

れと期間がなかなかかかるということもござい

ます。その辺は、本当に活用できるのかという

ことを踏まえて、しっかりやっていきたいと思

っております。

それから、諫早市内のいろんな団地でありま

すとか、現在聞いております、いろんな企業が

進出をするということにつきましては、いろん

な形で市とも協議しながら、どういう路線をつ

くっていくかとか、どういうところに需要があ

るかということについても、市並びに関係団体

とも協議しながら、今後やっていきたいと思っ

ております。

【八江委員】西部台に新たな団地ができ、ショ

ッピングセンター等もできましたし、路線の問

題等もその辺は検討していただいているものだ

と思いますけれども、今まであった路線の見直

し、新しくできるところの見直し、これは当然

ながらやっていくことだろうと思います。

また、それ以外に大きな転換の時期が出てく
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ることもあり得るから、十分承知しておかない

と、他の交通事業者が動いてくる可能性は十分

あるということも含めて検討しておいたらどう

かということを申し上げておきたいと思います。

ここの県庁の前には、暇なのか、路線バスの

待機時間なのか知らないけれども、ずっと県営

バスが待機しています。我々を乗せてくれるた

めにいるのかな、何十台というバスがいるとい

うこと、ここは大体どこの土地で、県営バスが

利用できるようになっていることはいいことだ

と思いますけれども、これは県の土地なんです

か。県営バスの土地なんですか。それと今後ど

のようになっていく土地なんですか。その辺は

わかりませんか。

【小畑管理部長】 今、おっしゃられたのは、多

分、目の前にある尾上の車庫のお話だと思いま

す。先ほどちょっと触れられた交通局本局、も

しくは長崎営業所の新幹線工事に伴いまして、

一定車両が置けなくなりますので、その代替措

置として、こちらの尾上車庫を県有地を借用し

て、現在、車庫として利用しております。今の

は道路敷といいますか、そこに占有許可をいた

だいて車庫として使っておりますので、今後、

新幹線事業が進みまして、最終的に、終了した

後はこちらの方はもとの本局に戻っていくとい

うことになろうかと思っております。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【外間委員】 経営の効率化・適正化について、

交通局長からご説明をいただいたことに対して、

人の問題については饗庭委員からの質疑に対し

てご答弁をいただいて一定理解しましたし、ま

た、経営改善の一端としてＲＰＡということで

山口(初)委員からの質問に対して概略お話を聞
きながら、本当に交通局が、今、収支改善を目

指して、上半期も一定結果が出たけれども、大

変厳しい状況にあるということで、この収支の

改善をどうやっていくかということで具体的な

説明を今日いただいた中で、究極はやっぱり人

口減少対策に交通局としても、この分野にどう

関わっていくかということが非常に大事なとこ

ろなので、難しいものをどう処理していくかと

いうことを一緒に、気持ちを同化しながら聞か

せていただいておったんですが、1点だけお伺
いします。

その中で、ＲＰＡを導入することによって交

通局が抱えている事業の50部門の洗い出しを
して、そしてそれを検証して、それがどう収支

効果につながっていくかということで、端末機

を導入して、そしてソフトウェアを数百万円単

位で購入して、効率化を図っていくというご説

明のような気がいたしました。

ＲＰＡの持つ効果というのが、交通局におい

て、それが経営的に、あるいは働き方改革もあ

りますし、ただでさえ人を減らすということな

のか。いやいや、人を減らすということではな

くて、こういったことでどう経営を効率化して

いくかということの観点から今一生懸命聞いて

おったんですね。一生懸命聞いた結果、そうい

うことだったのが、最終的によくわからなかっ

たんですよ。もっと具体的に、もう少し、例え

ば朝から晩まで働いていて、そして職員がこう

いったものを使ってどういうことをして、それ

がどう経営や収支や効率化に関わっていくかと

いうことが、もうちょっと見えるように、この

ＲＰＡの導入というものを期待して聞いていた

ものですから、ご説明をもう一回していただけ

ませんか。

【小畑管理部長】ＲＰＡに期待する効果という

ことでお答えしたいと思いますけれども、基本

的には導入効果としましては、端的に言います
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と労働時間の縮減、人件費の削減、これは例え

ば時間外手当等の話だと思うんですけれども、

あるいは、そういった面だけではなくて、事務

の処理速度、もしくは正確性の向上、または個々

人の業務負担の軽減につながるといった効果が

一般的には期待をされております。

その中で、先ほど50事業ほどということで申
し上げたんですが、大体この50事業にかかる時
間というのをはじいているんですが、年間で大

体6,000時間ほど、この50事業に要していると。
この検証を今からやりますので、具体的にどれ

ほどということはまだ申し上げられませんけれ

ども、一般的には、大体3割から8割、事業によ
ってはその時間を削減できると言われておりま

すので、最低でもこの6,000時間を行う中で
1,800時間を縮減できれば、そういった部分での
時間外労働の削減であったり、場合によっては

その事業を見直す中で、人がそれほど要らなく

なるということもあり得るかもしれません。も

しくは、空いた時間を、本来もっと重点を置い

ておくような事業に振り向けていくといったこ

とも可能かと思いますので、先ほど言った数百

万円というのは、検証を行った上でどういった

ものを入れるかによって金額は変わってくると

思いますけれども、一定、今後そのＲＰＡを導

入した上で、先ほどの時間が削減できれば収支

としても当然よくなっていくと考えております

し、働き方改革という面についても一定効果が

出てくるのではないかという意味で考えており

ますので、それを念頭に、今後、検証、導入と

進めていきたいと思っております。

【外間委員】過去、例えば職員を削減するとい

うことについては、当然削減される側は反対で

すし、経営者と労務管理の観点からよくトラブ

ルになることで、むしろこういったＲＰＡの導

入を口減らしじゃないか、人減らしではないか

というふうに安易に誤解をされるようなことが

あってはならないと思っての質問なんですね。

ということは、今、管理部長が答弁された、本

来の6,000時間の業務をどのように効率的に短
縮していくかによって、働いてくださる人たち

の本来の重要な業務時間に使われるというふう

なご答弁をされたように聞いたんですが、では、

本来の働き方ということで、交通局が目指して

いる労働時間と、それからロボットによる処理

業務によって本来の配置転換というか、交通局

が抱えておられる多くの職員の、労働時間と職

員のあり方というものにメスを入れるべくＲＰ

Ａを導入するんだと理解をいたしましたので、

どうかその働き方改革という観点、そして人口

減少、人がこれだけいないということで、それ

に代わる働き者のロボットは、恐らく1年365日、
24時間、8時間労働勤務ではなくて、いつでも
人の数十倍も働けるし、間違わないし、そうい

ったものをこの6,000時間の中で見直すという
ことなんですね。

ぜひ次の議会で、このＲＰＡの導入によって、

交通局の収支の効果がどのようになっていくか

という予算だてした事業計画が見られますこと

を大いに期待をしまして、もう少しＲＰＡにつ

いてはもっとわかりやすく言ったら、もっとお

もしろく、興味深く聞けるところだとは思いま

すけれども、ぜひともこういったものの試験導

入の成功を試みていただきまして、先ほどのよ

うなスイカに代わるニモカのような話も併せて、

もっとわかりやすく、必要性をきちっと議員に

説いていただいて、一緒にその事業計画が遂行

できるように祈りまして、私の質問といたしま

す。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。



令和元年１１月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（１２月１２日）

- 112 -

【中村(和)委員】 途中退席していましたので、

誰かからも質問があったかどうかわからないん

ですけれども、もしダブっているようであれば、

委員長、止めてください。

県営バスの皆さんにおかれましては、地方路

線、乗合バス含めて、本当にいろんな努力をし

ていただいて、ありがたいなと思っているとこ

ろでございます。特に、私の出身地であります

小長井は、本当にバスぐらいしか有効な交通手

段はないという状況になっています。その中で

も、乗客はいないんだけれども、やっぱり運行

はしなければならないという状況になっていま

すので、諫早市の負担はどんどん増えています

けれども、そういう意味で非常に努力をしてい

ただいていると感謝しているところでございま

す。

ところで、私が今日言いたいのは、県営バス

が一生懸命努力をされているというのは理解で

きます。ただ、今の時代にそぐうということを

考えれば、やっぱり免許返納と、いろんな意味

で高齢者の方、そしてまた、障害者の方を含め

て、普段の足がないという状況が非常に増えた

わけですね。今回、この免許返納によってです

ね。また、その免許返納も、私の地区の方たち

はかなりの高齢者がまだ車に乗られています。

それはなぜかというと、結局、ほかに交通手段

がないので、どこに行くにも、買い物に行くに

も病院に行くにも、結局車を使わざるを得ない。

しかしながら、これだけ事故が増えてくると、

家族のみんなからも、周りの皆さんたちからも

冷たい目で見られれば、どうしても免許証を返

納しなければならないという状況になっている

わけです。

そういう中で、私は、ぜひ県営バスに、もう

一つ新しいシステムをつくってもらえないかな

と思っているんです。

それはなぜかといいますと、確かにタクシー

を呼べばある程度は来ます。ただしかし、タク

シーというのはそれだけの料金がかかってくる

わけですね。そうした時に、やっばり負担とい

うのはかなりのしかかってくると思うんです。

そうした時に、今、地方路線というのは、各

市が赤字経営分を負担しながら運行しています

よね。今後、もっともっと周辺部と過疎地につ

いては、こういう状態がひどくなってくると思

うんです。そうした時に、バス運行だけではで

きないと思うし、もちろんタクシー運行だけで

はできないと思うんです。そこを何とかうまく

マッチさせてもらって、県営バスの強みで、県

のある程度の支援を受けながら、そしてまた、

各自治体の、各市町の支援を受けていただいて、

その中で何らかの新しい形態で地方の方、そし

てまた、高齢者の方たちを助けるような運行が

できないかなと思っています。これはなかなか

難しいと思うんです。やっぱり都会の方は、も

う何分か単位でバスが動いています。だから、

高齢者の方や不自由な方たちでも結構な動きが

できるわけですね。ところが、周辺部になれば

それがなかなかできないわけです。もちろん、

コミュニティバスとか、そういうものも今考え

て自治体がやっているんですけれども、やっぱ

りそれも利用者が少ない。結局は廃止になって

しまう。そういう現状なんですね。

だから、その辺をうまい具合に、タクシー、

またいろんな交通機関を組み合わせてもらって、

何とか新しい形態で、高齢者に優しい、そして

また、過疎地に優しいバス運行というものを何

とか工夫してもらえないかなと思っています。

新しいシステムを随分活用されて、今回の説

明書の中にも入っているんですけれども、せっ
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かくの長崎県が運行しているバスです。これは

もう日本全国探しても東京都以外ないわけです

から、長崎県は県営バスがあったからよかった

なと、そういうことをこの時期にひとつやって

もらいたいと私は思うんです。

結局、長崎県は長崎バスとか、いろいろバス

会社があって、そこでうまく経営をやっている

んだけれども、ただ、あとは民間の会社ですか

ら。しかし、皆さんたちの場合は県があくまで

も運営しているバスですから、最も強いメリッ

トがあると思うんですね。だから、そこを何と

か活用していただいて、これからも新しいシス

テムで、高齢者と過疎地域を助けてもらえるよ

うなシステムにしていただきたいと思うんです

けれども、どうですか、局長、可能性はありま

すか。

【太田交通局長】今、ご提案をいただきました、

人口減少が今後進む中で、周辺地域の公共交通

機関という形で、どういうふうに残すかという

課題だと思います。

乗合バス事業につきましては、11人以上のバ
スを使って事業をするということでございまし

て、それ以下の小型の乗用車でありますとか、

そういう形での事業というのが、今の形ではで

きません。中村(和)委員がおっしゃるように、
少し小さめの車を使いながら、組織としてこれ

をきちっと守っていくという形ができないかと

いうことだと思いますので、この辺は、今、市

とも周辺の路線をどうやって守るかという協議

もしております。その中で、タクシー事業者と

の兼ね合いもございます。そういうのが仮にど

うしてもできないということであれば、県営バ

スの方でも検討をしていくことになろうかと思

いますので、少し時間をいただいて、その辺の

事業が可能かどうかという検討をさせていただ

きたいと思っております。

【中村(和)委員】 ちょっと聞きたいんだけれど
も、今、局長が説明を途中でしてくれたけれど

も、このバス事業というのは最低でも何名乗車

できるような車両じゃなければ、このバス事業

というのはできないという指定があるんですか、

どうなっているんですか。

【太田交通局長】 法では、11人以上乗るバス
を用意しないといけないわけですね。その中に

は、きちっとした運賃表示でありますとか、降

りる時に押すチャイムでありますとか、そうい

うきちっとした設備をつけたバスを用意しない

といけないわけです。ですから、その中で小さ

いところを回るというのは非常にコストがかか

りますので、おっしゃるようにそういう小型の

乗用車タイプのものでできれば少しコストは下

がっていくと考えております。

【中村(和)委員】 普通、ボンゴ型の車で10人乗
りとかいう区分もありますよね。それが国の方

で11人以上という指定があるのであれば、そこ
はなかなか厳しいと思うんだけれども、やはり

これだけ地方が過疎化していった時には、これ

は何とか国も考えなくてはいけない方向性だと

思うんですよ。だから、その辺はやっぱり県営

バスからでも何らかの形で国の方に話をしてい

ただいて、こういう事情だからという話をしな

がら、何か道が開ければなと思うんだけれども、

そういうところにも切り込んでいただいて、ぜ

ひとも、先ほど私が言っているような地方に優

しい、そしてまた、高齢者に優しい公共交通機

関として長崎県営バスというのを確立していた

だきたいと思います。

確かに難しい問題だと思います。もちろんタ

クシー業界からもいろんな批判もくるだろうし、

いろんなところからも批判がくると思うんです。
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もちろん、自治体からもくると思うんです。し

かし、せっかく今、自治体が出している予算、

これをもう少し有効活用できないかと。要する

に、空のバスをそのまま走らせるよりも、もっ

とたくさんの方たちが乗れるような状況で運行

できないかなと思っていますので、ぜひとも頑

張っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。とにかく、私たちのいる周

辺部というのは、もうバスだけが最後の交通手

段ですから、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

以上です。

【山口(初)委員】 今、中村(和)委員から、いわ
ゆる乗合バスといいますか、この関係で私の地

元の多良見も似たような部分があって、多良見

の方はまさに県営バス、あるいは諫早市の配慮

をいただいております。もう赤字路線なんです。

しかし、その赤字路線にも、それぞれその周辺

に、いわゆるバス停まで行くのにも結構遠い人

たちで免許返納をせざるを得ない人たちがいら

っしゃるわけですね。

それで、今、ご相談を受けている部分、全く

一緒だろうと思うんですが、要は病院に行くに

しても、もう毎回タクシーを呼ばにゃいかんと、

そういう状況になっていると。ということは、

やっぱり高齢の皆さんにご負担がそれぞれかか

っているわけなんですね。これをもう少し簡易

に、要は、バスは今、本線をずっと走っている

わけですね。実際利用をされようとしている人

たちは、それからまた入った支線に皆さんがお

られるわけです。バス停まで歩けない。バスそ

のものも、そう頻繁に行っているわけじゃあり

ません。そこのところをうまく、全くそういう

本線が通ってない、支線だけをぐるぐる回るよ

うな、先ほどから言われているシステムを構築

してもらって、何とかそういう弱者の足を、い

ま一歩踏み込んで確保していただくことは、県

営バスとしてできないのかなということ。

他社が来て競合するよりも、県営バスとして

そこにもう一歩足を延ばすと。そのために大型

バスではとても無駄も出ますし、必要ないと思

うんですが、せめて5～6人乗りぐらいの、11人
以上というのが決まっているのであれば、それ

を一歩超えた部分での何か、長崎県が条例をつ

くるとかでもいけるのかなとは思いますけれど

も、何か事業者として工夫をしていただけない

かと思いますので、ここで答弁をもらうという

ことはなかなか難しいけれども、気持ちだけで

もちょっとお聞かせいただければと思います。

【太田交通局長】地域の公共交通をどう守って

いくかという部分、それから、これから高齢社

会になりますので、その中で社会生活をどう送

っていただくかという課題だと思います。

これについては、交通事業者だけではなくて、

地元の市町の役割でもあると思いますので、今

後、地元の市とも十分協議していきたいと思っ

ております。

【山口(初)委員】 よろしくお願いします。
【中山委員】 長崎県営バス、大変厳しい中で、

今年度も収支が均衡、非常に厳しいという状況

があります。そういう中で、今、中村(和)委員
から話があったように、よく頑張っているとい

う部分は確かにあると、私もそのように思って

いるわけであります。

生き残るためにどうすべきかということにつ

いて、私なりに考えてみますと、やはり原点に

返って、利用者に対する安心・安全、そして、

乗客に対して親切であると。この辺が今以上に

できれば、全国のバスの中で、長崎県営バスは

日本一安心・安全で親切だというのが定着する
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と、利用者の減に歯止めがかかるんじゃないか

と思っています。

そのためには、やはり何といいましても、職

員一人ひとりが危機感を持って、一人ひとりが

自発的に事故防止等に取り組んでいく必要があ

ろうと思います。

そういう観点で、9月議会で局長に対して、
職員と一回その辺を含めてざっくり話をしてみ

たらどうかという話をさせていただきました。

その後、職員から聞いたら、局長が実際にや

っとるばいという話を聞きましたので、その辺

の状況を少しお話しいただければと思いますが、

よろしくお願いします。

【太田交通局長】前回の委員会の中で、事故が

多いというお話をさせていただきまして、中山

委員からも、やはり気持ちを落ち着けて職員と

面談する必要もあるんじゃないかというお話も

ありました。

私も同感でございまして、10月から、これま
で月に1回、20日に職員の営業所での点呼に早
朝から行っておったわけですけれども、10月か
ら1日と10日の2回を増やしまして、月3回、現
在、営業所に幹部で顔を出しまして、職員に対

して、事故があったこと、安全の大切さ、それ

から優しい気持ちで運転をしてくれというよう

なお話もさせていただきながら、安全運転の大

事さというのを、周知を今図っているところで

ございます。

全職員一堂に会して、一遍にお話をさせてい

ただくというのは、バス事業者の勤務体制の中

で非常に厳しい面がございます。そういう面で、

回数をこなすことが何よりかなと思っておりま

して、現在も含めて、そういうことを取り組ん

でいこうということで進めているところでござ

います。

【中山委員】 早速、局長が10月1日から、1回
を2回に増やして取り組んでいただいたという
行動については大変評価したいと考えておりま

す。問題は、それをどういう形で職員にやる気

を植えつけていくかということになってくると

思います。

そこで1点だけお聞きしたいと思います。先
ほど饗庭委員からもありましたけれども、乗務

員を確保するために、女性の乗務員がいるとい

うことで、今年で5年目になるということであ
りまして、私が聞いた範囲では非常に優秀だと、

非常に熱心に頑張っているという話をされてお

りましたので、こういう人を育てながら、女性

のドライバーを増やしていければと考えており

ますので、今までの中で、この女性ドライバー

と直接、局長なり部長がお会いして、どうすれ

ば女性が働きやすくなるのか、どうすれば増や

すことができるのか、これについて聞き取り調

査を、もししていれば話してもらいたいと思い

ますし、してないようであれば、それをぜひ丁

寧に聞き取っていただいて、女性の処遇につい

ても一歩踏み込んだ取組をしていただきたいと

思いますが、その辺についてひとつお答えいた

だければと思います。

【太田交通局長】乗務員とのいろんな意見交換

の場というのを年に一回設けていまして、各営

業所に一回出向きましてお話をさせていただく

ようにしておりまして、その際に、その女性乗

務員についてもお話をさせていただいた機会が

1回だけございます。
ただ、委員がおっしゃるように、女性の採用

を増やすという観点でまだお話をさせていただ

いておりませんので、今後、機会を見てそうい

うこともやっていきたいと思っております。

【中山委員】 局長の前向きな姿勢については、
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ありがたいなと考えておりまして、今後、局長

がこれだけ前向きに取り組んでいることが、少

しずつ職員の方に浸透していけばいいし、職員

が自らやる気を奮い起こして、一丸となって取

り組んでいくという姿ができれば、力強い県営

バスができてくると思いますので、さらなる取

組を強めていただくことをお願いして質問を終

わります。

【坂本(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【石本副委員長】 お願いも含めて2点ほどお伺
いします。

今、それぞれ委員の方からお話をいただき、

当局の方からの回答についても、一生懸命やら

れているということは感じておりますので、今

後とも、最後に中山委員からお話がありました

ように、私も前回の時に職員皆様の研修をもっ

と頻繁にやった方がいいという意見を出したと

思うんです。今、いろんな問題が提起されまし

たけれども、ドライバー内部でも、内部の方が

実際に運転していて、ここの路線はこうした方

がいいんじゃないかと、もっとこうすればお客

さんが乗りやすいんじゃないかという意見を持

っている方もおられると思うんです。内部の研

修会の折にでも、とにかく自発的にというご意

見が、今、中山委員からありましたけれども、

やっぱり運転している皆様が一番それを感じて

おられると思うんですよ。だから、内部でも自

由闊達な意見を出していただくようなシステム

じゃないですけれども、雰囲気づくりというか、

そういう対応も、よそにだけ言うのではなくて、

よそから意見をもらうんじゃなくて、運転手自

身が感じているものがあると思いますので、そ

ういったこともぜひ検討していただきたいと思

います。

それから、もう一点ですけれども、この中の

貸切バスツアーの取組ということで、今回、私

の地元である「松浦のアジフライを食するツア

ー」というのがありましたので、あらっと思っ

たんです。これを含めて、その下に福岡の糸島、

佐賀県唐津、北部九州3県を周遊する見どころ
満喫というツアーが載っております。ぜひここ

で検討していただきたいのは、松浦の鷹島に、

全国で唯一、国の指定を受けている水中考古学

を見せる場所があります。ここをこの唐津を回

る周遊のツアーに、あそこから30分かかりませ
んので、そういう検討もしていただければと思

います。

私も行ってみてはじめて、こういうものがあ

ったんだと。地元でもなかなか鷹島まで行く機

会がなかったんですけれども、県議会議員にな

る前後から、知っておかないといけないという

ことで行ってみるんですけれども、本当に行っ

てみないとわからないと思うし、まだまだ県の

観光の方面にもこの前ちょっとお話しているん

ですけれども、キリスト教関連遺産については、

世界遺産に登録されましたからかなり宣伝され

ていますけれども、長崎県、そして国の唯一の

史跡指定を受けている水中考古学の観光資源と

いうのがありますので、ここら辺も併せて、ひ

とつ県北・平戸を含めまして、周遊観光の一つ

のポイントとしてぜひ検討いただければと、こ

れはお願いでございます。よろしくお願いしま

す。

【太田交通局長】石本副委員長のご質問ですけ

れども、まず職員との自由な意見の交換につき

ましては、先ほども中山委員のご質問にお答え

しました際に、年に1回、幹部が揃って各営業
所を回りまして、そこに出てきている職員との

意見交換を行っております。

それから、いろんなダイヤ改正の参考にする
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ためにも、実際に運転士が走っている知識であ

りますとか、考えでありますというものを聞く

必要がございますので、それは参考にするため

に意見交換の場を設けて、各営業所単位ぐらい

で意見を出していただいて、それにこちらの方

もお答えするということで実施をしております。

それから、2点目のバスツアーの開催の素材
として、いろんな形で鷹島のものも導入したら

どうかということですけれども、今年の企画も

のについては、もう既に行程等決まっておりま

すので、今後、実施する際に、それが取り組め

るかということも含めて、今後検討していきた

いと思っております。

【石本副委員長】 よろしくお願いします。

【坂本(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 ほかにないようですので、

交通局関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４９分 休憩 ―

― 午前１１時４９分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 それでは、委員会を再開い
たします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

交通局の皆様におかれましては、大変お疲れ

さまでした。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午前１１時５２分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
今定例会で審査いたしました内容について、

12月18日（水曜日）の予算決算委員会における
環境生活分科会長報告及び12月20日（金曜日）
の本会議における環境生活委員長報告の内容に

ついて、協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議については、本委員会を協議会に切り替

えて行うこととしたいと存じますが、ご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 異議ないようですので、そ
のように進めます。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 再開いたします。
環境生活分科会長報告及び環境生活委員長報

告については、協議会における委員の皆様のご

意見を踏まえ、報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午前１１時５４分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂本(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと存じます。



令和元年１１月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（１２月１２日）

- 118 -

ほかにないようですので、ここで閉会挨拶の

ため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【坂本(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本任期中における定例会の最後の

委員会になりますので、私から閉会のご挨拶を

申し上げます。

本任期中の定例会における委員会は、これで

最後になると思いますので、一言ご挨拶を申し

上げます。

委員長を仰せつかりまして、今日まで、石本

副委員長をはじめ、委員の皆様方や理事者の皆

様方のご協力を得ながら、委員長としての重責

を何とか果たすことができたのではないかと思

っております。大変お世話になりました。この

場をかりて、心から御礼を申し上げます。

振り返ってみますと、厳しい財政状況の中に

ありながらも、社会基盤整備のための大型事業

及び防災事業の推進や、長崎県犯罪被害者等支

援条例の制定、女性活躍の推進、地球温暖化対

策、廃棄物対策、県営バス事業の健全運営など、

県民の安全・安心な暮らしをはじめ、県民生活

に直結した事業を審査する重要な委員会であり

ました。

委員の皆様には、熱心なご議論を交わしてい

ただくとともに、施策の取組について、より効

果的な提案をなされるなど、議会と行政が県民

のために、長崎県の発展のためにという基本的

な方向性のもとでこの委員会が進められてきた

ものと厚く感謝を申し上げます。

最後になりますが、委員並びに理事者の皆様

方には、健康に十分ご留意いただき、さらなる

長崎県の発展のためにご活躍されますことを心

から祈念いたしまして、私のご挨拶とさせてい

ただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

次に、理事者を代表して、交通局長からご挨

拶を受けることといたします。

【太田交通局長】環境生活委員会の閉会に当た

りまして、理事者を代表して一言ご挨拶を申し

上げます。

坂本浩委員長、石本副委員長はじめ委員の皆

様には、委員会におけるご審議をはじめ、県内

外への現地調査などにおいて、環境生活全般に

わたる重要課題について、終始熱心にご議論い

ただくとともに、さまざまな観点から貴重なご

意見等をいただきましたことに対しまして、心

よりお礼を申し上げます。

いただきましたご指導、ご提言につきまして

は、今後の施策の中に反映してまいりたいと考

えております。

私ども4部局におきましては、県民の生活を
守ることを最優先に、「長崎県総合計画 チャレ

ンジ2020」並びに各部局の個別計画に基づき、
さまざまな取組を行っております。

今後とも、本県が目指す将来像に向かって、

県民の皆様の安全・安心で快適な暮らしにつな

がる取組を進めてまいります。

委員の皆様におかれましては、今後とも、環

境生活分野における県政の推進に対しまして、

より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願

い申し上げます。

最後になりましたが、委員の皆様にはお体に

十分留意され、ますますのご活躍を祈念いたし

まして、ご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

【坂本(浩)委員長】 どうもありがとうございま
した。
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これをもちまして、環境生活委員会及び予算

決算委員会環境生活分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時５９分 閉会 ―



環境生活委員会委員長　　坂本　　浩

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例 原案可決

財産の処分について 原案可決

計　　３ 件（原案可決　３ 件）

記

環 境 生 活 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年１２月１２日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

番　　号 

第 129 号 議 案

第 130 号 議 案

第 136 号 議 案

－120－
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委員長（分科会長）     坂 本  浩

副委員長（副会長）     石 本  政 弘

署 名 委 員    外 間 雅 広

署 名 委 員      中 村  和 弥

書  記   渡 辺  むつみ

書  記   城 戸  壮太郎

速  記   (有)長崎速記センター
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